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序章

第1節　研究意義と研究目的

改革開放後､中国経済は高度成長期に入り､ 2010年に名目GDPで世界第2位の経済大

国となった｡大橋(2012a)によれば､中国の経済成長の牽引車は製造業に代表される工

業部門である｡ 2010年に中国はアメリカを超え､世界 大の工業国となった｡中国は多く

の工業製品の生産量において､世界第1位のシェアを占めている(大橋2012a､ p. 57)｡

｢MadeinChina｣は世界市場を席巻し､中国は｢世界の工場｣と呼ばれるようになった｡

ところが､コア技術を外国に依存しているために､ ｢世界の工場｣と言われている中国で

はあるが､結局は 終製品の組立工場にすぎない｡そのため､中国は｢模倣大国｣と批判

されることも多い｡中国は､技術の欠如やイノベーション能力の不足といった問題に直面

している｡

中国政府は投資依存型の成長方式の限界を強く認識し､研究開発･自主創新(以下:自

主イノベーション)による成長方式の転換を打ち出した｡中国の も重要な指針である｢国

民経済･社会発展5カ年計画｣ 1をはじめとして､多くの政策において､ ｢自主イノベーシ

ョン｣が繰り返し強調され､国家戦略として位置づけられている｡

企業の研究開発を促進させるために､中国政府は研究開発資金の提供､研究開発費の税

控除､高･新技術(以下:ハイテク･ニューテク)企業を対象とする優遇税率などの政策

優遇措置を打ち出し､企業の研究開発を支援している｡

2000年代半ばより､中国政府は｢国家知的財産権戦略｣を制定し始め､ 2008年6月に

国務院は｢国家知的財産権戦略綱要｣を公布した｡ ｢第12次5カ年計画｣ (2011-2015)

では､ 2015年までに､ 1万人当たりの発明特許取得件数を3.3件に高めることが目標とさ

れた｡中国政府は中国企業の知的財産権の取得を促している｡また､ 1999年に､上海市政

府は上海の企業･大学･研究機関または住民を対象とし､特許を出願する場合､出願費用

や実体審査請求費用2を補助する政策を打ち出した｡その後､他の地方政府も特許出願に補

助金を支給し､ 2007年までに､全国の31の省･直轄市･自治区のうち､寧夏及び甘粛を

除き29の省･直轄市･自治区が特許出願に補助金を支出することになった｡

また､ 1999年に｢技術革新､ハイテクの発展､産業化の実現に関する中共中央､国務院

の決定｣ (原文｢中共中央､国務院関於加強技術創新､発展高技術､実現産業化的決定｣)

が公布され､自主的知的財産権を持つハイテク･ニューテク企業の育成が提起された｡ 2000

1中国経済の市場化に伴い､中国では第11次5カ年計画(2011-2015年)から､ ｢計画｣ではなく､ ｢規

画｣が用いられるようになった｡
2出願費用及び実体審査請求費用の詳細について､第3章第3節を参照｡
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年代に入ると､工業部門では､ ｢自主イノベーション｣をキーワードとして､ハイテク産業

(電子情報､バイオ､航空･宇宙開発､新素材､新エネルギー､海洋産業､デジタル情報

サービス)と､ 7つの戦略的新興産業(省エネ･環境保護､新世代情報技術､バイオ､先

端装備製造3､新エネルギー､新素材､新エネルギー車産業)が指定された｡中国政府はハ

イテク産業や戦略的新興産業に対して､自主研究開発-の成長方式の転換､産業高度化を

繰り返し強調している｡

本研究では､これらの政策を｢自主イノベーション｣政策と呼ぶ｡具体的には研究開発

支援政策､知的財産権戦略およびハイテク産業育成戦略を含む｡

政府の支援を受け､中国の特許出願数は飛躍的に急増した｡中国国家知的財産権局(冒

本の特許庁に相当する)の統計によれば､ 1998年に､国家知的財産権局が受理した発明特

許の出願のうち､国内からの出願数は僅か1.37万件であった｡一方､ 1998年に日本の発

明特許出願数は40.2万件であり､中国は日本の3.4%にすぎなかった｡ 2014年になると､

中国の国内からの発明特許出願数は80万件を超えた｡同年､日本特許庁が受理した国内

からの特許出願数は26.6万件であり､中国の出願数は知的財産大国の日本の3倍に上っ

た｡ WIPO (W わrld lntenectual Property Organization､ 世 界 知 的 所 有 権 機 関) の 統 計 に

よ れ ば､ 2014 年 に 世 界 の 特 許 出 願 数 は268 万 件 で あ る(W わrld lntenectual Property

Organization2015, p.23) ｡すなわち､中国国内の特許出願数は世界全体の30%に占めて

いる4｡僅か十数年のうち､中国は世界第一の特許出願国となったのである｡

また､ハイテク産業･戦略的新興産業として指定された中国の電子通信産業や新エネル

ギー産業は急速な成長を遂げた｡例えば､ 2010年の電子通信産業の生産量を見れば､世界

で生産されたコンピュータの68%､携帯電話の70%は中国製である｡そして､風力発電及

び太陽光発電産業に代表される新エネルギー産業は近年本格的な開発が始まったにもかか

わらず､中国の生産量は短期間のうちに世界トップの座に躍り出た｡

なぜ中国政府は｢自主イノベーション｣を提唱するのであろうか｡ ｢模倣大国｣と呼ばれ

ている中国が､なぜ突然世界第1位の特許出願国になれたのか｡中国のハイテク産業はど

のような要因で急成長を遂げたのか｡また､中国政府の自主イノベーション政策は効果が

あったのであろうか｡本研究の基本的な問題意識は以上のようなものである｡

2010年代を迎え､中国のGDP成長率は10%以上から7-6%水準に低下した｡このよ

うな背景の中で､中国経済にとって､イノベーション主導型成長-の転換はますます喫緊

な課題になっている｡中国のイノベーション政策の現状や問題を分析することは､中国経

済にとっては極めて重要な課題であると考えられる｡

3先端装備製造産業には､航空機産業､人工衛星及びその応用産業､先端軌道交通産業､海洋産業などが

含まれる｡
4中国国家知的財産権局が受理した国内からの出願数のみであり､中国が外国特許庁に出願した特許は含

まれていない｡
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本研究は､以上のような問題意識に基づき､実証研究及び事例研究を通じて､中国のイ

ノベーション政策の現状や効果を分析する｡第1章では､中国政府が自主イノベーション

政策を打ち出した背景を概観し､政策の経緯を整理する｡第2章では､産業別･所有制別

のデータを利用し､中国政府の研究開発優遇政策の効果を実証的に検証する｡第3章では､

電子通信産業を取り上げ､企業の個票データを用いて､政府の特許関連補助金が企業の特

許出願に与える影響を考察し､国家知的財産権戦略の実態を明らかにする｡第4章と第5

章では､風力発電及び太陽光発電産業を代表的な産業として取り上げ､事例研究を試みる

こととする｡以上の作業を通し､ ｢自主イノベーション｣政策の効果を評価してみたい｡

中国のGDPが世界経済に占める割合を考慮に入れると､イノベーションに基づく中国

経済の持続的な成長は､中国経済のみならず､中国経済の影響を受けている世界経済にと

っても重大な課題である｡中国のイノベーション政策に関する先行研究はいまだ多くはな

い｡なかでも､出願数が爆発的に増加した中国の特許に関する先行研究は極めて限定的で

ある｡現時点における中国のイノベーション政策の実態を解明し､政策を評価することの

意義は極めて大きいものと考えられる｡

第2節　研究範囲

本研究の研究対象は中国のイノベーション政策である｡イノベーションが強調されるよ

うになったのは2000年代に入ってからである｡そのため本研究では､主に2000年以降の

政策を対象とする｡

国家知的財産権戦略を研究するために､本研究は以下の理由から､電子通信産業を研究

対象とする｡

第1に､政府の特許出願補助金は､地区によりハイテク産業に傾斜する場合がある｡電

子通信産業は中国政府が指定したハイテク産業であり､すべての省で補助金を受けられる｡

そのために､補助金政策の効果を検証するには適切な産業である｡

第2に､中国の産業の中で､電子通信産業は特許出願数が一番多い｡また､華為(Huawei)

や中興(Z甘E)のように､中国で特許出願数が も多く､世界の特許出願上位企業にもラ

ンクインしている中国企業も電子通信産業に属する｡

第3に､中国では1985年より｢中華人民共和国専利法｣ (｢特許法｣)が実施された｡本

研究で使用した電子通信産業の特許出願データは1986年～2016年において17万件の個

票データがある｡データの個票数や開始期間から見れば､政策の変化の影響を検証できる

ものと考えられる｡

もちろん､より多くの産業を分析対象とすることが望ましいことはいうまでもない｡ま

た､製造業のみならず､大学や研究機関の特許出願行動も研究するに値する｡ただし､企
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業の売上などの財務データと特許出願データをまとめたデータは存在しない｡また､中国

の特許データベースは整備されているものの､経済分析のために開発されたものではない｡

そのため､企業の財務データと特許データをマッチイングするのは膨大な作業となるため

に､本研究では電子通信産業に限定した｡

また､第Ⅲ部の事例研究として､ハイテク産業･戦略的新興産業のうち､新エネルギー

産業を選択したのは､以下の理由による｡

第1に､新エネルギー産業は近年急成長した新産業であるために､先行研究がいまだ少

ない｡

第2に､生産量が急増しているために､先行研究が少ないとはいえ､統計データや報告

書は相次いで発表されており､事例研究は可能である｡

第3に､経済発展に伴い､中国のエネルギー問題や環境汚染問題はますます深刻になり

つつある｡中国の化石エネルギーの生産量は多いものの､ 1993年に中国は石油の純輸入国

に転じた(郭四志2011)｡新エネルギー産業は､エネルギー問題や環境問題の解決に役に

立つものと考えられる｡

以上のような理由から､新エネルギー産業を事例研究の対象とした｡

第3節　研究方法とデータの説明

1.研究方法

第Ⅱ部の実証研究部分では､政策効果を抽出するため､ Cobb･Douglas型生産関数､特

許生産関数､ 小二乗法(OLS)､パネルデータの固定効果推定(Fixed Effect)､ランダ

ム効果推定(RandomEffect)､プロビット分析(ProbitAnalysis)､ロジット分析(Logit

Analysis)､ カ ウ ン ト デ ー タ 分 析(CountData)､ バ イ ナ リ デ ー タ 分 析(BinaryData) な

どを用いている｡

2.データの説明

第Ⅱ部の実証研究の第2章では､所有制別の産業集計データを用いる｡ 『中国工業経済

統計年鑑』 (2013年より『中国工業経済年鑑』に名称変更)各年版､ 『中国経済普査年鑑

2004』､ 『工業企業科技活動統計資料』 (2012年版より『工業企業科技活動統計年鑑』に名

称変更)､ 『中国科技統計年鑑』､ 『中国統計年鑑』､ 『中国城鎮生活価格年鑑』を利用する｡

第3章では､中国統計局の工業企業データベース､及び中国知的財産権出版社(IPPH)

の特許検索データベース(CNIPR)を利用する｡
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第Ⅲ部の事例研究では､政府機関や業界団体の統計､及び各企業の年報を用いる｡

第4節　研究枠組

ここでは､本研究の主な内容をまとめておこう｡図011は本研究の構成を示している..

本論は序章､第Ⅰ～Ⅳ部より構成されている｡

図0･1本論文の分析枠組

1  h u I Y H ﾊ H ｸ i G x ﾆ Ā Ā Ā Ā

第1章中国の｢自主イノベーション｣政策の背景 

及び経緯 

第Ⅱ部　実証研究

第2章　中国の研究開発支援政策

第3章　中国の知的財産権戦略

出所:筆者作成｡

第Ⅲ部　事例研究

第4章　事例研究1-風力発電産業の育成

第5章　事例研究2-太陽光発電産業の育

第Ⅳ部　結論と課題

第6章　結論

第Ⅰ部｢研究背景｣の第1章では､中国が自主イノベーション政策を打ち出した背景を

概観したうえで､その政策の具体的内容をまとめる｡また､政策の内容及び本論の構成に

応じ､ ①総合的政策､ ②知的財産権戦略に関する政策､ ③ハイテク産業･戦略的新興産業

に関する政策に分けて､それぞれをまとめることとする｡

第Ⅱ部｢実証研究｣では､現時点での中国のイノベーション政策のうち､重要な研究開

発支援政策(第2章)及び知的財産権戦略(第3章)について実証分析を行う｡

第2章では､産業別･所有制別のデータを利用し､中国政府の研究開発優遇政策の効果

を実証的に検証する｡まず､中国政府が打ち出した研究開発費税控除及びハイテク･ニュ

ーテク企業減免税政策を説明する｡次に､各産業の全要素生産性(TFP)を試算するため

に､先行研究では課題が残されている中国固定資産ストックの計算を工夫し､国有企業の

民営化後の固定資産ストックをより厳密に計算する｡また､前記政策が各産業の全要素生

産性(TFP)にいかなる影響を与えたかを検証する｡さらに､本章の推計では､国有企業･
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国家支配企業の寡占度を考慮に入れる｡

第3章では､中国の国家知的財産権戦略について分析する｡まず､中国の国内特許出願

数及び国際PCT出願数の推移を概観したうえで､世界主要国の特許出願数と比較するこ

とにより､中国特許出願の爆発的な増加実態を明らかにする｡次に､中国の特許制度及び

各省政府が打ち出した特許出願補助政策を説明し､各省特許補助金適用前後の｢期待特許

料｣を試算することにより､特許料補助政策の定量的効果を確認する｡また､企業の個票

データを用いて､各省政府が実施した特許補助政策が企業の国内特許出願及び国際PCT

特許出願に与えた影響を推計する｡

第Ⅲ部｢事例研究｣では､風力発電産業(第4章)及び太陽光発電産業(第5章)を取

り上げ､事例研究を行う｡ハイテク産業･戦略的新興産業育成政策の側面から中国のイノ

ベーション政策の実態を考察する｡

第4章では､風力発電産業について分析する｡まず､政府が打ち出した風力発電産業の

育成政策をまとめる｡次に､同産業の成長の経緯を明らかにしたうえで､成長過程におけ

る問題点を考察する｡また､成長要因の分析を通して｢自主イノベーション｣による成長

であるか否かを考察する｡

第5章では､太陽光発電産業を取り上げて分析する｡まず､政府が打ち出した太陽光発

電産業の育成政策をまとめる｡次に､同産業の成長過程を概観したうえで､成長過程にお

ける問題点を考察し､その急成長の要因を分析する｡そして､ ｢自主イノベーション｣の実

態を分析したうえで､戦略的新興産業の育成政策の評価を試みることとする｡

第Ⅳ部｢結論と課題｣の結論では､各章から得られた結論をまとめ､中国のイノベーシ

ョン政策の評価を試みる｡また､今後の研究課題を展望する｡
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第Ⅰ部　研究背景

第1章　中国の｢自主イノベーション｣政策の背景及び経緯

改革開放後､中国経済は著しく成長したが､技術の欠如やイノベーション能力の不足と

いった問題に直面している｡中国政府は成長方式の転換を狙い､ ｢自主イノベーション｣を

繰り返し強調し､これを国家戦略として位置づけた｡本章では､ ｢自主イノベーション｣政

策が打ち出された背景を考察し､政府が打ち出した｢自主イノベーション｣政策をとりま

とめることとする｡

第1節　｢自主イノベーション｣政策の背景

1.知的財産権の外国依存と低付加価値の加工貿易

改革開放後､中国経済は高度成長期に入り､ 2010年に中国はアメリカを超え､世界 大

の工業国となった｡中国は多くの工業製品の生産量において､世界第1位のシェアを占め

ている｡例えば､ 2010年に世界で生産されたコンピュータの68%､カラーテレビの50%､

冷蔵庫の65%､エアコンの80%､携帯電話の70%などは中国製である｡また2009年に中

国は､ドイツを抜いて世界 大の輸出国となった(大橋2012､ p.57)0

このように､中国は多くの工業製品で世界 大の生産量を誇り､ ｢MadeinChina｣は世

界市場を席巻し､中国は｢世界の工場｣と呼ばれるようになった｡

しかし､いわゆる｢世界の工場｣は 終製品の組立工場にすぎない0

なぜならば､中国の輸出では､原材料や中間財を輸入し､組立･加工したうえで､再び

終財を輸出するいわゆる加工貿易が過半を占めているからである｡加工貿易が生み出す

付加価値はかなり限定的である｡例えば､アメリカ市場において299ドルで販売されてい

るiPodの場合､中国に帰属する付加価値は 大で4ドル程度にとどまる(大橋2011､ pp.

146･148)｡

また加工貿易を行う中国企業は知的財産権を持たない｡ 2006年の報道によれば､中国に

おいて自主知的財産権を持つ企業は1万分の3にすぎず､ 60%の企業は自主ブランドさえ

を持たず､模倣を続けている企業も少なからず存在する(人民網2006)0

技術を外国に依存するために､ライセンス生産を行う中国企業は巨額な特許使用料を支

払わざるを得ない｡例えば､アメリカ市場において32ドルで販売されるDVDプレーヤー

の場合､特許料は18ドル､製造コストは13ドルであり､中国の生産者が手にするのは1

ドルにすぎない｡このように中国の輸出は爆発的に拡大したにもかかわらず､低付加価値
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の加工貿易がいまだ中心的である(大橋2011､ p. 149)0

2000年代半ばには､特許料を支払えないために､多くの中国のDVDプレーヤー生産企

業が倒産した(新華網2005a)｡また2011年に中国の携帯電話の輸出量は8.8億台に上り､

世界輸出量の約8割を占めているが､中国製の携帯電話の純利益率は1%に満たない(新

華 網2012) 0

技術を外国に依存するために､中国は 終財を生産すればするほど､特許使用料の支払

いが増加することになる(図1･1)0

図1･1中国の財貨貿易収支及び特許使用料の推移

単位:億ドル

出所:国家統計局編(1998-2012)､ 『中国統計年鑑』各年版より作成｡

図1･1は､ 1997年以降中国の財貨貿易の収支(純輸出-輸出一輸入)及び特許使用料の

収支(受け取り一支払)の推移を表している｡純輸出の上昇に伴い､特許使用料の赤字も

年々上昇傾向にある｡ 2009年の金融危機以後､中国の純輸出は急激に減少したにもかかわ

らず､特許料の赤字幅は依然として拡大を続けている｡

2. 低 いR&D 支 出

中国企業は多くの技術を外国に依存しており､ R&D活動を行う企業は極めて少ない｡
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表1-1は､中国の大･中規模の工業企業5 (外資企業を含む)のR&D状況を表している｡

2000-2010年に大･中規模の工業企業のうち､ R&D活動を行っている企業は3割にすぎ

ない｡また､その3割の企業のうち､約3分の1は外資企業である｡すなわち､ R&D活

動を行っている中国企業は大･中規模工業企業全体のわずか2割にとどまる｡

また､ R&D活動を行っていても､企業のR&D支出が売上に占める割合は極めて低い｡

2000の時点でR&D支出は売上の0.71%にすぎず､その後､上昇基調にあるものの､ 2010

年に0.93%にとどまっている｡

表1･1大･中規模工業企業のR&D状況

2 ∝ ) 0  " 2 0 α l  b 2 0 0 7  2 0 0 9  

R&D 活 動 が あ る 企 業 数 ( 個)  度ﾃb7,100  塗ﾃScb7.838  唐ﾃ 鉄B10 ′027 "ﾃC3B12,889 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

R&D活動がある企業の 割合1(%) R&D支出/売上(%) 2縱31 0.83 B縱24 0.77 R繝25 0.84 纉b28 0.93 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:国家統計局･科学技術部編(2011)､ 『中国科技統計年鑑2011』より作成｡

注: 1. R&D活動がある企業の割合-R&D活動がある企業数/大･中規模工業企業数｡

表1･1が取り上げたのは､大･中規模の工業企業だけである｡一定規模以上の工業企業6の

場合には､ R&D活動を行っている企業の割合はさらに低く､ 10%以下にとどまっている｡

例えば､ 2009年にR&D活動を行った一定規模以上の工業企業はわずか8.5%にとどまり､

R&D支出が主要業務売上高に占める比重は0.69%にすぎなかった(国家統計局編､ 『中国

統計年鑑』 2012年版)0

･先進国と比べると､中国のR&D支出はかなり低い(表1-2)0

1990年代後半､中国のR&D支出の対GDP比は1%に満たなかった｡ 2000年代に上昇した

とはいえ､ 2010年に1.75%にとどまっている｡ちなみに､表1･2には外資企業も含まれてい

る｡ 例 え ば､ 2006 年 中 国 のR&D 支 出7 で は､ 企 業 部 門(Business enterprise R&D

expenditure/GDP)が1.02%を占めており､さらにそのうちの25%は外資企業によるもの

5大規模の工業企業とは､従業員が2,000人以上､売上高が3億元以上､資産総額が4億元以上の企業で

ある｡中規模の工業企業とは､従業員が300-2,000人､売上高が3,000万-3億元､資産総額が4,000

万-4億元の企業である(2003-2010年基準)｡ 2011年に中国国家統計局が前記基準を調整したために､

それ以後､大規模の工業企業は､従業員が1,000人以上､売上高が4億元以上の企業である｡中規模の工

業企業は､従業員が300-1,000人､売上高が2,000万-4億元の企業を指す｡
6 -定規模以上の工業企業とは､ 1998-2006年全部の国有企業及び主要業務の年間売上高が500万元以

上の非国有企業､ 2007-2010年主要業務の年間売上高が500万元以上の工業企業､ 2011年以降売上高

が2,000万元以上の工業企業である｡
7 Chandraetal. (2009), p. 154 に よ れ ば､ 2006 年 中 国 のR&D 支 出 対GDP 比 は1.42% で あ る｡
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で あ る(Chandraeta1. 2009,pp. 54, 154)｡

表1･2 　R&D 支 出 の 対GDP 比

単位:%

1995 涛b1997 涛1999 2001 "2003 B2005 b2007 2009 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

中 国  經r0.57  緜B0.65  縱b0.90  纉R1.07 21.23 "1.39  紊1.47  縱1.75 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

日 本  纉"2.77  繝22.94  纉B3.04 23.18 3.18 "3.40  紊B3.45 b- ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

韓 国 r2.60  緜2.55  紊r2.30  經2.53  緜22.85  縱3.01 3.36  經b3.74 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: OECD､ Malh ScleDCe and TechDOloByLDdl'cators, Vol. 2002/2､ Vol. 2006/2､

Vbl. 2011/2､国家統計局･科学技術部編(2011)､ 『中国科技統計年鑑2011』より作成｡

3.低い全要素生産性(TFP)

中国の低いR&D支出及び企業部門の消極的なR&D活動からも明らかなように､これ

までの中国の経済成長は投資に過度に依存しており､技術進歩の寄与は相対的に軽微であ

った｡

中国の経済成長に対する要素別寄与に関する研究によると､中国のGDP成長では資本

投入が主導的な役を果たしてきた｡

表1･3　中国の経済成長に対する要素別寄与

(Sources and Aspects of Growth 1978-2015)

1978-94 涛Bﾓ#2009-15 ĀĀĀĀ

G D P 成 長 率   湯 纈 9 . 6   唐 Ā Ā Ā

雇 用   1 . 0   ʓ ⋣ Ā Ā Ā Ā

労 働 生 産 性   澱 紕 8 . 6   唐 Ā Ā Ā

T F P   2 . 7   " Ā Ā Ā Ā Ā

人 的 資 本( 人 的 資 本. 労 働 比 率)  絣0.3  絣ĀĀĀĀ

物 的 資 本( 物 的 資 本. 労 働 比 率) 纈35.5 39.8 迭Cr 縒ĀĀĀĀĀĀĀĀ

参考 

投資率(期間平均) 

出 所: Ⅵncelette et al. (2010), p. 165.

注: 2009-15年は予測である｡

表1･3によると､ 1978-94年のGDP年平均成長率9.9%に対するTFPの成長寄与度は

3.0ポイントであったが､ 1994-2009年のGDP年平均成長率9.6%に対するTFPの成長

寄与度は2.7ポイント-と低下した｡それとは対照的に､物的資本の成長寄与は2.9ポイ
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ントから5.5ポイント-と上昇した｡ TFPの上昇に関しては､ WT0-の加盟､国有企業

の改革､農村余剰労働力の都市-の移転､道路･港湾などインフラの整備などの要因より

労働生産性が上昇したことが指摘されている(Ⅵncelette et al. 2010, p. 164)｡

労働生産性の上昇に関しては､資本設備水準の改善による労働生産性の上昇も無視でき

ない｡ただし､ TFPの上昇をもたらした労働生産性の上昇は､基本的に大量の資本設備が

生産過程に投入されたことを反映しているにすぎないともいえる｡いずれにせよ､中国の

高度成長は大量の資本投入に起因するものであり､純粋な意味での技術進歩によるもので

は な か っ た( 大 橋2005､ p.24)｡

一 方､ 日 本 のTFP 上 昇 率 を 推 計 し たHayami and Ogasawara (1999) に よ れ ば､ 1958

-1970年に､日本の1人当たりの実質経済成長率は7.05%であり､TFPの上昇率は4.17%

であったので､実質経済成長率の59%はTFPの上昇によって説明されることになる｡ま

た､1970-1990年に､1人当たりの実質経済成長率は3.32%に落ち､TFPの上昇率は1.51%

-と落ちたが､それでも経済成長率の45%を説明している｡日本の経済成長に対するTFP

の寄与度と比較してみると､中国のTFPの寄与度が低いことがうかがえる｡

資本投入に依存する｢粗放型成長｣ 8には限界があり､ ｢中所得国の昆｣ 9に陥る可能性も

高まる｡しかも中国は賃金の上昇期を迎え､人口ボーナス期の終蔦に差し掛かっているこ

とから､中国は低賃金労働力の優位性を喪失しつつあり､単純な組立･加工に依存する工

業化は持続困難となっている｡持続可能な成長方式-の転換は､中国にとって喫緊の課題

である｡

第2節　｢自主イノベーション｣政策の経緯

低所得国が中所得国-と成長するに際しては､先発国の成長モデルを導入すれば､ ｢後発

性の利益｣を享受することができる｡ところが､低所得国が中所得国の段階に達すると､

導入すべきモデルが限定され､後発国は自らのイノベーションに依存せざるを得なくなる

( 大 橋2012b)｡

従来の成長方式の限界を強く意識して､中国政府は自主的イノベーションによる成長方

式の転換を打ち出した｡中国政府は自国の技術レベルを向上させ､イノベーション能力を

強化するために､自主的知的財産権や｢自主イノベーション｣をキーワードとして強調し､

それを国家戦略として位置づけた｡

8中国では､要素投入増加型成長は｢粗放型成長｣と呼ばれ､全要素生産性(TFP)上昇型成長は｢集約

型成長｣と呼ばれている｡呉(1995)を参照｡
9第二次大戦後の世界経済を振り返ると､多くの低所得国が中所得国の段階に達すると､経済成長の鈍化

に直面する傾向が見られる｡こうして出現する中所得国の経済停滞局面を､ G山andKharas (2007)は｢中

所得国の昆｣と呼んでいる｡
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中国政府の｢自主イノベーション｣政策は多岐にわたるが､本研究では､ ①総合的政策､

②知的財産権戦略に関する政策､③ハイテク産業･戦略的新興産業に関する政策に分けて､

それぞれを取りまとめることとする｡

1.総合的政策

表1-4は､中国の｢自主イノベーション｣を強調する総合的政策を取りまとめたもので

ある｡

表1･4　中国の｢自主イノベーション｣政策

発 布 日   價 ﾙ W ｩ Y I n R 政 策  Ā

2004.12.3-5 IDh匣ﾆ萎ﾈ檍ｶ2｢自主イノベーション｣は構造調整を推進するに当たって ĀĀĀĀĀĀĀ
の中心的な課題である 

2005.10.ll hﾙｺH蝎7ﾙh(h甸効醜檠hﾍﾈ鴿9ﾈ檍ｶ2｢第十一次五カ年計画の制定に関する中共中央の建議｣ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2005.12.7 俛k｢ 産 業 構 造 調 整 の 推 進 に 関 す る 暫 定 規 定｣ ĀĀĀĀ

2005.12.7 俛 彿Jﾙ5x 淙ｧh 効 醜 橙｢ 産 業 構 造 調 整 指 導 目 録(2005 年)｣ ĀĀ

2006.2.9  俛k｢ 国 家 中 長 期 科 学 と 技 術 発 展 計 画 綱 要(2006-2020)｣ ĀĀĀĀ

2006.2.?6 俛k｢ 国 家 中 長 期 科 学 と 技 術 発 展 計 画 綱 要(2006-2020)｣ ĀĀĀĀ
の実施に関する関連政策 

2006.3.16 h 匯ﾙWｲ｢ 中 華 人 民 共 和 国 国 民 経 済 と 社 会 発 展 の 第11 次5 カ 年 計 画 ĀĀĀ
(2006-2010 年)｣ 

2011.3.16 h 匯ﾙWｲ｢ 中 華 人 民 共 和 国 国 民 経 済 と 社 会 発 展 の 第12 次5 カ 年 計 ĀĀĀ
画｣(2011-2015 年) 

2011.3.27 俛 彿Jﾙ5x 淙ｧh 効 醜 橙｢ 産 業 構 造 調 整 指 導 目 録(2011 年)｣ ĀĀ

2011.12.30 俛k｢工業転換.昇級計画(2011-2015年)(国発【2011】47 号)｣ ĀĀĀĀ

出所:筆者作成｡

(1)第11次5カ年計画期以前(～2005年)

中国の科学技術分野の計画文書において､イノベーションはしばしば強調されてきたが､

それが産業構造調整･成長方式の転換の中心課題､国家戦略として明確に位置づけられた

のは2004年末である｡

まず､ 2004年12月3-5日に北京で開かれた中央経済工作会議は､ ｢自主イノベーシ

ョン｣は構造調整を推進するに当たっての中心的な課題であると明確に提起した(新華網

2004)0

次に､ 2005年3月28日に､温家宝首相(当時)が国家科学技術奨励大会において､ ｢自

主イノベーション｣能力を高めることは国家戦略であり､我が国をイノベーション型国家

として建設すると言明した(温家宝2005)｡こうして､中国政府の指導者により初めて｢自

主イノベーション｣が国家戦略として位置づけられた｡
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(2) 第11 次5 カ 年 計 画 期(2006-2010 年)

2005年10月11日に､中国共産党第16回中央委員会第5次全体会議で｢第11次5カ

年計画の制定に関する中共中央の建議｣が可決された｡同｢建議｣では､ ｢自主イノベーシ

ョン能力｣の増強という原則に基づいて第11次5カ年計画を制定することが強調された｡

｢自主イノベーション｣は産業構造調整､成長方式の転換の中心であり､自主的知的財産

権･有名ブランド及び国際競争力を持つ有力企業の育成は､第11次5カ年計画の目標で

あることが強調された(新華網2005b)｡

2005年12月7日に､国務院は｢産業構造調整の推進に関する暫定規定｣ (原文｢促進

産業結構調整暫行規定｣ )を公布した｡同｢規定｣は､今後の産業構造調整の目標､原則､

方向及び重点を明確にした｡同｢規定｣において中国政府は､産業構造の高度化の推進が

産業構造調整の原則であり､自主的なイノベーション能力の増強が産業構造調整の中心で

あるという目標を提起した｡さらに､企業を主体とし､市場が誘導し､産官学提携のイノ

ベーション･システムの建設が提唱され､オリジナル･イノベーション､集成イノベーシ

ョン､導入･消化･吸収及び再革新による産業全体の技術水準を向上させることが強調さ

れた｡同｢規定｣は､情報､バイオ､新素材､新エネルギー､宇宙開発などの産業を重点

的に発展させる産業として明確に指定した｡また中国政府は､奨励類産業-の投資に対し

て､輸入設備の関税･増値税(value-addedtax､付加価値税)の免除を決定した(国務院

弁 公 庁2005)｡

同日､国家発展改革委員会は上記｢規定｣の実施細則である｢産業構造調整指導目録(2005

午) (中華人民共和国国家発展和改革委員会合　第40号)｣を公布し､奨励類産業､制限

類産業､淘汰類産業を明確にした｡本研究が取り上げる風力発電産業と太陽光発電産業(原

材料のシリコンやウェハーの製造を含む)も奨励類産業と指定された(国家発展改革委員

会2005C)0

2006年2月9日に､国務院は｢国家中長期科学と技術発展計画綱要(2006-2020)｣

を公布した｡同｢計画｣綱要は､ ｢自主イノベーション｣とは､国家イノベーション能力の

増強を出発点とする､ (丑オリジナル･イノベーション､ ②集成イノベーション､ ③導入､

消化･吸収したうえでの革新であると定義した｡経済構造の調整､成長方式の転換､及び

国家競争力を高めるために､ ｢自主イノベーション｣能力の向上は中心的な役割を果たすこ

と､また2020年までにイノベーション型国家になるという目標が掲げられた｡さらに､

知的財産権戦略の実施が明言され､ 2020年までに､ R&D支出の対GDP比を2.5%以上に

高め､技術の対外依存度を30%以下に下げ､国内出願人の年間特許登録数と国際科学論文

の被引用数のいずれも世界トップ5を実現するという目標が掲げられた(新華社2006a)0

2006年2月26日に､国務院は｢『国家中長期科学と技術発展計画綱要(2006-2020)』

の実施に関する関連政策｣を公布した｡同｢関連政策｣は上記｢綱要｣を実施させるため
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の政策である｡同｢関連政策｣では､研究開発支出の150%を企業納税所得から控除する

優遇措置､ハイテク･ニューテク企業の優遇税率(詳細は第2章第1節参照)､研究開発

設備の減価償却期間の短縮などの優遇政策が打ち出された｡また､核心技術の自主的知的

財産権の取得､国際技術標準の制定､発明特許の審査期間の短縮などが強調されている(国

務院弁公庁2006)0

2006年3月16日に､中国政府は｢中華人民共和国国民経済と社会発展の第11次5カ

年計画(2006-2010年)｣を公布した｡同｢計画｣において､政府はR&D支出の対GDP

比を2005年の1.3%から2%-高め10､自主的知的財産権･有名ブランド及び国際競争力

を持つ優勢企業を育成する､といった目標を打ち出した｡また､企業が主体となり､市場

が誘導し､産官学提携のイノベーション･システムの構築が強調された｡さらに､産業高

度化のために､ハイテク産業の発展や装置製造業の振興などが強調され､とりわけハイテ

ク産業に関しては､組立から自主研究開発-の転換が提起された(新華社2006b) 0

(3) 第12 次5 カ 年 計 画 期(2011-2015 年)

2011年3月16日に､中国政府は｢中華人民共和国国民経済と社会発展の第12次5カ

年計画｣ (2011-2015年)を公布した｡同｢計画｣において､中国政府は､経済構造の戦

略的調整(製造業の核心的競争力の向上や戦略的新興産業の育成を含む) ､技術進歩とイノ

ベーションによる成長方式の転換､イノベーション型国家の建設などが基本的な方針とさ

れた｡また中国政府は2015年までのR&D支出の対GDP比を､2010年の1.75%から2.2%

に引き上げる目標を打ち出した(新華社2011) ｡

国家発展改革委員会は､経済発展構造の不合理､ ｢粗放型成長｣ (要素投入増加型成長) ､

｢自主イノベーション｣能力の弱さなど､中国経済が長期にわたり直面している問題がい

まだ解決されていないことを指摘した(国家発展改革委員会2011a) 0

産業構造の調整をさらに推進させるために､国家発展改革委員会は｢産業構造調整指導

目録(2005年)｣を修正し､ 2011年3月27日に｢産業構造調整指導目録(2011年)｣を

公布した｡同｢目録｣は2011年6月1日から実行された｡本研究で取り上げた新エネル

ギー産業は､引き続き奨励類産業に指定された(国家発展改革委員会2011b)｡

2011年12月30日､国務院は工業部門に向けて｢工業転換･昇級計画(2011-2015年)

(国発【2011】47号)｣ (原文｢工業転型昇級規画(2011-2015年)｣)を公布した｡政府は

同｢計画｣において､中国では工業部門の｢自主イノベーション｣能力が弱く､コア技術

と基幹装置を輸入に依存し､エネルギーの消耗が大きいなど､成長方式が依然として｢粗

放的｣であることを指摘し､成長方式の転換及び産業構造の高度化による｢工業大国｣か

10ただし実際には､ 2010年にR&D支出の対GDP比は1.75%にとどまっており､第11次5カ年計画の

なかでも､数少ない未達成分野である｡
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ら｢工業強国｣-の転換を目指すと強調した｡そのため中国政府は､ ｢自主イノベーション｣

能力の増強が も重要な任務であると位置づけ､伝統産業の改造と高度化､戦略的新興産

業の育成と発展､及び重点産業の発展方向を指示した｡さらに､一定規模以上の企業(本

章第1節注6参照)の主要営業収入に占めるR&D支出の比率を1%に､研究開発機構を

有する大･中規模工業企業(本章第1節注5参照)の比率を35%に引き上げるなど､具体

的な目標が掲げられた｡また､本研究が取り上げた風力発電産業と太陽光発電産業(製造

莱)は､重点的に発展させる先進的な装置製造業に含まれることが明記された(国務院弁

公 庁2012a)0

2.知的財産権戦略に関する政策

2000年代半ばより､中国政府は｢国家知的財産権戦略｣を制定し始めた｡

2006年10月27日に､中国科学技術部は｢第11次科学技術5カ年計画｣ (2006-2010

午) (原文｢国家『十一五』科学技術発展規画｣ (2006-2010年) )を公布した｡同｢計

画｣では､ 2010年までに､中国国内出願人の年間特許登録数は世界上位15位以内に入る

という目標が掲げられた｡また､国家レベルで特許戦略の実施､自主的知的財産権が不可

欠なコア技術や重要製品の目録の作成などが強調された(中華人民共和国科学技術部

2006) ｡

2007年10月15日に胡錦涛総書記(当時)は､中国共産党の第17次大会での報告にお

いて､イノベーション型国家を建設し､知的財産権戦略を実施することを明確に宣言した｡

(新華社2007)

2007年12月29日に､中国の｢科学技術進歩法｣が修正された｡主に追加されたのは

総則第7条であり､その内容は国家が知的財産権戦略を制定して実施することにある｡同

法は2008年7月1日より施行された｡

2008年6月5日に､国務院は｢国家知的財産権戦略綱要｣を公布した｡国家知的財産

権戦略の目標は､ 2020年までに､中国が知的財産権の創造､応用､保護､管理において高

水準の国になることである｡ 5年以内の主たる目標は､自主知的財産権の取得件数をさら

に増加させ､自国出願人による発明特許の年度特許登録数を世界上位に引き上げ､外国-

の出願を大幅に増加することにある｡同時に､バイオ､情報､新素材､先進製造､先進エ

ネルギー､海洋､資源環境､近代農業､近代交通､航空･宇宙などの分野において､核心

技術の特許を取得し､ハイテク産業･新興産業の発展をサポートすることが強調された(国

務院弁公庁2008)0

2011年7月4日に､中国科学技術部は｢第12次科学技術5カ年計画｣ (2011-2015年)

(原文｢国家『十二五』科学技術発展規画｣ (2011-2015年))を公布した｡ ｢中華人民共
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和国国民経済と社会発展の第12次5カ年計画｣ (2011-2015年)と同様に､ 2015年まで

に､ 1万人当たりの発明特許取得件数を3.3件に高めることや､国家知的財産権戦略の実

施を強調した(中華人民共和国科学技術部2011)0

2011年11月11日に､中国国家知的財産権局は｢全国特許事業発展戦略(2011-2020

午)｣ (原文｢全国専利事業発展戦略(2011-2020年)｣を公布した｡同｢戦略｣では､ 2015

年までに､発明特許､実用新案､意匠の年間出願数を200万件に高めること､また､中国

国内出願人の年度特許登録数が世界トップ2位となるように増加させる目標が掲げられた

(国家知識産権局2011)0

さらに､ 2015年1月4日に､国務院弁公庁は｢知的財産権局等の国家知的財産権戦略

実施計画(2014-2020年)の転送に関する国務院弁公庁の通知(国弁発【2014164号)｣ (原

文｢国務院弁公庁関於転発知識産権局等単位深入実施国家知識産権戦略行動計画(2014-

2020年)的通知(国弁発[2014】64号)｣)を公布した｡同｢計画｣では､ 2014-2020年の

知的財産戦略の主要な目標を掲げた｡具体的には､ ①1万人当たりの発明特許取得件数を

2015年に6件に､ 2020年に14件に高めること､ ②国際PCT特許出願数を2015年に3

万件に､ 2020年に7.5万件に高めること､ ③国内発明特許の平均権利維持年数に関して､

2015年までに6.4年に､ 2020年までに9.0年に延長させること､などがある(国務院弁

公 庁2015) ｡

このように､中国政府は特許出願数や登録数に関する目標を明確に定め､知的財産権戦

略を極めて重要視している｡

3.ハイテク産業･戦略的新興産業に関する政策

2006年2月13日に､国務院は｢装置製造業の振興の加速に関する国務院の若干の意見

(摘要) (国発【2006】8号)｣ (原文｢国務院関於加快振興装備製造業的若干意見｣ )を公布

した｡国務院は､ 2010年まで､強い競争力を持つ大型装置製造企業グループの育成､自主

的知的財産権を持つ重要技術装置の製造能力の増強､企業が主体とする技術イノベーショ

ン体系の形成などの目標を掲げ､ 16業種からなる重要技術装置分野を指定した(国務院

2006)｡また､ここで指定された16業種の重要技術装置分野の第1位は､高出力の風力発

電機を含む大型クリーン発電設備である｡

本章第1節で述べた｢第11次5カ年計画｣及び｢国家中長期科学と技術発展計画綱要

(2006-2020)｣を徹底するために､国家発展改革委員会は｢高技術(ハイテク)産業発

展の第11次5カ年計画(2006-2010)｣ (原文｢高技術産業発展"十一五"規画｣)を制

定し､ 2007年4月28日に公布した(国家発展改革委員会2007a)｡同｢計画｣は､電子

情報､バイオ､航空･宇宙開発､新素材､新エネルギー､海洋産業をハイテク製造業とし
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て､またデジタル情報サービス産業をハイテクサービス産業として､重点的に発展させる

産業と指定した｡本研究で取り上げる風力発電産業と太陽光発電産業(原材料の多結晶シ

リコンを含む)は､同｢計画｣によって明確にハイテク産業として指定された｡また､ハ

イテク企業に対して､政策性金融機構の傾斜的な融資､企業所得税の15%減免､政府調達

などの優遇措置が講じられることとなった｡

2010年10月10日に､国務院は､ ｢戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する国務院

の決定(国発【2010]32号)｣ (原文｢国務院関於加快培育和発展戦略性新興産業的決定(国

発【2010132号) ｣ )を公布した｡同決定は､国際競争において優位に立っために､戦略的

新興産業の育成･発展を加速させ､コア技術及び知的財産権を持たなければならないと強

調し､ 7つの産業(省エネ･環境保護､新世代情報技術､バイオ､先端装備製造､新エネ

ルギー､新素材､新エネルギー車)を戦略的新興産業に指定した｡中国政府は､ ｢自主イノ

ベーション｣能力の向上が戦略的新興産業の育成･発展の中心であると述べ､中堅企業に

頼り､企業が主導し､研究機構･大学が参与するイノベーション･システムの建設を強調

した｡また戦略的新興産業を支柱産業･先導産業-と育成させ､さらに国内総生産に占め

る戦略的新興産業の付加価値の比率を2015年までに8%､ 2020年までに15%に引き上げ

るという発展目標を打ち出した(国務院弁公庁2010)0

以上の総合的な政策以外に､個別の重点産業に対しても､個別の政策が数多く打ち出さ

れた｡本研究で取り上げた特許出願補助金政策や､風力発電産業及び太陽光発電産業に関

する個別の政策は､それぞれ第3､ 4､ 5章で詳述する｡

このように､中国政府は､技術進歩･イノベーションによる成長方式の転換や自主的知

的財産権の取得を強調し､イノベーション型国家の建設を目指すことを国家戦略として位

置づけたのである｡
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第Ⅱ部　実証研究

第2章　中国の研究開発支援政策

第1節　はじめに

第1章で述べたように､中国では､一定規模以上の工業企業の中で､ R&D活動を行っ

ている企業の割合は10%以下にとどまっている｡例えば､ 2009年にR&D活動を行ってい

た一定規模以上企業はわずか8.5%にとどまり､ R&D支出が主要業務売上高に占める比重

は0.69%にすぎなかった(国家統計局編､ 『中国統計年鑑』 2012年版)0

企業の研究開発を促進させるために､中国政府は研究開発資金の提供､研究開発費の税

控除､ハイテク･ニューテク企業を対象とする減免税などの政策措置を打ち出し､企業の

研究開発を支援している｡

まず､研究開発費の税控除について説明する｡ 2008年12月10日に､国家税務総局が

公布した｢企業研究開発費用の納税控除管理弁法に関する通知(国税発【20081116号) ｣ (原

文｢関於印発『企業研究開発費用税前控除管理弁法(試行) 』的通知(国税発【20081116号) ｣)

(国家税務総局2008a)によれば､企業が研究開発を行う場合､企業所得税を納める時に､

研究開発支出の150%を企業の納税所得より控除する優遇措置である｡例えば､ある企業

が100万元の研究開発費を支出した場合､納税所得から150万元(100万元×150%)控

除後に所得税が計算される｡ただし､あらゆる研究開発支出がこの優遇措置を受けられる

わけではない｡ ｢国家の重点的に支援するハイテク･ニューテク領域｣及び国家発展改革委

員会等が公布した｢優先的に発展させる高技術(ハイテク)産業化重点領域指針(2007

年度)｣に属する分野の研究開発活動に限り､この税控除優遇策が受けられる｡

｢国家の重点的に支援するハイテク･ニューテク領域｣は何度か修正されたが､ 2008

年版によれば､電子情報､バイオと医薬技術､航空･宇宙開発､新素材､ハイテクサービ

ス業､新エネルギーと省エネ､資源と環境技術､伝統産業を改造するハイテク技術(デジ

タル制御など)が対象となっている｡これらの技術分野は前述した｢高技術(ハイテク)

産業発展の第11次5カ年計画(2006-2010)｣ (原文｢高技術産業発展"十一五"規画｣)

が指定するハイテク産業とほぼ重複している｡

次に､ハイテク･ニューテク企業を対象とする減免税である｡ハイテク･ニューテク企

業として認定された企業は､ 15%の企業所得税の優遇税率を享受できるという優遇措置で

ある｡ 2008年1月1日より実施された｢中華人民共和国企業所得税法｣によれば､企業

所得税率は25%である｡ 25%の通常税率と比べてみると､ 15%のハイテク･ニューテク企

業優遇税率は極めて魅力的である｡
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ここでは､ハイテク･ニューテク企業について簡単に説明しておこう｡ 1991年以降､中

国はハイテク･ニューテク産業開発区に立地する企業を対象とし､ハイテク･ニューテク

企業の認定を開始した｡ 2000年7月23日に､科学技術部が公布した｢国家ハイテク･ニ

ューテク産業開発区のハイテク･ニューテク企業の認定条件と弁法(科技部国科発火字

【2000]324号)｣は､電子情報技術､新エネルギー･省エネ技術などの11技術分野をハイ

テク･ニューテクと指定した｡指定された技術分野の製品を生産･開発する企業は一定条

件を満たせば､ハイテク･ニューテク企業として認定され､ 15%の企業所得税の優遇税率

を享受できる｡条件としては､ ①ハイテク･ニューテク製品の研究開発に従事する従業員

が従業員全体の10%以上を占めること､ ②企業の研究開発費が当該年度の総売上の5%以

上を占めること､などがある｡

また､ハイテク･ニューテク産業開発区以外に立地する企業を対象とし､ 1996年1月

17日に国家科学技術委員会は｢『国家ハイテク･ニューテク産業開発区以外のハイテク･

ニューテク企業の認定条件と弁法｣の公布に関する通知(国科発火字[19961018号)｣を公

布した｡ ｢国科発火字【1996】018号｣は前記｢科技部国科発火字【2000】324号｣とほぼ同じ

11技術分野と条件を指定している｡ただし､企業の研究開発費の総売上に占める割合は

4%以上としている｡

2008年4月14日､科学技術部､財政部､国家税務総局は連名で｢『ハイテク･ニュー

テク企業の認定と管理弁法』の公布に関する通知(国科発火【2008】172号)｣を通達した｡

ハイテク･ニューテク企業に認定するための必要条件には､ ①主要製品(サービス)の核

となる技術の自主的知的財産権を有すること､ ②製品(サービス)は｢国家の重点的に支

援するハイテク･ニューテク領域｣に属すること､ ③研究開発に従事する従業員が従業員

全体の10%以上を占めること､ ④研究開発費が当該年度の総売上の6% (売上が5,000万

元 以 下 の 企 業)､ 4% ( 売 上 が5,000-20,000 万 元 の 企 業)､ ま た は3% ( 売 上 が20,000 万

元以上の企業)以上を占めること､などがある｡また､ ｢国科発火【2008】172号｣の実施に

より､前記｢国科発火字【1996]018号｣と｢科技部国科発火字【2000】324号｣は廃止され

た｡

実際には､第5章で後述するように､ハイテク･ニューテク企業として認定された企業

のうち､上記認定条件を必ずしも満たしていない企業もある｡

これらの研究開発資金や税控除･減免は果たして産業の成長に寄与しているのか｡本章

では､これら政府の各種研究開発支援政策が各産業の全要素生産性(TFP)にいかなる影

響を与えたかを検証する｡

本章の構成は以下の通りである｡第2節で先行研究を概観した後､課題を設定する｡第

3節で利用するデータを説明する｡第4節で研究方法と分析の枠組みについて説明する｡

第5節で計量分析を行い､ 後に第6節で分析から得た結論をまとめる｡

19



第2節　先行研究

1.先行研究のサーベイ

政府の補助金が企業の生産性に関する先行研究としては､以下の研究があげられる｡

Beason and Weinstein (1996)は日本政府の税軽減､補助金､日本開発銀行貸付が産業

のTFP-の影響を検証した｡日本開発銀行貸付(1期time lag)からはTFPに対する正

の影響が検出されたが､税軽減や補助金からはTFPに対する正の影響を検出されなかっ

た｡ Bernini and Pellegrini (2011) は 企 業 レ ベ ル の デ ー タ を 使 用 し､ イ タ リ ア の 補 助 金 の

効果を検証した.補助金を受けた企業が受けていない企業よりも､ TFPの上昇が低いとい

う結果が検出された｡

中国に関する研究については､召B･包(2012)は､中国の工業企業の個票データを用い､

政府の補助金が一定水準以下である場合､企業の生産性に正の影響を与え､一定水準以上

になると､生産性に負の影響を与えるとの結果を報告している｡

また､朱･徐(2003)は､上海市の産業レベルのデータを利用して､政府より受けた研

究開発資金及び減免税が企業のR&D支出及び特許登録数に与えた影響を検証している｡

朱･徐(2003)によれば､政府資金･減免税は企業のR&D支出を促進したが､特許登録

数には統計的に有意な結果がみられなかった｡

郡･包(2012)が使用した補助金のデータは､研究開発に限定する補助金でなく､企莱

が政府より受けた生産補助金を含む可能性がある｡また､朱･徐(2003)は上海市に限定

しているために､全国の産業に適用できるかは不明である｡

2.本章の課題

中国では､政府は国有企業を優遇しているため､政府の補助金の効果は国有企業の多寡

の違いによって異なるものと考えられる｡本章は､先行研究を参考したうえで､国有企業

の寡占度も考慮し､政府の研究開発関連補助金に限定して､前記補助金が全国産業レベル

のTFPの上昇に寄与しえたか否かを検証する.

第3節　データ

1.生産関数用データ
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本章では､TFPを計算するための工業データに関しては､『中国工業経済統計年鑑』(2013

年より『中国工業経済年鑑』に名称変更)各年版､ 『中国経済普査年鑑2004』を利用する11｡

前記年鑑には一定規模以上企業の産業別の集計値があり､本章は工業総生産12､労働者数､

固定資産残高のデータを使い､ TFPを計算する｡

(1)研究対象産業

『国民経済産業分類(GBPr4754-2002)』によれば､工業には計39大分類産業がある｡

『国民経済産業分類(GB〝4754･2011)』 (2012年より適用)の産業分類の調整によれば､

『国民経済産業分類(GB/T4754･2002)』のゴム製品業(旧産業コード29)､プラスチッ

ク製品業(旧産業コード30)はゴムとプラスチック製品業(新産業コード29)に統合さ

れ､交通輸送設備製造業(旧産業コード37)は自動車製造業(新産業コード36)､鉄道･

船舶･航空宇宙及び他の輸送設備製造業(新産業コード37)に再分類された｡

データの連続性を保持するために､本章は､ 2012年以降の自動車製造業(新産業コード

36)､鉄道･船舶･航空宇宙及び他の輸送設備製造業(新産業コード37)のデータを加算

し､ 2011年までの交通輸送設備製造業(旧産業コード37)に接続した｡ゴムとプラスチ

ック製品業に関しては､より多くの産業数を対象とするために､ 2012年以降のデータを分

析対象から除外した｡

また､石油天然ガス採掘業(2002年の産業コ｣ド07) ､文化･教育･体育用品製造業(2002

年の産業コード24)は産業範囲の調整が大きい｡煙草製品業(2002年の産業コード16)

は2013年の外資企業のデータがない｡そのため､これら3つ産業に関しては､ 2011年ま

でのデータを分析対象とする｡

さらに､その他の採鉱業(2002年の産業コード11)､工芸品･その他の製造業(2002

年の産業コード42)は研究開発関連データが不備であり､また産業範囲の調整も大きい｡

廃棄資源材料回収加工業(2002年の産業コード43)は生産規模が極めて小さい｡そのた

め､これらの3つ産業は分析対象から外し､本章は､鉱工業部門の計36産業を分析対象

とする(附録1を参照)0

(2)産業別のデータカテゴリー

産業別の全企業の集計値の他に､外資企業､国有･国家支配企業､私営企業のそれぞれ

ll 2004年は中国経済センサス年のために､ 『中国工業経済統計年鑑』 2005年版(2004年のデータ)は出

版されていない｡ 2004年のデータは『中国経済普査年鑑2004』による｡
12 2008年より､中国は産業別の付加価値データを公開しなくなった｡そのため､本章は工業総生産を用

い､ TFPを計算することとするoまた､ 2012年以降､工業総生産が公開されなくなったため､ 2011年ま

でに､工業総生産と工業sales生産値が共に公開されたため､両指標の差を計算してみると､ほぼすべて

の産業では､工業sales生産値- (98%～102%)工業総生産｡差が小さいため､ 2012-2014年に関して

は､工業sales生産値を使う｡
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の産業別の集計値がある｡研究開発関連データは主に『工業企業科技活動統計資料』 (2012

年版より『工業企業科技活動統計年鑑』に名称変更)各年版による｡ 『工業企業科技活動統

計資料』には､全企業､国有･国家支配企業､外資企業(香港･襖門･台湾が投資した企

莱(HMT)､及び香港･襖門･台湾以外が投資した企業)の他に､内資企業の産業別の集

計値がある｡データを詳しく比較してみると､ ｢内資企業-全企業一外資企業｣という関係

になっている｡そのため､前記式を利用し､工業総生産､労働者数､固定資産残高のデー

タに関しても､内資企業カテゴリーを設けた｡また､ 『工業企業科技活動統計資料』には私

営企業のデータがないため､ 『中国工業経済統計年鑑』の私営企業のデータを割愛した｡

国有･国家支配企業のデータについて､若干説明しておく｡国有企業とは国家が全部資

産を所有する企業であり､内資企業に含まれている｡国家支配企業は外資企業である可能

性もある｡例えば､国有企業と外国企業が設立した合弁企業の場合､外資比率が25%以上

(上場企業の場合､ 10%以上)であれば､企業所有制を登記する時に､外資企業として登

記される｡また､当該企業のデータは外資企業の産業レベルの集計値に入る｡前記合弁企

業の資本金の中で､国有資本が外資より多い場合､国家支配企業のグループにも分類され

る｡つまり､国有･国家支配企業のうち､一部の企業は内資企業のグループに入り､一部

の企業は外資企業グループに入る｡ただし､それぞれどのくらいの企業があるかは分類さ

れていない｡

このように､本章では36業種の鉱工業に関して､ 2000-2013年の所有制別の投入産出

パ ネ ル デ ー タ を 構 築 し た｡ た だ し､ 産 業 コ ー ド07､ 16､ 24､ 29､ 30 に 関 し て は､ 2000

-2011年のデータとしている｡

『中国工業経済統計年鑑』及び『中国統計年鑑』は､ 2012年の産業別の労働者数を公開

していない｡産業レベルの集計値であることから､激しい変動が見込まれないために､こ

こでは2011年と2013年の平均値を2012年の労働者数とした｡

前記年鑑のデータはいずれも名目値であるため､生産者物価指数(PPI)と固定資産投

資価格指数を使い､データを実質化した｡ 『中国城鎮生活価格年鑑』には､産業別のPPI

が掲載されている｡本章はこの『中国城鎮生活価格年鑑』の産業別のPPIを使い(『中国

城鎮生活価格年鑑』にない場合は､ 『中国統計年鑑』の掲載値を用いる) ､ 2000年を基準年

として､工業総生産のデータを実質化した｡固定資産投資価格指数に関しては､産業別の

指数がないために､ 『中国統計年鑑』の全産業の価格指数を用いることとする｡

2.固定資産ストックの計算

固定資産ストックの計算については､先行研究では､統計年鑑の固定資産浄値(固定資

産原価より累積減価償却を引いた後の純固定資産)がそのまま使用されるか､純固定資産
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のデータ全体を各年の固定資産投資デフレ一夕で実質化されることが多い｡中国の工業統

計の産業レベルの純固定資産は､各企業が統計局に申告した｢純固定資産(tl1)一原価償却(t) +

新規増加固定資産(t) ｣の会計帳簿のデータ(名目値)を集計したものであり､実質値では

ない｡そのため､そのままを使用すると､デフレ一夕の変化によるバイアスを受ける(2000

年以降､毎年の固定資産投資指数は1より大きいため)｡また､データ全体を各年の固定

資産投資デフレ一夕で実質化すると､過去に行われた投資の実質値を正確に把握し､それ

らの累積値を求めることができなくなるので､大幅な過小推計となっている可能性がある｡

純固定資産の実質値を厳密に計算するには､毎年新規増加した固定資産のみを当該年の固

定資産投資デフレ一夕で実質化しなければならない｡

また､固定資産ストックを計算するために､すべての産業の減価償却率を8%､ 10%ま

たは15%としている先行研究も多い｡実際には､伝統的なアパレル産業と技術更新が速い

電子産業は設備更新のスピードが違い､それぞれの産業の減価償却率は異なると思われる｡

本章では､陳(2011)を参考し､産業別･年度別･所有制別の減価償却率を計算し､また

2000年の純固定資産を基準期とし､各年の新規増加固定資産のみを固定資産投資デフレ一

夕で実質化し､産業別･年度別･所有制別の固定資産ストックを計算した｡

具体的には､以下の式を利用し計算する｡

①　新規増加固定資産t =固定資産原価t一固定資産原価t･1

②　純固定資産t=純固定資産t･1 -本年度原価償却七十新規増加固定資産t

③　減価償却率t =本年度原価償却t/純固定資産七･1

④　本年度原価償却t=累積原価償却七　一累積原価償却t･1

⑤　累積減価償却t=固定資産原価七一純固定資産t

⑥　固定資産ストックt =新規増加固定資産t+(1-減価償却率t) *　固定資産ストック

t･1

『中国工業経済統計年鑑』には､ 2000-2007年の固定資産原価､純固定資産､本年度

原価償却と累積原価償却データがある｡2008年から､本年度原価償却が公開されなくなり､

2011以降､さらに純固定資産のデータが公開されなくなった｡

2000-2007年について､上記式②､ ③を利用し､各産業の各年の新規増加固定資産及

び各年の減価償却率を計算した｡各年の固定資産投資価格指数を使い､各年の新規増加固

定資産を2000年の価格に実質化した｡ 2000年を基準年として､上記式⑥を利用し､各年

の固定資産ストックを計算した｡

2008-2010年のデータについて､ 2000-2007年の平均減価償却率を使い､上記式③を

使い､各年の本年度原価償却tを計算した｡そして､式②を使い､各年の新規増加固定資

産を計算した｡ 2011-2013年の純固定資産に関しては､上記式⑤を利用し､計算した｡

そして､ 2008-2010年と同様に各年の新規増加固定資産を計算した｡また､各年の新規
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増加固定資産を2000年の価格に実質化し､各年の固定資産ストックを計算した｡

ただし､国有･国家支配企業のデータの場合､上記式①を計算すると､新規増加固定資

産がマイナスになる産業がある｡そのため『中国固定資産投資年鑑』各年版で確認すると､

国有企業は2000年以降､すべての産業において新規固定資産投資がなされている｡すな

わち､国有･国家支配企業の毎年の新規増加固定資産は正であるはずである｡それでは､

なぜ負のデータが出てきたかといえば､ 2000年以降､民営化された国有企業が多いからで

ある｡ 『中国工業経済統計年鑑』のデータは､毎年各企業が統計局に申告したデータを集計

したものである｡例えば､ A企業は2000年に国有企業であったとする｡ 2000年にA企業

が統計局に申告した固定資産関連のデータは､国有企業･国家支配企業のグループに集計

される｡しかし2001年にA企業が民営化されたとすると､ 2001年のA企業が申告した

データは私営企業(本章では内資企業のグループに含まれる)のグループに集計される｡

2001年に国有･国家支配企業グループの企業数が減少したために､固定資産原価の集計値

は2000年の固定資産原価よりも少なくなり､式①を計算すると､新規増加固定資産がマ

イナスになるわけである｡

陳(2011)は､各産業のすべての所有制の企業の集計値を計算したために､上記の問題

は発生しない｡ここでは､上記①式の計算でマイナスとなる国有企業の新規投資の計算方

法を､陳(2011)の方法に基づき､以下の通り､さらに発展させた｡

毎年退出した企業(民営化や倒産など)の固定資産原価が分かれば､新規増加固定資産

が計算可能である｡

(1) 2000-2007 年

⑦固定資産原価t=累計減価償却t+純固定資産t

=E

⑧退出固定資産原価t=退出累計減価償却t+退出純固定資産t

==】

⑨累計減価償却t･1 -退出累計償却t+本年度減価償却t -累計減価償却七

一退出累計償却tが計算可能である｡

⑲退出累計減価償却t=累計減価償却t-1 - (累計減価償却t一本年度減価償却t )

退出企業の固定資産は､前年度の固定資産からのものなので､累計減価償却七･1/固定資

産原価七･1の比率を利用し､以下の式@を仮定する｡

⑪退出累計減価償却t/退出固定資産原価t　=累計減価償却七･1 /固定資産原価t･1

-退出固定資産原価tが計算可能である｡

⑫退出純固定資産t =退出固定資産原価t一退出累計減価償却t

⑬純固定資産t･1 -退出純固定資産t+新規増加固定資産t=純固定資産t
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式⑬から､新規増加固定資産tが計算可能である｡

⑭減価償却率t =本年度減価償却t/ (純固定資産t･1 -退出純固定資産t･1)

⑮固定資産ストックt =新規増加固定資産t+(1-減価償却率t) * (純固定資産t･1 -

退出純固定資産t･1)

⑮式の新規増加固定資産を2000年の価格に実質化した後､固定資産ストックを計算す

る｡

実質化する際に､退出純固定資産tも実質化する必要がある｡ t期に退出した純固定資産

七は(t-1)期の価格なので､

退出純固定資産t (名目値) /純固定資産t･1 (名目値) -退出純固定資産t (実質債) /純

固定資産t･1 (実質債)

一　退出純固定資産t (実質債) -純固定資産七･1 (実質債) *退出純固定資産t (名目値)

/純固定資産t･1 (名目値)

(2) 2008-2013 年

2008-2013年のデータに関しては､ 2000-2007年の平均減価償却率を用い､上記手順

で退出した純固定資産を計算し､各年の固定資産ストックを計算した0

3.研究開発関連データ

研究開発関連データに関しては､主に『工業企業科技活動統計資料･年鑑』各年版を利

用する｡同年鑑では､ 2005年以降の全企業(全企業の産業13-41に関しては､ 2000年

からのデータを掲載)､国有･国家支配企業､香港･襖門･台湾(HMT)投資企業､外国

(非HMT)投資企業､内資企業の産業別の集計値が掲載されている｡前記『中国工業経

済統計年鑑』のデータと接続するために､ HMT企業と非HMT企業を加算し､外資企業

のカテゴリーを作った｡ 2005年～2008年では､科学技術活動経費のうちの政府資金､企

業資金､その他の資金のデータ､及び享受した各級政府からの技術開発を対象とする減免

税のデータがある｡ 2009年からは､前記指標の代わりに､研究開発(R&D)経費のうち

の政府資金､企業資金､外国資金､その他の資金､使用した政府部門の科学技術活動資金､

研究開発費の税控除､ハイテク･ニューテク企業を対象とする減免税などのデータが公開

されている｡

研究開発費は科学技術活動経費に含まれるが､後者より範囲が狭い｡また､ 2008年まで

の各級政府からの技術開発を対象とする減免税データには､ハイテク･ニューテク企業を

対象とする減免税が含まれているか否かは明確ではない｡データの範囲が変わったために､

本章では､研究開発措直が産業別のTFP上昇に寄与したかを検証する際に､ 2008年まで
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の時期､及び2009年以降の時期の2つ時期に分ける｡

全企業の産業6-10及び44-46の2000年のデータは､ 『中国科技統計年鑑』､ 『2000

全国R&D資源清査工業資料匪編』による｡内資､外資､国有･国家支配企業の2000-2004

年までのデータに関しては､ 『中国科技統計年鑑』に科学技術活動経費のうちの政府資金､

企業資金のデータがみられるが､政府からの技術開発を対象とする減免税のデータは掲載

されていない｡データの制限により､内資､外資､国有･国家支配企業については､ 2005

年以降のデータを用いることとする｡

R&D支出データの実質化について､多くの先行研究では､消費者物価指数(CPI)が使

用されている｡ところが､ R&D支出には､ R&D人員の賃金･日常支出の他に､設備の購

入など資本性支出も含まれており､ CPIの使用は必ずしも適切とはいえない｡前述した朱･

徐(2003)論文では､日常支出を55%とし､資本性支出を45%とし､それぞれCPIと固

定資産投資価格指数を使って､ R&D支出が実質化されている｡しかし､日常支出と資本

性支出のそれぞれの割合は厳密に計算されたものではない｡実際に､中国の産業レベルの

集計値を見ると､資本性支出は45%よりはるかに低い｡例えば､ 2012年に中国工業全体

のR&D支出のうち､ R&D人員の賃金･日常支出は88%を占めており､資本性支出はわ

ずか12%にすぎない｡

本章では､賃金･日常支出､資本性支出がそれぞれR&D支出に占める割合を産業別･

所有制別･年別に計算し､それぞれCPIと固定資産投資価格指数を使って加重平均し､

R&D支出のデフレ一夕を作成した｡ 2000-2008年の科学技術活動経費も､同様にデフレ

一夕を作成し､ 2000年を基準年として実質化した｡

また､研究開発関連データには､ 0値がある｡より多くのサンプルを使うために､本章

で は､ Jefferson, Bai, Guan andYu (2006) の 手 法 を 参 考 に し､ 0 倍 で あ る 場 合 は､ 0.0001

とした｡

こうして､研究開発関連データを前述した『中国工業経済統計年鑑』のデータと接続し

た｡

第4節　データにみる国有企業と非国有企業の相違

中国では､一般に国有企業は多方面において優遇されている｡研究開発費の政府資金･

税減免においても､国有企業は優遇されているのだろうか｡本章では､整理したデータの

記述統計を通じて､所有制別の相違を見てみよう｡内資企業､外資企業と国有･国家支配

企業のそれぞれの規模(産業レベルの集計値)には差があるために､ここではR&D ･税

減免データを売上高､労働者数で除して比較することとする｡

RDEはR&D支出のうちの企業自己資金､ STGは使用した政府部門の科学技術活動資
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金､ RDTAXは研究開発費の税控除､ HNTEはハイテク･ニューテク企業を対象とする減

免 税 で あ る｡ STGRDTAX はSTG とRDTAX の 和 で あ る.

STAEは科学技術活動経費のうちの企業自己資金､ STAGは科学技術活動経費の政府資

金､ STTAXは技術開発を対象とする減免税である.また､ ALLGOVはSTAGとST℃生Ⅹ

の 和 で あ る｡ た だ し､ 2009 年 以 後､ ALLGOV はSTG､ RDTAX､ HNTE の 和 で あ る｡

表2･1所有制別の労働者1人当たり研究開発費･税減免

Variable ､ﾙtﾂﾖV 葷V 葷V 国 有/ 内 資 国 有/ 外 資 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2009 FV 旭 仂hｾ487045498028  緜S 縱bĀĀĀĀĀĀĀĀ

s t g _ 1 ( 政 府 資 金 )  S c 田 1 . 9 1 4 . 0 5  Ā Ā Ā Ā

rdta 耳｣ ( 研 究 開 発 費 税 控 除) #S 塔3sB1.661.89 ĀĀĀ

～  毎ﾈﾆZ286X4 隶 仂hﾋ 瑛iR388490958  粤Cs 纉RĀĀĀĀĀĀĀ

2013 Fw&GFﾙWｸｾｹXﾕH528291877  緜c2"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

allgov_1 ( 政 府 資 金+ 税 控 除+ 減 免 税) 都3sSSS3 澱1.892.52 ĀĀ

2000 Fz2ﾙWｸｾ21775427  纉sR 縱ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

～ FZ2 旭 仂hｾ471862639091  纉3 紊RĀĀĀĀĀĀĀĀ

2008 GFﾙWｸﾋ 瑛iR183113237 "ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:筆者作成｡

表2･2　所有制別の売上高に占める研究開発費･税減免の比率

Variable ､ﾙtﾂﾖV 葷V 葷V 国 有/ 内 資 国 有/ 外 資 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2009- 2013 FV 襄2 旭 仂hｾpO.7680.6231.293  緜ĀĀĀĀĀĀĀĀ

stg_S( 政 府 資 金) c#c1.814.19 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

rdtaX_S ( 研 究 開 発 費 税 控 除) 3s#sc1.602.24 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

hnte_S( ハ イ テ ク 企 業 減 免 税) cs3s2.492.32 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

stgrdtax_S ( 政 府 資 金+ 税 控 除) CScR1.543.69 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

allgoV_S ( 政 府 資 金+ 税 控 除+ 減 免 税) CS イS1.783.05 ĀĀĀĀĀĀĀ

2000- 2008 FuﾙWｸｾ0.0820.0140.109 3r 縱"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
stae_S( 企 業 資 金)  紊 都 纉3C"C1.372.19 ĀĀĀĀ

sttaX_S( 政 府 減 免 税) C3S1.162.65 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:筆者作成｡

労働者1人当たりのR&D支出･税金免除の比率では､国有･国家支配企業は内資､外

資企業の1.3-5.7倍である(表2･1)｡また､売上高に対するR&D支出･税金免除の比率

を見る限り､国有･国家支配企業の平均値は内資･外資企業の平均値の1.2-7.7倍である

(表2･2)｡国有企業の研究開発支出では自己資金も多いが､政府資金や税減免が国有･国
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家支配企業に偏っていることは明らかである｡

第5節　研究方法とモデル

1.全要素生産性の計算

本節では､政府資金･奨励措置が企業の産業レベルの全要素生産性(TFP)に影響している

かどうかを実証的に分析するo一般に､収穫一定のCobb･Douglas型生産関数を仮定すれ

ば､ TFPは資本や労働では説明できない生産部分を意味するので､

TFP - loo(Y) -PKlog(K) - (1 -PK) loo(L)

と定義される.ここで､ Yは工業総生産､ Kは資本投入量(固定資産ストック)､ Lは労働

投入量(労働者数) ､ βKは資本の投入係数を意味する｡資本の投入係数βKは観察可能では

ないので生産関数の推計により求める｡収穫一定の生産関数を仮定しているので､労働単

位当たりの工業総生産を資本装備率で回帰すれば資本の投入係数が求められる｡すなわち､

log(riot/LL･ot) - α + βK log(Kiot/Liot)

である｡ここで､ iは産業､ oは所有制､ tは年を意味する｡

表2･3　TFP推定結果

DependentVariable: lnyl 簸ﾅ4f 螺VE& 襷ĀĀĀ

lnk1 Yeardummies 紊sC 緜CS 經ss"ĀĀĀĀĀĀ

[33.11]***[24.15]***[25.87]*** 

Y e s Y e s Y e s  

Constant  縱# ャ 紊C 經3BĀĀĀĀĀĀĀ

[30.13]***[24.51]***[21.98]*** 

N

R-sq: Within

between

ove Tall

F test that all u_i=0: (OLS vs

fixed effect)

Breusch and Pagan

Lagrangian mdtiplier test

(OLS vs random effect)

Hausman test (random effect

vs axed effect)

1971 　 　 　 　1971 　 　 　1971

0.8641 　 　0.8640

0.3927 　 　 　0.3927

0.5627 　 　 　0.5543 　 　 　0.5571

F=93.69

Pr >F = 0.000

ch･sq=9463. 70

Pr>chi-sq = 0.000

cl 止･sq = 5.74

Pr>chi- a = 0.9726

注: 【 】 内 はt 値. * は10%､ ** は5%､ *** は1% 有 意 を 意 味 す る｡

(1)

(1)式にOLS､固定効果､ランダム効果を適用した推計結果を表2･3に示した｡ハウスマ
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ン検定により､ランダム効果が支持されたので､この結果0.5772を用いてTFPを推計す

る｡

産業･所有制別･年別のTFP上昇率は､

TFPGlot = TFPlot - TFPtot_1

によって求められる｡以下では､政府資金･奨励措置が産業別のTFPGに与える影響を分

析する｡

2.政府資金･奨励措置が産業別のTFP上昇率に与える影響

2009-2013年のサンプルに関して､下記のモデルを基本モデルとする｡

TFPGiot -  β1RDEio ト1 +  β2STGiot_1 +  β3RDTAXlot_1 + P4HNTElo ト1 (1)

企業の自己資金や､政府から受けた研究開発費･税減免は当該年度のTFP上昇率より

も､次年度のTFPの上昇率に影響を与えると考えられるために､ 1期のtimelagを取る｡

上記式の他に､下記の2つ式も用いて推定する｡

TFPGiot -  β1RDElot_1 +  β2STGRDTAXto ト1 +  β3HNTElot_1 　 　 　 　 　 　 　 　(2)

TFPGiot -  β1RDEiot_1 +  β2ALLGWtot_1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(3)

2000-2008年のサンプルについて､下記のモデルを推定する｡

TFPGtot -  β1STAEto ト1 +  β2STAGiot_1 +  β3STTAXio ト1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(4)

TFPGlot -  β1STAEio ト1 +  β2ALLGWlot_1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(5)

上記の全ての説明変数は労働者数で割り､対数を取る｡すべての式はOLS､固定効果､

ランダム効果モデルで推定する｡上述した回帰分析に使用される変数の記述統計及び変数

の相関はそれぞれ表2･4､表2･5にまとめた｡

表2･4　変数記述統計

Variable O b s  M e a n  S t d .  D e v . 　 　 M i n  M a x

鴫)g (TFP上昇率)

rden (企業資金)

stg (政府資金)

rdtax

(研究開発費税控除)

hnte (ハイテク企業減免税)

stgrdtax

(政府資金+税控除)

allgov

(政府資金+税控除+減免税)

stae (企業資金)

stag (政府資金)

sttax (政府減免税)

1827 　 　-0.0024 　 　 　0. 1040 　 　･0.9075

676 　 　 　7.9895 　 　 　1.7528 　 　･8.9273

676 　 　 　4.7449 　 　 　2.4784 　 　- ll.0121

676 　 　 　3.7889 　 　 　3.9049 　･ 12.6314

676 　 　 　3.6116 　 　 　5.3197 　115.2303

676 　 　 　5.4670 　 　 　2.1750 　 　-ll.0122

1400 　 　 　5.3345 　 　 　2.7512 　 　- 12.3407

1036 　 　 　7.8046 　 　 　2.3422 　 　･9.6123

1036 　 　 　3.6228 　 　 　3.2876 　 　- 12.3408

724 　 　 　2. 1412 　 　 　5.3780 　･ 13.8344

0.7729

10.4725

8. 4054

8.7718

9.6501

8.9326

9.8189

12.5265

8.2155

7.4649
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表2-5　変数相関

2009-2013 年:

tB)grdestgrdtaXhntestgrdtaXallgov2 

鴫 唱(TFP 上 昇 率) ĀĀ

rden( 企 業 資 金)  蔦#3ĀĀĀĀĀ

s t g ( 政 府 資 金 )  C c S 緜 C Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

rdtaX ( 研 究 開 発 費 税 控 除) 33 經SS 紊S#CĀĀĀĀĀĀĀ

h n t e ( 減 免 税 )  c ン 紊 c # # 鉄 緜 S c # Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

stgrdtaX ( 政 府 資 金+ 税 控 除) 3cS 縱cC 繝S3 緜3c 紊sĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

allgoV2 ( 政 府 資 金+ 税 控 除+ 減 免 税) CSc 縱ss 繝C 緜CcC 經 ゴc 纉csCĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2000-2008 年:

t 丘)gstaestagsttaXal1gov1 

t B ) g ( T F P 上 昇 率 )  Ā Ā

stae( 企 業 資 金) SĀĀĀĀĀ

stag( 政 府 資 金) s 緜3sSĀĀĀĀĀĀ

sttaX( 政 府 減 免 税) 3 紊#s 經3#ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

al1gov1 ( 政 府 資 金+ 減 免 税)  緜SS3 纉sCc 緜 塔ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

allgovとstgのように､相関が0.8を超える変数は､同じ式の中で同時に使わない｡

第6節　推定結果

1.全サンプル

2009-2013年については､いずれのモデルにおいても､ R&D支出のうちの企業の自己

資金がTFPの上昇率に1%の有意水準で正の影響を与えている｡政府部門の科学技術活動

資金STGは10%の有意水準で負の影響を与えている｡研究開発費の税控除RDTAXのパ

ラメーターが負であるが､統計的に有意ではない｡ハイテク･ニューテク企業減免税HNTE

のパラメーターはモデル(1)において､ 10%の有意水準で正であるが､モデル(2)では

有意ではない｡また､ STGとRDTAXの和を見ると､ 1%の有意水準で負である｡さらに､

STG､ RDnlX､ HNTE の 和ALLGOV の パ ラ メ ー タ ー を 見 て み る と､ 10% の 有 意 水 準 で

負になっている｡

30



表2-6全サンプルの推定結果(2009-2013年)

( 1 )   茶 " Ā

OLSFixedRandorn  簸ﾅ4f 螺VE& 襷ĀĀĀ

0.01140.00150.0114 CSCrĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

[4.37]***[0.27】[4.34】*** 糞B緜ﾒ｢｢･ｳ紊%ﾘ釘經編｢｢｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

-0.0031-0.0025-0.0031 

ト1.72]* ト0.93] ト1.72 】* 
-0.0014-0.0012-0.0014 

ト1.23] ト0.61] ト1.22] 

0.00130.00040.0014 

[1.68コ*[0.28コ【1.68]* -0.0813-0.0033-0.0815 糞經%ﾕｳﾕｳ經%ﾒﾓs蔦Rﾓ6s"縱%ﾒ｢｢ｨ6s"緜｢｢｢ｨ6s"縱uﾒ｢｢｢ﾓﾓCふĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ト5.061*** ト0.081 ト5.03]*** sR｢｢ｨ6s6sR#｢｢｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

(3)

OLS Fixed Random

rde

(企業資金)

stg

(政府資金)

rdtax

(研究開発費税控除)

hnte

(ハイテク企業減免税)

stgrdtax

(政府資金十税控除)

a  ‖gov

(政府資金+税控除+減免税)

COnS

0.01 37 　 　0.0083 　 　0.01 41

[4.30 】***  【1.40 】 　[4.32]***

-0.0052 　 　-0.01 02 　 　-0.0056

[-1,86]* [-2.52 】 榊[-i.95]*

-0.0836 　 　-0.0104 　-0.0846

5 3 2 5 3 2 5 3 2   鉄 3 # S 3 # S 3 " Ā

0.05360.00040.0536 S ピCcS ビĀĀĀĀĀĀĀĀ

c h ト s q = 6 . 0 9  ﾗ 7 ﾓ R r Ā Ā Ā Ā Ā
■pr 〉ch トsq=0.1927 (&6ﾗ7ﾓCcBĀĀĀĀĀĀĀ

N

R-sq: overaII

Hausman test

(random effect vs

Rxed effects)

532 　 　 　 　532 　 　 　 　532

0.0497 　 　0.001 3 　 　0.0497

chi-sq = 7.61

Pr)chi-sq = 0.0222

注: [ 】 内 はt 値. * は10%､ ☆ ☆ は5%､ *** は1% 有 意 を 意 味 す る｡

2000-2008年に関しては､科学技術活動経費のうちの企業自己資金STAEはTFPの上

昇率に1%の有意水準で正の影響を与えている｡政府資金STAGに関しては､ 5%の有意水

準で(モデル4のうち､採択された固定効果モデル)負になっている｡技術開発減免税

STTAX､及びSTAGとSTTAXの和ALLGOVを見てみると､負であるが､統計的に有意

ではない｡

表2･7全サンプルの推定結果(2000-2008年)

( 4 )   茶 R Ā

OLSFixedRandom  簸ﾅ4f 螺VE& 襷ĀĀĀ

aHgoV CS33C2-0.0019-0.0051-0.0024 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

( 政 府 資 金+ 政 府 減 免 税)  刄g1.33] ト2.06]** ト1.54] 

s t a e   . 0 1 4 4 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 3   Ā

(企業資金) 糞b纉eﾒ｢｢･ｳReﾒ｢｢･ｳb緜Uﾒ｢｢｢[6.80]***[5.02]***[6.53]*** -0.1051-0.0802-0.1031 ĀĀ

stag  蔦 Rﾓ Sbﾓ 2

( 政 府 資 金) s5ﾘ6s"Eﾒ｢ｨ6s 縱 編ĀĀĀĀĀĀ

sttax  蔦 2ﾓ ﾓ

( 政 府 減 免 税) s 繝ｨ6suﾘ6s 紊ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀ

C O ‖ S   蔦 湯 ﾓ ふ s

ト7.61]*** ト4.081*** ト6.991*** srﾃCeﾒ｢｢ｨ6s2 纉｢｢ｨ6sb 繝C｢｢｢ĀĀĀĀ

N   都 # B ﾓ s # C s # B 7 2 4 7 2 4 7 2 4   Ā

R-sq:overall イccS イ"0.08080.06570.0805 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

Hausmantest (randome 斤ectVs fixedeffects) ﾗ7ﾓ ゅ3chi-sq=2.94 ĀĀĀĀĀ

Pr 〉ch 卜sq=0.0400 (&6ﾗ7ﾓ# 澱ĀĀĀĀĀĀĀ

注: 【 】内はt値｡女は10%､ **は5%､ ***は1%有意を意味する.
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2.国有･国家支配企業の寡占度により分けたサンプル

記述統計からも分かるように､政府資金や税減免は国有･国家支配企業に偏っている｡

国有･国家支配企業の比重が高い産業では､推定結果が変わる可能性があることから､国

有･国家支配企業の寡占度によって全サンプルを3つグループに分けて､同じモデルで推

定した｡具体的な分け方は以下の通りである｡

①　産業別･年度別の国有･国家支配企業の工業総生産が全産業に占める比率を計算

する｡この比率が高ければ高いほど､国有･国家支配企業の寡占度が高い｡

②　2000-2013年に､ ①で求めた産業別の比率の平均値を計算する｡

③　前記産業別の比率の平均値の高さに応じ､全サンプルを3つグループに分ける｡

比率が も低い12産業をグループ1､ も高い12産業をグループ3､残りの12

産業をグループ2に分ける｡

国有･国家支配企業の寡占度が も高いグループ3のサンプルを抽出し､全サンプルと

同じモデルで推定した｡推定結果は以下の通りである｡

表2-8　国有･国家支配企業寡占度が高い産業の推定結果(2009-2013)

( 1 )  茶 " ( 3 )   Ā

OLSFixedRandom  簸ﾅ4f 螺VE& 襷OLSFixedRandom ĀĀĀ

rde  # #33 # 0.0190.01910.0199 # 湯

(企業資金) stg (政府資金) rdtax (研究開発費税控除) hnte 迭緜Uﾒ｢･ｳ縱ｨ迭紊ﾒ｢｢耳耳コﾓbﾓ6s"繝%ﾒ｢｢ｨ6s"縱Uﾒ｢ｨ6s"纉編｢｢｢ﾓ3ﾓbﾓ#ｲﾓ"eﾒ･ｸ自8緜ﾕｲﾓ縱uﾒ｢#cc#2[4.96]***【1.49][4.76]*** 0.00170.00030.0015 糞B縱Uﾒ｢ｨ緜EﾕｳB緜5ﾒｨﾖｲ璽crﾓ澱ﾓsｲﾓ纉(｢ｨ6s"｢｢ｨ6s"eﾒ｢｢ﾓ##bﾒﾓゅ#cふ3ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

(ハイテク企業減免税) stgrdtax (政府資金+税控除) a"gov (政府資金+税控除+減免税) CO‖S 糞"(｢｢･ｳｳ纉uﾒ｢｢ﾓ3#"ﾓCs蔦3sr[1.53][0.23][1.34] -0.0097-0.0104-0.01 ト2.71]***ト2.40]**ト2.72]*** --8.1186-0.1133--8.1258 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ト6.271*** ト1.561 ト5.911*** sR 縱s｢｢ｨ6s6sRc｢｢｢ ト6.201** ト1.381 ト5.501** ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

N  1 8 0 1 8 0 1 8 0  

R-sq:oVerall sSsB0.1680.15820.1679 CccCC3CcBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Hausmantest (randomeffectvs fixedeffects) ﾗ7ﾓB 緜rch 卜sq=1.92 ﾗ7ﾓ 經ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Pr>chi-sq=0.3226 (&6 映ﾗ7ﾓ 經 ャrPr 〉ch 卜sq=0.7769 ĀĀĀĀĀ

注: 【 】内はt値｡虫は10%､ **は5%､ ☆**は1%有意を意味する｡

表2･8は2009-2013年の推定結果をまとめている｡企業の自己資金RDEはやはり1%

の有意水準で正の影響を与えている｡政府部門の科学技術活動資金STGのパラメーター

は-0.0031 か ら-0.0092 - と 低 下 し た 他､ 有 意 水 準 は10% か ら1%- と 高 ま っ た｡RDTAX

は､全サンプルの推定結果の場合､有意でなかったが､国有企業寡占度が高い産業では､
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5%で有意となった｡このことは､寡占度の違いが研究開発費の税控除効果を左右する重

要な要因となっていることを示唆している｡モデル(1)においては､ハイテク･ニュー

テク企業減免税HNTEのパラメーターは､ 10%の有意水準から5%-と上昇したが､モデ

ル(2)では有意ではない｡また､ STGRDTAXとALLGOVのパラメーターはいずれも低

くなっている｡

また､ 2000-2008年の推定結果を見ると､企業自己資金STAEは1%の有意水準で正

である｡政府資金STAGは固定効果では10%有意水準で負になっているが､ランダム効果

では有意ではない｡技術開発減免税STTAXとALLGOVに関しては､依然として負であ

るが､統計的に有意ではない(表2･9)｡

さらに､決定係数を見てみると､いずれのモデルにおいても高くなった｡

すなわに､産業全体と比べ､国有･国家支配企業の寡占度が高い産業では､政府の研究

開発資金や税減免が産業別のTFPの上昇率に与える負の影響は強くなったという結果と

なる｡

表2･9　国有･国家支配企業寡占度が高い産業の推定結果(2000-2008)

( 4 )   茶 R Ā

OLSFixedRandom  簸ﾅ4f 螺VE& 襷ĀĀĀ

allgoV Cs#3-0.0023-0.0094-0.0036 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

( 政 府 資 金+ 政 府 減 免 税)  刄g0.93] ト2.14]** ト1.30] 

s t a e   . 0 1 4 5 0 . 0 1 2 9 0 . 0 1 3 8   Ā

( 企 業 資 金) 糞B 緜Uﾒ｢｢･ｳ2 經｢｢･ｳB｢｢｢[4.49]***[3.62]***[4.33]*** -0.1258-0.0833-0.1189 ĀĀĀĀ

stag  蔦 蔦 ﾓ #2

( 政 府 資 金)  粉ﾓ%ﾕｲﾓ 纉ﾒｨ6s 縱eﾒĀĀĀĀĀĀ

sttax  蔦 rﾓ "ﾓ B

( 政 府 減 免 税) sEﾘ6s 緜ﾘ6s 纉ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀ

Cons  蔦3ﾓ ピRﾓ#3ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ト6.13]*** ト3.301*** ト5.451*** sb｢｢ｨ6s2｢｢ｨ6sRc｢｢｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

N   # # # 2 2 8 2 2 8 2 2 8   Ā Ā Ā Ā

R-sq:oVerall ###3 イ#"0.11750.0410.1155 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

Hausmantest (randomeffectVs fixedeffects)  映ﾗ7ﾓR 紊2ch 卜sq=3.96 ĀĀĀ

Pr 〉chi-sq=0.1427 (&6ﾗ7ﾓ3ĀĀĀĀĀĀĀĀ

注: 【 】内はt値｡ ☆は10%､ **は5%､ ***は1%有意を意味するo

3.国有･国家支配企業の寡占度及び政府資金･減免税の高さにより分けたサンプル

前述したように､中国政府はハイテク産業や戦略的新興産業など､優先的に発展させる

産業を指定している｡そのため､優先産業と非優先産業の間には､政府資金･税減免のば

らつきがある｡本章はさらに産業別の労働者1人当たりの政府資金･税減免の高さに応じ
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て､全サンプルを3つグループに分けた｡

①　2000-2013年に､産業別の労働者1人当たりの政府資金･税減免の平均値を計

算 す る｡ こ こ で､ 前 述 し たSTG､ RDTAX､ HNTE の 合 計 値(2000-2008 年 で

はSTAG とSTTAX の 合 計 値) ALLGOV を 使 う｡

②　前記ALLGOVノ労働者数の平均値が も低い12産業をグループ1､ も高い12

産業をグループ3､残りの12産業をグループ2に分ける｡

前述した国有･国家支配企業の寡占度が も高いグループ3のサンプルの中から､さら

にALLGOV/労働者数グループ2と3に属するサンプル13を抽出し､同じモデルを推定し

た｡推定結果は以下の通りである｡

表2･10　国有･国家支配企業寡占度&政府資金･減免税が高い産業の推定結果(2009-13)

( 1 )   茶 " Ā

OLSFixedRandom  簸ﾅ4f 螺VE& 襷ĀĀĀ

0.02470.05550.0247 #3Ss#3ĀĀĀĀĀĀĀĀ

[5.01]**[2.92]**[4.64]** 糞Bh｢｢･ｳ2H｢｢｢･ｳ2纉5ﾒ｢｢｢CC#CCRĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
-0.0095-0.009-0.0089 

卜1.92]* ト1.43 コ ト1.75 】* 
-0.008-0.0037-0.0081 

卜2.49 】** ト0.57 】 ト2.26 】** 

0.00680.00320.0067 

[3.48]***[1.02][3.251** l l l l-0.1685-0.4313-0.1709 糞"經｢｢･ｳ繝uﾕｳ"紊%ﾘﾖｲ璽3C偵ﾓ#6s"h｢｢ｨ6s縱5ﾒｨ6s"(｢｢｢ﾓSヲﾓ紊CcﾓcĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

'r-6.71l***r-2.90l***r-6.24l*** sbc｢｢ｨ6s2c｢｢ｨ6sR 縱3｢｢｢ĀĀĀĀĀĀĀ

(3)

OLS Fixed Random

rde

(企業資金)

stg

(政府資金)

rdtax

(研究開発費税控除)

hnte

(ハイテク企業減免税)

stgrdtax

(政府資金十税控除)

a lfgov

(政府資金+税控除+減免税)

COnS

0.0244 　 　0.0601 　 　0.0253

[4.16]*** [3.16]***  【4.03 】***

1).0094 　1).0114 　-0.0098

ト1.64] 　 ト1.75 】* 　 ト1.67]*
-0.1684 　-0.4501 　1).1764

1 1 6 1 1 6 1 1 6   c c b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

.0.32880.26150.3287 C 田 ンRĀĀĀĀĀĀĀ

c h 卜 s q = 5 . 6 5  w 7 ﾓ b 纉 Ā Ā Ā Ā

Pr>chj-sq=0.2269 ($vﾗ7ﾓs#ĀĀĀĀĀĀĀĀ

N

R-sq: overall

Hausman test

(random effect vs

fixed effects)

116 　 　 　116 　 　 　116

0.241 9 　 　0.2352 　 　0.241 9

chi-sq  ≡ 3.78

Pr 〉ch 卜sq = 0.1512

注: 【 】内はt値o　*は10%､ **は5%､ ***は1%有意を意味する｡

R&D支出のうちの企業の自己資金RDEはやはりTFPの上昇率に1%の有意水準で正の

影響を与えている｡政府部門の科学技術活動資金STGのパラメーターに大きな変化はみ

られなかった｡RDTAXのパラメーターは-0.0029から-0.0081 -低くなった｡モデル(1)

では､ハイテク･ニューテク企業減免税HNTEのパラメーターは､正で高くなったこと

に加えて､有意水準も5%から1%-と高まった｡ただし､モデル(2)のOLSとランダム

効果モデルでは正かつ有意であるが､固定効果モデルでは有意ではない｡ Hausman検定

では､ 5%にすれば､ランダム効果モデルが採択される｡つまり､HNTEはある程度でTFPG

13 ALLGOV/労働者数グループ3だけに属するサンプルを抽出すると､ 4個産業しかなく､サンプル数が

少なすぎるo国有･国家支配企業の寡占度が も高いグループ3のなかで､採鉱業や発電など研究開発を

あまり行っていない産業が多いため､ ALLGOV/労働者数も低い｡より多いサンプルを使うために､

ALLGOV/労働者数グループ2と3に属する計8個産業のサンプルを抽出した｡
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に影響しているといえる｡また､ STGRDTAXに関しては､パラメーターが統計的に有意､

若干低くなった｡ ALLGOVのパラメーターに関しては､ランダム効果の場合は-0.0079

か ら-0.0098- 低 く な っ た｡

2000-2008年の推定結果(表2･11)を見ると､企業自己資金STAEは正で､ OLSモデ

ルで有意であるが､固定効果モデルで有意でなくなった｡政府資金STAGのパラメーター

は固定効果では-0.0167 -さらに低下した｡技術開発減免税STTAXは統計的に有意では

ないのに対し､ ALLGOVは負であり､ 5%水準で有意になった｡

さらに､決定係数に関しては､モデル(1) ～ (3)ではさらに高くなった｡

つまり､国有･国家支配企業の寡占度が高い産業のなかで､さらに政府から受けた研究

開発資金･税減免が高い産業に限定すると､政府の研究開発支援措置が産業別のTFPの上

昇率に与える負の影響はさらに強まるという推定結果が得られた｡

表2-11国有･国家支配企業寡占度&政府資金･減免税が高い産業の推定結果(2000-08)

( 4 )   茶 R Ā

OLSFixedRandom  簸ﾅ4f 螺VE& 襷ĀĀĀ

allgov  イCcC0.0041-0.01710.002 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

( 政 府 資 金 十 政 府 減 免 税)  兌1.21][-2.41]**[0.48] 

s t a e   . 0 0 8 2 0 . 0 0 5 3 0 . 0 0 4 7   Ā

( 企 業 資 金) 糞" 編｢･ｳ 纉%ﾕｳ%ﾒ[2.06]**[1.06][1.14] -0.11560.0154-0.0819 ĀĀĀĀĀ

stag ﾓ crﾓ r

( 政 府 資 金)  糞5ﾕｲﾓ" 編｢･ｲﾓUﾒĀĀĀĀĀĀ

sttax Bﾓ #r

( 政 府 減 免 税)  糞 緜ﾘ6sEﾕｳﾒĀĀĀĀĀĀĀĀ

C O ‖ S   蔦 # # c R ﾓ r

ト4.381***｢0.211 ト2.901*** ﾓB 經fﾂ｢｢ｧ$Sﾆﾂﾓ" 纉｢｢｢ĀĀĀĀĀ

N   c c c 1 6 0 1 6 0 1 6 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

R-sq:overall #3S#30.11150.06490.1114 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Hausmantest (randome 汗ectvs fixedeffects)  映ﾗ7ﾓ#r 緜chi-sq=30.90 ĀĀĀĀ

Pr 〉ch 卜sq=0.0000 (&6ﾗ7ﾓĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

注: 【 】内はt値｡女は10%､ **は5%､ ☆**は1%有意を意味する.

第7節　まとめ

全サンプルに関しては､いずれのモデルにおいても､ R&D支出のうちの企業自己資金

がTFP上昇率に寄与していることが明らかとなった｡一方､研究開発費の政府資金に関

しては､産業のTFP上昇率に負の影響を与えているという結果が得られた｡研究開発費

税控除は､全サンプルにおいて統計的に有意な影響が検出されなかった｡ハイテク･ニュ

ーテク企業減免税は､モデル(1)において正の影響になっているが､モデル(2)におい
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ては､有意ではない｡また､政府資金･税控除･減免税の集計値を見てみると､有意で負

の影響になっている｡

国有･国家支配企業の寡占度が も高い産業に限定すると､上記の政府資金､政府資金･

税控除･減免税の集計値のパラメーターは有意であったが係数の定量的な大きさはさらに

低下し､研究開発費税控除のパラメーターも負で統計的に有意になった｡ハイテク企業の

優遇税率に関しては､推計方法や説明変数の変化によって､結果は大きく異なった｡すな

わち､頑健性は強くはなかった｡

さらに､国有･国家支配企業の寡占度が も高い産業のうち､労働者1人当たりの政府

資金･税減免が高い産業に限定すると､政府資金､税控除のパラメーターはさらに低下し

た｡ハイテク企業の優遇税率に関しては､固定効果モデルを除き､正で有意となった｡政

府の研究開発支援策が産業別TFPに与える負の影響はますます高まるという結果となっ

た｡

中国政府は投資に依存する｢粗放型成長｣の限界を認識したうえで､研究開発･イノベ

ーションによる成長方式の転換を打ち出した｡その意味で､研究開発の促進やイノベーシ

ョンの強調は適切な判断といえる｡ところが､本章の研究結果をみるかぎり､政府の研究

開発資金や税減免が産業レベルのTFPの上昇率に大きく寄与することを支持する積極的

な結果は得られなかった｡
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付録1産業コード

産業コード
石炭採掘業
石油･天然ガス採掘業
黒色(秩)金属採掘業
有色(非鉄)金属採掘業
非金属採掘業
農産食品加工業
食品製造業
飲料製造業
煙草製品業
紡績業
衣服･靴･帽子製造業

革･毛皮製品業
木材加工･木･竹･藤･革製品業

家具製造業
紙製品業
印刷
文化･教育･体育用品製造業
石油化工･核燃料加工業
化学原料･化学製品製造業
医薬製造業
化学繊維製造業
ゴム製品業

プラスチック製品業

非金属鉱物製品業
黒色(秩)金属製錬･加工業
有色(非鉄)金属製錬･加工業
金属製品業
一般機械製造業

特殊機関製造業
交通輸送設備製造業
電器期間製造業
通信設備･コンピュータ･電子設備製造業

精密機械及びオフイス用機械製造業
電力･熱力生産･供給業
ガス生産･供給業

水道水生産･供給業
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第3章　中国の知的財産権戦略

第1節　はじめに

2000年代に入り､中国の発明特許出願数が急速に増加している0 2000年以後､中国国

家知的財産権局(SIPO) -の発明特許出願数は28%の年平均伸び率で急増し続けてきた｡

WIPO (世界知的所有権機関)の統計によれば､ 2014年に､中国知的財産権局(SIPO)

は92.8万件の特許出願を受理し､特許出願の受理数では世界第1位となった｡また､国

別の国内･国際出願の合計数を見ると､ 2014年に中国の出願人14は83.78万件の特許を出

願し､アメリカの50.95万件や日本の46.60万件を大幅に超え､世界第1位の特許出願国

と な っ た(World Intellectual Property Organization 2015, pp.23･26).

本節では中国知的財産権局とWIPOの統計を使い､ 1986年以降､中国の特許出願デー

タおよび諸外国との比較を通じ､中国の特許出願の動向を観察する｡また､中国では､特

許には発明特許､実用新案､意匠計3種類があるが､発明特許の技術レベルが も高いと

考えられるため､本章では､発明特許のみのデータを利用する｡

本章の構成は以下の通りである｡第2節で先行研究を概観した後､検討課題を設定する｡

第3節で中国の特許制度について説明する｡第4節で利用するデータを説明し､第5節で

各省政府が打ち出した特許補助政策をまとめる｡第6節で特許補助金が適用前後の特許料

補助金を試算し､第7節で計量分析を行う｡ 後に第8節で分析から得た結論をまとめる｡

1.中国特許出願数

(1)国内出願

図3･1は中国知的財産権局が受理した発明特許出願数の推移を示している｡ここの出願

数は､ PCT出願の内､中国-移行した出願数を含む｡ 『特許法』が実施された直後の1986

年に､中国知的財産権局は計8,009件の発明特許出願を受理した｡そのうち､中国出願人

からの出願は計3,494件であり､半分以下にとどまっていた｡一方､外国からの出願は4,515

件で､全体の56%を占めていた｡ 2000年以降､発明特許出願数は急増し始め､ 2014年に

中国知的財産権局が受理した特許出願数は92.8万件-と急増し＼ 28年間で116倍の増加

となった｡ 1986-2014年に､実質国内総生産は約13.5倍に増加したにすぎないので､特

許出願数の伸びは国内総生産の伸びをはるかに上回っている｡

また､ 1986-2002年に､外国からの出願は5割を占めていた｡ 2003年に､合計10万

14第1出願人ベースでの統計データである｡
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5318件出願のうち､中国国内出願人からの出願は5万6769件で､ 54%を占めており､外

国からの出願を上回るようになった｡その後､中国国内からの出願は急増し続け､ 2014

年になると､合計92.8万件出願の内､国内による出願は80.1万件であり､合計の86%を

占めている｡

図3-1中国-の発明特許出願の推移(1986-2014年)

出所:国家知識産権局『専利統計年報』各年版､ 『中国科技統計年鑑』各年版より作成｡

(2)国際PCT特許出願

中国知的財産権局-の出願のみならず､中国出願人によるWIP0 -のPCT特許出願も

急 増 し て い る｡ WIPO (World lntenectual Property Organization) と は､ 世 界 知 的 所 有

権機関であり､特許権､実用新案権､著作権などの知的所有権を保護するために設立され

た国連の専門機関である｡

PCT出願は国際出願の重要なルートである｡ PCTとは,特許協力条約(Patent

CooperationTreaty)を意味する. PCTに基づいて1つの国際特許を出願することで､PCT

のすべての締約国に同時に出願したことと同じになる｡ ⅥPOによれば､ 2016年現在､

PCT締約国は150カ国である｡複数の国-別々に出願することに比べ､ PCT出願は1つ

の国際特許出願により多数の国で出願できるため､企業にとっては有用性が高い｡ただし､
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PCT出願した場合､公開公報のみ公開され､ WIPOでは実体審査は行われず､登録もされ

ない｡各国で特許権利を獲得したい場合は､特許権利を獲得したい国- PCT出願を移行

する必要がある｡移行した後､各国の特許法に従い､審査請求や審査官とのやり取りなど､

登録までに必要な手続きをとる必要がある｡

中国の出願人によるPCT出願は急増している｡図3･2は2000-2015年のPCT特許出

願上位国の出願数の推移を示したものである｡ 2000年に､中国はわずか781件のPCT出

願しか行っておらず､世界(93,238件)の0.8%にすぎなかった｡アメリカ(38,015件)

やドイツ(12,581件)の出願数と比べると､中国のPCT出願数は無視できるほどの数字

であった｡しかし､2013年になると､中国は計21,515件のPCT出願を行い､ドイツ(17,920

件)を超え､アメリカ(57,458件)や日本(43,771件)に次ぎ､世界第3位のPCT出願

国となった｡ 2015年に､中国からのPCT出願数はさらに29,836件-と増加し､世界の

13.7%を占めるようになった｡ 2000年から2015年にかけて､僅か15年間のうち､中国

のPCT出願数は実に38倍も増加した｡同時期に､世界のPCT出願数は2.3倍増にすぎ

ないことを考慮すると､中国のPCT出願が爆発的に増加していることがうかがえる｡

図3･2 　 発 明 特 許 の 国 別PCT 出 願(2000-2015 年)

件

⊂〉　　1･■

⊂) 　 　 ⊂)

⊂) 　 　 ⊂)

Cq Cq

出 所: ⅥPO statistics database, Last updated: August 2016 の 検 索 デ ー タ に 基 づ き 作 成｡

2.諸外国との比較
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図3-3は世界5大特許庁(日本､アメリカ､欧州､韓国､中国)が受理した発明特許出

願数の推移である｡ 5大特許庁は世界の特許出願件数の約8割を受理している｡

1986年に､中国が受理した8,009件の特許出願件数は世界に占める割合はわずか0.8%

であった｡ 2000年になっても､中国の割合は3.8%にすぎなかった｡ 2010年に中国は39

万件の出願数となり日本を超え､また2011年には52.6万件となりアメリカを上回り､世

界第1位の特許出願の受理国となった｡ 2014年になると､中国-出願した特許件数はさ

らに92.8万件-急増し､世界全体の35%を占めることとなった｡前述したように､ 2014

年中国国内における出願は80.1万件であったため､中国国内の特許出願数は世界全体の

30%を占めている｡ 2000年代に入ってから､わずか十数年のうち､中国は世界第1位の発

明特許出願国-躍進したのである｡

図3･3　5大特許庁(日米欧韓中)の特許出願受理件数(1986-2014年)

単位:件

1,000,000

900,000  ～

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

30%一一●一中国

蝉 欧 州

一･一･･÷ト一一日本

嚇 韓 国

中 ア メ リ カ

→一一●中国/世界

(右軸)

出 所: WIPO statistics database, December 2015 の 検 索 デ ー タ に 基 づ き 作 成｡

3.特許出願の研究開発費弾力性の計測
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近年､中国の経済成長と伴い､研究開発(R&D)支出は確実に伸び続けている｡表3･1

は1995-2014年の中国の国内出願人による特許出願数及び全国の研究開発費支出をまと

めている｡なお､ CPIを用い､研究開発費支出を1995年の価格に実質化した｡

表3･1中国の国内特許出願数と研究開発費支出(1995-2014年)

Year 俛><ｹhｮB 以 全 国R&D 支 出( 億 元) dH 辷,ﾉDﾈ-zbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1 9 9 5  ﾃ 3 4 9  3 7 3   途 R Ā Ā Ā Ā Ā Ā

1 9 9 6   免 ﾂ ﾃ C s Ā Ā

1 9 9 7  " ﾃ s 2 4 5 7  " R Ā Ā Ā Ā Ā

1 9 9 8  2 ﾃ s # b 4 9 9   湯 R Ā Ā Ā

1 9 9 9  R ﾃ S 澱 6 2 3  R R Ā Ā Ā Ā

2 0 0 0  R ﾃ 3 C b 8 1 9  R Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 1  ﾃ 3 9 4 7  b R Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 2   偵 b 1 , 1 7 9  R R Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 3   鉄 b ﾃ s c 1 , 3 9 3   ３ Ā Ā Ā

2 0 0 4   田 R ﾃ s ッ 1 , 7 1 2  2 R Ā Ā Ā

2 0 0 5   涛 2 ﾃ C コ 2 , 0 9 6  " R Ā Ā Ā

2 0 0 6  # " 2 , 5 3 1  R Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7  S 2 ﾃ c 2 , 9 8 4   ３ Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 8   釘 ﾃ S s 3 , 5 0 5  r R Ā Ā Ā Ā

2 0 0 9  # 津 澱 4 , 4 3 7  r R Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 0  ﾃ c b 5 , 2 2 8   ３ Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 1   鼎 R ﾃ 6 , 1 0 1  r R Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 2   鉄 3 R ﾃ 3 2 7 , 0 5 0  b R Ā Ā Ā Ā

2 0 1 3   都 B ﾃ b 7 , 9 0 4  " R Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 4   塔 ﾃ 3 R 8 , 5 1 4   唐 R Ā Ā Ā Ā Ā

出所:国家統計局･科学技術部編(1996-2015) 『中国科技統計年鑑』各年版より作成.

図3-4　特許出願数と全国R&D支出

出所: 『中国科技統計年鑑』各年版のデータに基づき作成｡
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特許出願数と全国研究開発費との関係を見てみよう｡図3-4は中国の国内からの特許出

願数の対数値と実質研究開発費の対数値との相関を観察したものである｡特許出願数と実

質研究開発費は非常に高い相関関係を示している｡

そこで､研究開発費を知識生産のインプットとし､特許出願数をそのアウトプットとし､

多くの研究者はさまざまな｢特許生産関数(patent production function)｣を推計してい

る｡ここでは､ も単純な特許生産関数､つまり特許出願数の対数値を被説明変数とし､

実質研究開発費の対数値を説明変数とする以下のような特許生産関数を推計してみよう｡

log(patent) - α + βlog(R&D)

K

(式1)

ここで､ log(patent)は特許出願数の対数値であり､ log(R&D)は研究開発費支出の対数値

を意味する｡対数線形モデルを推計するので､ βは特許出願数の研究開発費弾力性となる｡

推計結果は表3･2のようになった｡

表3･2　特許出願の研究開発費弾力性

特許出願数対数 

R&D 支 出 対 数 co 血s 涛Rﾓ#B1995-2000 ﾓ#R2005-2010 #BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ1 . 3 6   纉 1 . 3 9  1 . 9 6  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

[52.14]*** 糞r 纉 編｢｢｢[19.84]*** 糞 ゅs｢｢｢[33.63]*** ĀĀĀĀ

0 . 4 6   經 0 . 3 5   纉 R - 1 . 8 2  Ā Ā Ā Ā Ā

[5.39]***  糞B 經eﾒ｢｢ 【1.61 】  糞B｢｢[-8.18]*** ĀĀĀĀ

R-squared  纉0.941  纉0.989  纉 澱ĀĀĀĀĀĀĀĀ

Adj-R-squared  纉0.926  纉 ビ0.986  纉 澱ĀĀĀĀĀĀĀ

N   6   澱 6   澱 Ā Ā Ā Ā Ā

荏: 【 】内はt値｡ ☆は10%､ **は5%､ ***は1%有意を意味する｡

1995-2014年の全期間において､研究開発費の弾力性は1.36と推計された｡つまり､

研究開発費は1%増加すると､特許出願数は1.36%増加する｡また､全期間を6年毎に分

け研究開発費の弾力性を計測してみた｡ 1995-2000年に､その弾力性は0.98であったが､

2000-2005年では弾力性は1.39となり1を超えている｡ 2005-2010年には1.21となり

2000-2005年と比べて若干低下したが､2009-2014年に1.96-と急激に上昇している｡

すなわち､ 2000年以降､中国の研究開発費の弾力性は1を上回るようになり､中国の特

許出願は加速し始めていることがわかる｡

一方､山田(2009)は日本の国内特許出願数と研究開発費支出を使い､同じ特許生産関

数を推計している｡日本では､ 1960-2002年の特許出願の研究開発費弾力性は0.849と

推計されている(山田2009､ p.21)｡先進国では､研究開発費の弾力性は1以下が一般的
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であることを考慮すれば､中国特許出願の加速効果､すなわち研究開発費の増大だけでは

説明できない特許出願増加の要因が存在していることが示唆される｡そこで本章では､中

国の特許出願の急増要因を解明する｡

第2節　先行研究

1.先行研究のサーベイ

中国の特許急増要因を実証的に分析した研究はすでに幾つか存在している｡ Li (2012)

は中国の各省政府がはじめて特許補助金政策を実施した年をダミー変数とし､省レベルの

特許出願数の集計データを使い､各省政府が実施した特許補助金が特許出願数-与えた影

響を検証している｡ Li (2012)によれば､省政府が実施した特許補助政策は､大中規模の

工業企業15､大学､個人､研究機関の特許出願数の増加に対し統計的に正の有意な影響を

及ぼしている｡

Dang and Motohashi (2015)は大中規模工業企業の個票データを使い､省別の特許補

助金を出願補助､審査補助､及び登録補助に分け､補助金額に応じて0､ 0.5､ 1のカテゴ

リー変数を作り､特許出願数及び登録数-の影響を検証した｡出願補助金と登録補助金は

特許の出願数､登録数-正の影響が検出された｡また､補助金政策が特許の質に与えた影

響についても分析している｡一般に､請求項が長い特許ほど､特許権利請求範囲が狭くな

るので､特許の質は低いと考えられている｡そこで､ DangandMotohashi (2015)は第

一請求項16の名詞数を特許の質の代理変数とみなし､これを被説明変数とした回帰分析も

行っている｡その結果､登録補助は特許請求の範囲に負の影響､つまり､登録補助は特許

請求の範囲を狭くさせる影響のあることが明らかとなった｡これは､特許補助が特許の質

を低下させる傾向にあることを示唆している｡

伊藤･李･王(2014)は中国四川省成都市のデータを用いて､各政府レベルと､各カテ

ゴリーの政策が､企業の知的財産権出願数､新製品数､工程改善数にどのような影響を与

えているかを傾向スコアマッチング法によって推計している｡傾向スコアマッチング法と

は､政策措置が行われる以前の企業状態を推測して､措置後の企業状態から政策効果を抽

出する方法である｡その結果､全政策の平均として､知的財産権出願数を約2件増加させ

る効果のあることが報告されている(伊藤･李･王2014)0

Hu and Jefferson (2009)は1995-2001年の中国大中規模工業企業の個票データを使

15大中規模の工業企業の定義については､第1牽第.1節を参照｡

16 ｢請求項｣とは､特許権利の請求範囲の項目を意味する｡一般的には､ 1つの特許出願には複数の請求

項があるが､特許権利の 初に記載される請求項が第-請求項と呼ばれる｡
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い､発明特許数､実用新案及び意匠の出願数の集計値を被説明変数とし､中国の広義の特

許生産関数を推定した｡その結果､研究開発費支出､外国からの直接投資(FDI)､ WTO

加盟のために2000年に実施された中国特許法の改訂ダミー､国有企業改革ダミーなどが

特許出願数にプラスの影響を及ぼしていることが明らかとなった｡

Hu(2010)は中国知的財産権局(SIPO)のデータベースおよびアメリカ特許庁(USPTO)

のデータベースを用い､外国から中国-の特許出願の増加要因を分析した｡それによると､

日本､韓国､台湾の登録特許の増加は､中国の実用新案出願を増加させる傾向にあり､ア

メリカやドイツの登録特許からは影響を受けていないことが指摘されている｡その原因と

して､中国は対米貿易が黒字であり､対日本･韓国･台湾貿易が赤字であるため､中国企

業は日本･韓国･台湾の技術を模倣していると解釈している｡

上記のように中国の特許出願爆発に関して､実証分析が行われているが､幾つかの課題

も残されている｡

中国の各省はいずれも特許補助政策を実施しているが､その政策の中身は著しく異なっ

ている｡第1に､権利化プロセスにおける補助の仕方が省によって異なっている｡出願を

条件に補助金を支出する省もあれば､登録された特許のみに補助金を支出する省もある｡

また､出願､審査請求と登録のそれぞれの時点で補助金を支出している省もある｡第2に､

特許費用の補助の仕方の違いがある｡権利化プロセスにおける､出願･審査請求･登録･

登録維持には特許料が課されるが､これらの特許料のすべてを補助する省もあれば､一部

のみを補助する省もある｡また､各段階の特許料の全額を補助する省もあれば､その一部

しか補助しない省もあり､一部しか補助しない省においてその金額も異なる｡第3に､補

助政策の改訂が頻繁に行われている｡同じ省の特許補助政策は変わらないわけではなく､

ほぼすべての省は特許補助政策を何度か改訂した｡出願の時点で補助金を出す政策から､

登録時点で補助金を出す政策に変更する場合もあれば､または補助金額が変わる場合もあ

る｡

しかし､ Li (2012)は補助金の種類や補助金の金額､または同じ省の補助金政策の時系

列での変化を考慮しておらず､単純に初めての特許補助金政策の実施年を境に､実施前を

0､実施後を1にするというダミー変数を政策変数として用いている｡出願すれば補助金

を受けられる政策と､登録された特許のみが補助金を受けられる政策は､特許出願行動に

異なった影響をもたらすことが予想される｡そのため､ Li (2012)の研究はこの点で､各

省の特許補助金政策の効果を厳密に検出した分析とはいいがたい｡

Dang andMotohashi (2015)は､政策変数を出願､審査､登録補助金に分けているの

でLi (2012)の分析を発展させていることになる｡ただし､第一請求項の名詞数のみを特
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許の質の代理変数とみなしてよいかは疑問が残る17｡また､近年､中国は国内-の出願の

みならず､ WIP0-の国際出願(PCT出願)も増加させている｡それにも関わらず､中国

の各省の補助金政策がPCT出願の増加に与えた影響は検証されていない｡

伊藤･李･王(2014)は､傾向スコアマッチング法によって中国のイノベーション政策

全般が知的財産権出願数(発明特許､実用新案､意匠を含む)に与えた影響を分析してい

るが､中国四川省成都市に限定され､全国レベルに関する推計は行われていない｡

また､第1節で述べたように､中国の特許出願数は2000年から急増し始めた｡しかし､

Hu and Jefferson (2009) は1995-2001 年 の デ ー タ を 使 っ て い る た め､ 2002 年 以 降 の

特許出願数の急増を説明できない｡

さらに､発明特許とは異なり､実用新案は無審査主義であり､意匠はデザインなので､

いずれも発明特許ほどの技術革新や技術改善を意味するとはいえない｡ところが､ Huand

Jefferson (2009)は発明特許､実用新案､意匠の集計値を特許の出願数としているため､

発明特許出願数のみの分析とはなっていない｡そこで､イノベーションに直接関係する発

明特許出願数のみで分析する必要がある｡

2.本章の課題

本章では､前述した中国の特許出願関数についての先行研究を参考にして､以下のよう

な分析を行う｡

第1に､中国の各省が実施した特許補助金政策を詳しく調べ､出願後補助や登録後補助､

補助金額など､より詳細に政策の変化を補足できる政策変数を作成する｡

第2に､各省の特許補助金適用前の期待特許料と特許補助金適用後の期待特許料を計算

して比較することにより､省別の特許料補助に関する定量的効果を確認する｡

第3に､以上の政策変数を用いて､中国の各省の特許補助金政策が企業の国内特許出願

行動に与える影響をパネルデータ分析により明らかにする｡

第4に､近年､中国企業はWIP0-の国際特許出願も増やしているため､各省の特許補

助金政策がPCT特許出願-影響を与えているかどうか検証する｡

第3節　中国の特許制度

1.中国特許制度の設立経緯

17一般に､被引用回数､権利存続年数､請求項数､ファミリー数(同一の特許出願を複数の国に出願する

場合のすべての特許出願国数である)などは､特許の質の代理変数としての有用性が確認されている｡例

え ば､ Lanjlj 珊Zlml Scha 痛 く 汀malH: メ.999, 200L･1)､ 山 田(2009) な ど を 参 照.
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ここでは､実証分析先立ち中国特許制度の経緯を概観しておこう｡中国の主な知的財産

権法律･法令は1980年代から整備されてきた｡

1950年8月17日に､中国政務院(当時､現在の国務院に相当する)は『発明権･特許

権の保障に関する暫定条例』 (原文『保障発明権与専利権暫行条例』)を公布した｡しかし､

当条例に基づき､ 4件の特許権と6件の発明権が登録されたにすぎなかった｡しかし､同

条例は1956年以降事実上停止された(楊･濁2014､ p.157)0

1963年11月3日に､国務院は『発明奨励条例』を公布した｡同奨励条例の公布により､

上記『発明権･特許権の保障に関する暫定条例』は廃止されることとなった｡それ以後､

1984年までに､中国には特許制度は存在しなかったのである｡

1984年3月12日に､第6次全国人民代表大会18常務委員会第4回会議で『中国人民共

和国特許法』 (原文『中国人民共和国専利法』)が可決された｡そして､ 1985年4月1日

より前記『特許法』は施行され､本格的な特許制度が導入されることになった｡特許には

発明特許､実用新案と意匠を含むことが『特許法』によって明確にされた｡ 1984年版の『特

許法』では､発明特許の保護期間は申請日より15年間となっていた｡実用新案及び意匠

の保護期間は申請日より5年間であり､また特許権利人が3年間の保護期間の延長を申請

することが可能であった｡

1992年に､ 1984年版『特許法』は改訂され､同法第45条により発明特許の保護期間

は申請日より20年間に改訂され､実用新案及び意匠の保護期間は申請日より10年間に改

訂された｡ 2000年8月25日には､第2回目の改訂が行われ､ 2001年7月1日より改正

版が施行された｡ 2008年12月27日には､第3回目の改訂が行われ､ 2009年10月1日

より施行された｡

このように､中国の『特許法』は幾度かの簸定を経て､保護範囲､保護期間､処罰の強

化や侵害による損害賠償額の算定方法などの内容が明確化されていった｡

また､中国は1980年代から1990年代にかけて主要な知的財産権保護に関する国際機関

や国際条約に加盟してきた｡例えば､ 1980年に､中国はWIPO (世界知的所有権機関)

に加盟し､ 1984年にパリ条約(工業所有権保護)に加入し､ 1993年にPCT (特許協力条

約)に加入した｡また､ 2001年に､中国は知的所有権の貿易関連の側面に関する協定であ

るTRIPS 協 定(Agreement on Trade･Related Aspects oHntenectual Property Rights)

にも加入した｡

このように､ 1980年代以後､中国は特許制度を設立し､知的財産権の保護に関する国際

条約にも加盟していった｡

18全国人民代表大会は国会に相当する｡憲法上､国家の 高権力機関および立法機関として位置づけられ

ている｡
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2.特許出願から権利維持までの基本プロセス

中国で､特許が出願から登録までのプロセスは基本的に日本のとほぼ同様であり､世界

5大特許庁に類似している(図3-5)｡以下では､図3･5を参考にして､特許出願から権利

維持までのプロセスを概観しておく｡

図3･5　世界5大特許庁の特許出願～権利維持プロセス
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注: EPOは欧州特許庁､ JPOは日本特許庁､ SIPOは中国特許庁､ EIPOは韓国特許庁､

USPTOはアメリカ特許庁である｡
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① 　 出 願(Filing)

出願人は中国知的財産権局(特許庁)に特許を出願し､出願費用を納付する｡

② 　 公 開(Publication)

知的財産権局は出願を受理してから18か月後に､出願人､住所､発明者名､出願番号､

特許請求の範囲､発明の詳細な説明などを記載する｢特許公開公報｣ (図3-6)を公開する｡

日本でも､通常出願から18か月後に公開される｡

ただし日本と異なり､中国では｢早期公開制度｣を採用している｡すなわち､出願人が

申請すれば､出願から18か月を待たずして公開することができる(中国特許法第34条､

特許法実施細則第46条)｡他方､公開された後でも､出願人はその特許出願を取り下げる

ことが可能である｡

③ 　 審 査 請 求(Request for Examination) ･ 実 体 審 査(Examination)

公開後､出願人は特許権を取得したい場合､知的財産権局に実体審査を請求し､審査費

用を納付する｡知的財産権局は､出願人の申請請求を受けて初めて実体審査をする｡審査

請求の可能な期間は出願から3年間と定められている｡ただし､審査請求後においても､

出願人は審査請求を取り下げることができる｡また､出願から3年間以内に出願人が審査

請求をしなかった場合､取下げと見なされる｡

④ 　 登 録(Registration)

当該出願が新規性･進歩性が認められるなど特許要件を満たした場合､知的財産権局は

出願人に通知する｡出願人は登録手続きを行い登録費用や年金を納付すれば､出願を特許

として登録され特許権が発効する｡また､知的財産権局は登録された特許の｢登録特許公

幸臥(図3･7)を公開する｡

また､特許要件を満たさず審査官が拒絶理由を見出した場合､出願人に拒絶理由通知を

送付する｡ただし､出願人は拒絶理由に対し､反論や追加補正を提出した上で､再審査を

請求することができる｡審査官は再審査し､拒絶査定または登録査定を 終的に決定する｡

⑤ 　 権 利 維 持(Maintenance)

特許維持年金は毎年発生し､ 3年おきに上昇する｡また､特許権の存続期間は出願日か

ら20年と定められている｡出願人が維持年金を納付しない場合､特許権利は消滅する｡

年金未納の他､出願人が特許権を放棄することなどにより特許権利が消滅する場合もある｡
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図3-6　公開特許公報のサンプル

(19)中華人民共和国国家知洪声紋局

(12)表明専制申清

(10)専横公布号C,Tiユ03026舶6 A

(43)申構公布日2013.楓03

(21)申漕号2OltjSOO221絡.!

(22,3 申 清8 2 別0. 胤28

(85) PCT申清泣入国家齢段目

2()ll. ll.25

(86) PCT申清的申清鞍据

fl 二TJ で ＼2010.;.jO77385 2010. 09. 28

絹7) PCT申清的公布数据

甘02012 了0-10897 EN 　2012. OLrl. 05

日1)申傭人隼力投凍有陽公司

地地引8.129中奈馴'L'一審藩沫馴新鹿湖区覇描

畢敦盛都銀公桟

(7211表明人太二P.･錐常時　郷間　帝点

裳文海

(51) tnt.CJ.

Glα　7免/耽材は()13. (日)

GJaL 2// 祝2(2()13. 01)

紋朝野求肇3挙i'髄鞘肇22東　附線番衷

結4)貴明名称

捕手対己解弼多通運脊頻倍等或己解約立体

声援等運行后地理的袈澄郵方法

(57)摘要

用音二粛己解褐多声道音頻倍琴成己鮮観た体

声倍弓法相后妃理的袈鷺和方法根城本渡明,育

錯ゴ'-紳用Jこ対多押遣猿督励夢中声適指号卦軒

的餐少-十過行后就理的鵜苫(101,10l'),要接

受爵盤理的声避倍等由低比特率音痴魂弼/i解喝

東攻坑己僻璃F観猿号生成i盛装濃包括;-ヤ

接収韻律)3ミHj3日,用f･接収鉄巳解弼下温情弓

生成的埜少　サ声道棲替､己解的ド現倍等的村

岡包鮪以及指示至少　サ声適皆勤的瞬姦策型的

分業指示鳥を中断述分業指事与至か　サ声通庸

削慣発追及　サ爵飴漫凝自05胡岳')1用jニ根

渡巳解碍ド脱稿登約時同色賂(通達柵鹿的如叡

4.尚子L:1権親f一分楽指示的方式逃行加扱)財嚢か

ヤ声道倍弓過行房赴腰｡

/toll-.=' ′ 壁.適£. 

注:第1ページのみ｡
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第4節　データの説明

本節では､本章の実証分析で利用するデータを説明する｡

1.企業財務データ

電子通信産業の企業財務データについて､中国統計局の工業企業データベース(1998-

2009年)を利用する｡中国では､ ｢工業企業報表制度｣という制度がある｡同制度は､一

定規模以上の工業企業19が毎年当該年度の工業粗生産や売り上げなどの財務データを統計

局に申告する制度である｡工業企業データベースは全国企業が統計局に申告した個票デー

タを収録したデータベースである｡企業の売上高や労働者数などは毎年公開されているが､

企業R&D支出データは2005-2007年版のみで公開されている｡

本章では､中国め通信設備･コンピュータ･電子設備製造業(産業コード40､第2章付

録を参照)を対象とし､その中でR&D活動を行っている企業を分析の範囲に限定する｡

まず､データベースより2005-2007年の期間に連続3年間R&D支出を行った大中規模

企業20を抽出した｡工業企業データベースには､企業毎にIDが付与されているので､抽出

した2005-2007年のそれを利用し､ 1998年から2009年までのデータベースより､同じ

企業のデータを抽出してマッチングした｡ただし､ 2008年のデータベースには､企業ID

が存在しない｡そこで､ 2008年のデータに関しては､企業名､企業住所､電話番号を使っ

てマッチングした｡データを抽出後､蓑･江･楊(2012)を参考し､データクリーニング

を行い､以下のような異常なデータを除外した｡

①　R&D支出がマイナスのデータ(2005年と2007年に2社､ 2006年に1社)0

②　経営状況が休業の企業のデータ｡

③　従業員数が10人以下のデータ｡

④　工業粗生産が0のデータ｡

⑤　固定資産合計が0のデータ｡

⑥　前年度と比べ､データの変化が激しいデータ｡ (例えば､従業員数や工業粗生産が

前年度データの0.5以下のデータ｡前年度の2倍以上のデータについては､幾つか

の主要な指標を比較して判断する｡例えば､前年度または2年前に設立したばかり

の企業であり､従業員数､工業粗生産､売上の伸び率が近いデータの場合は､企業

が正常稼働に入ったと考えられるため､データを残す｡ただし､従業員数が10倍

増加したのに､工業粗生産がそれに見合う伸び率に達していない場合は､データを

19 -定規模以上の企業の定義について､第1章第1節注5を参照｡

20大中規模企業の定義について､第1章第1節注4を参照｡
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除外する｡)

以上の作業を経て､計538社の企業をデータの分析範囲とすることができた｡ただし､

工業企業データベースが一定規模以上の企業を収録しているため､ある年にその条件を満

たしていない企業は収録されていない｡また､前述のように異常なデータを除外したので､

分析対象の538社のデータはアンバランスパネルデータ(Unbalanced PanelData)とな

る｡なお､本章の推計では､ PPIを利用して売上高の名目値を実質化した(2000年基準)0

2.企業の特許データ

企業の特許出願データに関しては､中国知的財産権出版社(IPPH)の特許検索データ

ベースCNIPRを利用した｡このデータベースでは､毎週水曜日に新たしく公開された､

あるいは登録された特許公告のすべてが公開されている｡この他に､知的財産局のデータ

ベースもあるが､中国知的財産権出版社(IPPH)の特許検索データベースの方が､収録

情報が豊富であり利便性も高い｡

特許データベースには､当然工業企業データベースの企業IDも産業コードも存在しな

い｡特許には技術分野IPCコードが付与されているが､それはその特許の技術分類に割り

振られたコードであり､経済統計の一般的な産業分類には対応していない｡例えば､ある

自動車部品メーカーが自動車用圧力センサーの発明特許を出願したとする｡その圧力セン

サーが自動車に取付ける位置に関するものであれば､輸送機械(B分類)の自動車関連の

IPCコードを割り振られる｡圧力センサーの核となる基板は半導体であるために､その基

板の構造に関するものであれば､半導体のIPCコードに分類される可能性がある｡すなわ

ち､経済統計においてこうした出願企業は自動車産業に分類されるが､出願した特許は技

術分野によって､他の産業(半導体産業)に分類される｡そのために､特許のIPCコード

と産業分類を簡単に対応させることはできない｡

公開特許の書誌情報には企業名が記載されているので､企業名称を使い､前述した538

社の1986年～2016年6月に公開された発明公開特許を特許データベースにより検索した｡

ただし､企業名称が変更となる場合があるために､正確な特許出願数を把握できないこと

もある｡前述した企業の財務データの場合には､企業IDを利用して1998-2009年のデ

ータをマッチングしたため､企業名称が変更になった場合であっても､企業IDによって

追跡ができる｡特許データの取集の際には､旧名称と新名称を同時に使用して検索し､特

許出願データの取得漏れがないようにした｡その結果､ 538社が1986年から2016年6

月に公開した17万3,519件の特許出願データが取得された｡
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第5節　特許補助政策

第1章第2節で述べたように､中国中央政府が2000年代半ばから｢国家知的財産権戦

略｣を制定し､ 2008年に｢国家知的財産権戦略綱要｣を公布した｡ただし､中央政府が｢国

家知的財産権戦略｣を公布する前に､各地方政府はすでに特許出願を奨励する政策を打ち

出していた｡

1999年に､上海市政府は上海の企業･大学･研究機関または住民を対象とし､出願費用

や実体審査請求費用を補助する政策を打ち出した｡その後､他の地方政府も同様に特許補

助金政策を公布した｡ 2007年までに､全国の31の省･直轄市･自治区のうち､寧夏及び

甘粛を除き29の省･直轄市･自治区が特許出願に補助金を支出することになった｡なお､

寧夏は2011年まで省レベルの特許補助金政策を実施していなかったが､省都の銀川は

2007年にすでに特許補助金政策を打ち出していた｡

さらに､多くの省では､特許補助のための専用資金枠(専項資金と呼ばれる)を設立し､

特許出願数や登録数を行政目標として各省の｢5カ年計画｣に定めた｡例えば､北京市は

2007年1月に｢北京市第11次5カ年計画期の知的財産権事業の発展計画｣ (原文｢北京

市『十一五』時期知識産権事業発展規画｣ (2006-2010年))を公布した.同｢計画｣で

は､2010年の目標として､(∋北京市の1万人当たりの特許出願数を18件に達すること(う

ち:発明特許は12件)､ ②1万人当たりの特許登録数を8件に達すること(うち:発明特

許は5件)､ ③300社の特許実施デモンストレーション企業の育成､ ④20-30社の自主的

知的財産権を有するグローバル大企業グループを重点的に育成することが掲げられた｡さ

らに､自主知的財産権の取得件数は､ハイテク･ニューテク企業の発展の重要な基準とさ

れ､特許出願数は北京市の財政資金投入計画によるイノベーション政策成果を評価するた

めの重要な指標とされることとなった(北京市知識産権局2007)0

序章で述べたように､中国政府が公布した｢第12次5カ年計画｣ (2011-2015)では､

2015年までに1万人当たりの発明特許取得件数を3.3件に高めることが目標とされた｡実

際に､国家知識産権局(2015)による｢中国有効専利年度報告2014｣によれば､ 2014年

に1万人当たりの発明特許取得件数がすでに4.9件に達し目標を上回った｡

前述したように､特許補助政策は省によって異なっている｡出願する時点で補助する省

があれば､登録後に補助する省もある｡また､出願費用､審査費用､登録費用に加え､維

持年金や弁理士の代理費用までも補助する省があれば､ -部の費用のみを補助する省もあ

る｡しかも､ほぼすべての省は特許補助政策を頻繁に改訂している｡

ここでは､一部の省が実施した特許補助政策の例を見てみよう｡

①　広東省の例

2000年に､広東省は｢広東省発明特許の申請費用を補助する暫定措置｣ (原文｢広東
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省発明専利申請費用資助暫行弁法｣ )を公布した｡同｢暫行弁法｣によれば､広東省のす

べての企業､行政機関､研究機関､あるいは住民個人が特許を出願する場合､特許出願費

用及び審査費用の全額補助を申請できる(広東省知識産権局2000) 0

②　上海市の例

上海市は1999年に初めて特許補助政策を打ち出し､ 2002年2月に｢上海市特許費用補

助方法｣ (原文｢上海市専利費資助弁法｣ )を改訂した(上海市知識産権局2002) ｡この

改訂により､上海市のすべての企業･機構･団体･住民が補助の対象とされ､特許(発明

特許､実用新案､意匠をすべて含む)の出願費用､審査費用､登録費用､及び登録年の維

持年金が実費で補助される｡

2005年7月に､上海市は上記｢上海市専利費資助弁法｣を再び改訂し､発明特許のみ

登録後1年目の維持年金補助が3年間に延長された(上海市知識産権局2005) 0

第6節　特許料補助効果

本節では､各省特許補助金適用前後の｢期待特許料｣を試算することにより､特許料補

助政策の定量的効果を確認する｡ここで､期待特許料とは､平均的な権利化プロセス(香

査請求時点､権利維持期間など)を想定した場合に出願人が支払うと予想される出願時点

における全特許料の現在割引価値を意味する｡

中国の基本特許料は何度か改訂されている.表313は1985年『特許法』実施以降の発

明特許に関する出願から登録維持までの費用をまとめたものである｡

期待特許料を試算するには､審査請求時点､審査期間､権利保持期間などに加え､審査

請求率や登録率などのシミュレーション値が必要になる｡以下では､各省が実施した特許

補政策の適用前後の期待特許料の推計手順を詳述する｡

①　基準料金の確定

表3･3にみるように､出願時に課される特許料には､標準費用と出願付加費用がある｡

出願標準費用は､すべての特許出願について発生する費用である｡出願付加費用は請求項

が10項超の場合､第11項から付加的に課される費用である｡また､説明書は30ページ

を超えた場合､第31ページより付加費用が発生する｡ここでは､出願標準費用のみを基

準料金として考慮し､付加費用は金額が少なく適用される特許も少ないので除外する｡

実体審査費用のうち､審査請求費はすべての実体審査を請求した特許に発生する費用で

ある｡拒絶査定後再審請求費用は､知的財産権局が拒絶査定を出した後､出願人が再審を

申請した場合に発生する費用である｡ここでは､拒絶査定後再審請求費用を基準料金より

除外する｡

55



表3･3　中国発明特許諸費用

単位:人民元

費 用 項 目 倡ｸﾗ9?｢ 施 行 日 倡ｸﾗ9?｢ 施 行 日 倡ｸﾗ9?｢ĀĀĀ
1985.01 涛"1993.01.01 涛B 偵2001.03.01 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 願 標 準 費 用   偬 丑 1 5 0  3 4 0   鼎 S 9 0 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

書 類 印 刷 費   0   0   鉄 Ā Ā Ā Ā

出 願 付 加 費 用 k 顋,ﾉc3¥X.h. ｈﾋ2R100 R15 R50 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

説 明 書 の 第 3 0 1 頁 よ り ( 元 / 頁 )  0  5 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

請 求 項 第 1 1 項 よ り ( 元 / 項 )  0  2 0 0  3 0  S Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

優 先 権 主 張 ( 元 / 件 )   剴 S 8 0   塔 Ā Ā Ā Ā

出 願 維 持 費 * / 年   剴 # 3 0 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

実 質 審 査 費 用  ( ﾛ [ 2 4 0 0   塔 8 0 0  ﾃ # 2 , 5 0 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

拒 絶 査 定 後 再 審 請 求 費 400  鼎 600  ﾃ

登 録 費 用  ｹ i 6 餒 1 0 0  S 1 9 0  R 2 5 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

年 金   c ﾓ 9 D 駑 ｢ 依 2 竰 2 0 0   鼎 4 0 0   田 9 0 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

登 録 年 - 第 1 年 目  c B ﾓ i D 駑 ｢ 3 0 0   田 6 0 0   涛 1 , 2 0 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

第 7 - 9 年 目   田 8 0 0   塔 2 , 0 0 0   ﾃ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

第 1 0 - 1 2 年 目   ﾃ # 1 , 5 0 0   ﾃ S 2 , 0 0 0   釘 ﾃ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

第 1 3 - 1 5 年 目   ﾃ C 3 , 0 0 0   ﾃ 4 , 0 0 0   澱 ﾃ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

第 1 6 - 2 0 年 目   剴 b ﾃ 8 , 0 0 0   唐 ﾃ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出 所: 中 華 人 民 共 和 国 専 利 局(1985) ､ (1992a) ､ (1992b) ､ (1994) ､ 中 華 人 民 共

和国国家知識産権局(2001)より整理｡

注:☆① ｢中華人民共和国専利法実施細則｣ (1985年)第86条によれば､出願日より2

年間以内に登録されない場合､第3年目より出願維持費が発生する｡また､第3年目より

毎年納付する｡

② ｢中華人民共和国専利法実施細則｣ (2001年)第94条によれば､出願維持費を登録時

にまとめて一括納付するように変更された｡

③ ｢中華人民共和国専利法実施細則｣ (2010年)により出願維持費は廃止されることとな

った｡

②　サバイバルレート(生存率)の計算

期待特許料を試算するには､サバイバルレート､あるいは残存率のシミュレーション値

を仮定する必要がある｡まず､この2つ用語の意味を定義しておこう0

S1 -第t年目のサバイバルレート-第t年目に権利維持中の特許数/第t･1年目に権利維

持中の特許数

〟′ -第t年目の残存率-第七年目に権利維持中の特許数/出顔数
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すなわち､両者の関係は､

∫

Mt= 誓Si

本研究では､電子通信産業の計538社の1986年～2016年6月までに公開された発明特

許のデータを利用する｡また､特許の 大存続年数は出願から20年間である｡すなわち､

1996年6月以前に出願された特許は2016年6月までにすべて権利消滅したはずである｡

1996年前のある年を基準年とし､出願数､審査請求数､登録数､及び登録後の存続年数が

分かれば､出願年から20年後まで､毎年のサバイバルレートが計算可能である｡ところ

が､中国は1985年より特許制度を施行したため､当初数年間の出願数は極めて少なかっ

た｡本研究で整理した538社の特許出願データによると､ 1986--1996年21の合計出願数

は28件にすぎない｡ 28件のデータだけで平均的なサバイバルレートを正確に推測するの

は難しい｡また､他の産業の1996年までのデータを追加して計算する方法もあるが､産

業間の差異が存在するはずなので､バイアスは大きい｡そこで､本研究では1986-1998

年における前記538社の特許出願データを用いて､各年のサバイバルレートを計算する｡

まず､出願から特許登録されるまでのサバイバルレートを計算する0 1998年までに､

538社は合計88件の特許を出願した｡そのうち､ 75件は実体審査が請求され､ 66件は登

録された｡また､出願から審査請求までの平均年数は1.1年であり､出願から登録までの

平均年数は4年であった｡出願年を第0年目とすれば､審査請求は第2年目に発生し､ま

た登録は第4年目に発生することとなる｡すなわち､第0年目のサバイバルレートは100%

であり､第2年目の対前年のサバイバルレートは｢審査請求数75件/出願数88件-85%｣

であり､第4年目の対前年のサバイバルレートは｢登録数66件/審査請求数75件-88%｣

となる｡また､第2年目の対出願年の残存率は100%×85%-85%であり､第4年目の対

出願年の残存率は100%×85%×88%-75%となる(表3･4を参照)0

次に､登録後から特許権利消滅までのサバイバルレートを計算する｡まず､登録された

後､何年間存続したかを調べ､第七年目に権利維持中の特許数をカウントする｡次に､第

七年目の対(七一1)年目のサバイバルレートを計算する｡例えば､ 1996年に計10件の特

許が出願され､そのうち9件が審査請求され､ 9件とも登録されたとしよう｡そして､登

録後3件の特許は4年間権利維持されたとしよう｡登録後第5年目､すなわち出願後第8

年目(平均で第4年目に登録されるため)に､権利維持中の特許は｢9-3-6件｣であり､

第8年目の対前年のサバイバルレートは｢6/9-67.7%｣となる｡

このように､ 1987-1998年のすべての登録特許の存続年数を調べた後､第t年目に権

利維持中の特許数をカウントした｡また､第t年目に権利維持中の件数を加算し､対(t

21実際に､ 1986年の特許出願は0であったために､データは1987年からである｡
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-1)年目のサバイバルレートを計算した｡さらに､各年の対(七一1)年目のサバイバル

レートを掛け合わせ､出願から第20年目までの残存率を計算した｡

ただし､66件の登録特許のうち､2016年8月末までに､ 12件はまだ権利維持中である｡

この12件の特許については､第20年目まで権利が存続すると仮定し上記残存率を推計し

た｡この12件の権利維持中の特許については､第20年目に入る前に権利消滅する可能性

があるので､上記残存率の計算精度に影響を与える｡そこで､この12件の特許の年金納

付情報を調べた｡ 12件のうち､ 1997年出願されたのは5件であり､ 1998年に出願された

のは6件であり､残りの1件は1989年に出願されたものである｡ 1989年の1件はすでに

20年間を超えたため､すでに権利消滅したはずである｡ただし､この1件の特許は秘密特

許のため､年金納付データは公開されていない｡そのために､権利消滅データも公開され

ていない可能性がある｡ただし､第20年目には存続したことは確実であるので､上記の

残存率の計算には影響がない｡ 1997年に出願された5件の特許はすべに第20年目の年金

を支払い済みなので､残存率の計算にも影響がない｡ 1998年に出願された6件の特許の

うち､ 4件は第19年目の年金を支払い済みであり､ 1件は第18年目の年金を支払い済み

である｡残りの1件は年金納付情報が公開されていない｡第16年目から第20年目までの

年金の金額は同じであり､企業はすでに18-19年間権利を維持してきたことを考慮する

と､第20年目に権利を放棄する可能性は低い｡すなわち､上記残存率の計算には影響が

少ないと考えられる｡

③　補助金適用前の期待特許料の計算

上記のように計算した第t年目の残存率を用いて､第七年目の料金の割引現在価値を計

算する｡各年の現在価値料金は以下の通りである｡

現在価値料金t- (割引なしの料金tx残存率t) / (1+割引率) <経過年数

第0年目～第20年目の割引現在価値料金の合計は､企業が予想する特許出願1件あた

りの期待特許料になる｡

ここで､割引率については､中国の5年預金金利を用いることとする｡ 『中国統計年鑑』

各年版より2000-2016年の5年預金金利を入手し､その平均値0.04 ( 大値-0.053､

小値-0.028)を割引率とした｡

表3･4は2001年以降の特許諸料金の出願時点での割引現在価値の計算例である｡出願

時点(第0年目)で発生した費用は､前掲表3･3の出願標準費用(900+50-950元)であ

る｡第2年目に実体審査を請求したので､第2年目の割引現在価値料金は､ (審査請求費

2,500 × 残 存 率85%) / (1+0.04) < 2-1,970 元 と な る｡ そ し て､ 第4 年 目 に 登 録 さ れ､
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年金が発生する｡したがって､第4年目の割引現在価値料金は(年金900×残存率75%)

/ (1+0.04) < 4-740元となる｡このように､第20年までの毎年の年金の害帽l現在価値

を計算する｡そして､各年の割引現在価値を加算し､出願時点での期待特許料12,178元

と計算される｡

以上の計算方法で､ 2000-2016年の補助金適用前の期待特許料を計算した｡

表3･4　サバイバルレート･現在価値料金の計算

割 引 率 　 　 　 　 　0.04

適用年金 佝 B イベント 侈 y ｸ鰓 サバイバル 俶9 izb 割引現在価値料 

テ ー ブ ル  劔(hﾈB レ ー ト  忠 頽 吋 竰 金 ĀĀĀĀĀ

0   偬 8 8   1   涛 S Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2   ( ﾛ 7 5   繝 R 0 . 8 5   ﾃ 都 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

1 - 3   釘 登 録   田 b 0 . 8 8   縱 R 7 4 0   Ā Ā Ā Ā5   侈 y i 6 5   纉 0 . 7 4   鉄 C b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

6   8   繝 0 . 6 6   鼎 c Ā Ā Ā Ā

4 一 - 6   途 鉄 B 0 . 9 3   緜 5 6 0   Ā Ā Ā Ā Ā8   5   繝 2 0 . 5 1   鼎 C Ā Ā Ā Ā

9   8   繝 B 0 . 4 3   c B Ā Ā Ā Ā Ā

7 . - 9   B 0 . 8 9   5 2 2   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Āl l   2   纉 B 0 . 3 6   鼎 s " Ā Ā Ā Ā

1 2   7   繝 B 0 . 3 1   Ā Ā Ā Ā Ā Ā

1 0 - 1 2  2 B 0 . 8 9  r 6 5 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā1 4   1   繝 0 . 2 4   鉄 S Ā Ā Ā Ā Ā

1 5   0   纉 R 0 . 2 3   鉄 R Ā Ā Ā Ā Ā

1 3 - 1 5  b 1 . 0 0  2 7 2 8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā1 7   9   纉 R 0 . 2 2   田 c R Ā Ā Ā Ā

1 8   5   縱 0 . 1 7   鉄 R Ā Ā Ā Ā Ā

1 6 - 2 0  B 0 . 9 3  b 6 0 4  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0   3   纉 2 0 . 1 5   鉄 3 Ā Ā Ā Ā

期 待 特 許 料 　 　 　 　 　 　12,178

出所:筆者作成｡

④　補助金適用後の期待特許料の計算

各省が2000年以後実施した特許補助金の詳細を調べ､費用項目別のリストを作成する｡

補助金が出願費用や審査請求費用別に分けられている場合は､それぞれの費用項目に入れ

る｡出願する時点で定額の補助金が出された場合は､その補助金の金額すべてを出願補助

金に入れ､審査請求と登録補助を0にする｡また､登録後補助金が出る場合は､登録補助

に入れ､出願と審査請求を0にする｡例えば､漸江省は2000-2005年に､出願すれば4,000

元の補助金を支給する政策を採用していた｡ 2006年以後､登録後に4,000元の補助金を支
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給する政策に変更された｡この場合は､ 2000-2005年に､漸江省の出願補助を4,000元

にし､審査請求と登録を0にする｡また､ 2006年以後､出願と審査請求を0にし､登録

を4,000元にする｡

各省の年別の費用項目別の補助金詳細リストを整理した後､表3-4の補助金なしの標準

料金より各省の補助金を控除し､補助金適用後の特許費用項目リストを作成した｡また､

上記②で計算した残存率を用いて､上記③と同様に補助金適用後の期待特許料の割引現在

価値料金を計算した｡

⑤　特許料補助効果率の推計

以上で､補助金適用前の期待特許料および補助金適用後の期待特許料を計算し､以下の

関係式を用いて､特許料補助効果率を試算する｡

特許料補助効果率- ( (補助金適用前の期待特許料一補助金適用後の期待特許料) /補助

金適用前の期待特許料) × 100%

上記式の計算結果の値は大きいほど､補助金効果が高いことを意味する｡

表3-5　省別･年別の特許料補助効果率

単 位:%

管  偬yB 以2000 2002 22004 R2006 r2008 2010 2012 22014 R2016 ｸｸ7b[ﾘｼĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

広 東 #"ﾃ17.3 B24.0 B24.0 B24.0 B24.0 B24.0 B31.2 31.2 31.2 BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

上 海 hﾃ3B23.5 30.1 30.1  ゅB38.4  ゅB38.4  ゅB38.4  ゅB …35.2 ! R35.2 R35.2 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

北 京 2ﾃ ンr22.8 R 綯15.6 R 綯15.6 R 綯15.6 "32.1 "32.1 "32.1 "15.2 R15.2 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

漸 江  澱ﾃ3R0.0 " 繧32.8 "ﾃ32.8 " 繧21.1 21.1 21.1 ;21.1 21.1 21.1 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

山 東  釘ﾃ 都B0.0 0.0 0.0 28.2  ゅ"28.2 21.1 21.1 21.1 21.1 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

四 川 ﾃ3#2ﾃ3b0.0 " 繧32.8 " 繧32.8 " 繧8.1  唐8.1  唐16.8 b 繧16.8 b 繧16.8 b 繧16.8  偵ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

成 都 .0 " 繧32.8 " 繧32.8 b26.3 b26.3 b26.3 b …26.3 b26.3 b26.3 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

江 蘇 .0 " 繧32.8 " 繧32.8 " 繧24.0 B24.0 B24.0 B!24.0 B24.0  白#B9BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

福 建 ﾃ#SB0.0  襭24.0 B24.0 B30.1 30.1  ゅB38.4  ゅB 毒26.3 b26.3 b …26.3 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

天 津  都20.0 4.9  澱 綯6.6  澱 綯4.1  釘4.1  釘4.1  縒12.9 " 纈12.9 " 纈!12.9 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

安 徴  鼎30.0 0.0 R 繧15.8 R 繧15.8 R 繧15.8 R 繧26.3 b26.3 b26.3 b.26.3 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

貴 州  澱0.0 ﾃ0.0 0.0 12.6 " 綯12.6 " 綯12.6 " 綯13.7 2 縒13.7 2 縒 …13.7 BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

陳 酉 0.0 0.0  鼎 繧40.8  鼎 繧40.8  鼎 繧40,8  鼎 繧24.6 B 綯24.6 B 綯24.6 B 綯 …24.6 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

湖 南  モ0.0 0.0 14.5 B 絣14.5  絣10.5  絣10.5  絣15.8 R 繧15.8 R 繪j15.8 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

河 南 s0.0 14.5 B 絣14.5 B 絣14.5 B 絣14,5 B 絣14.5 B 絣14.5 B 絣14.5 B 綛214.5 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

重 慶 0.0 0.0 0.0 18.3  ゅ218.3  ゅ218.3  ゅ218.3  ゅ218.3  ゅ818.3 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

湖 北  田0.0 0.0 0.0 0.0  絣10.5  絣13.2 213.2 b26.3 b26.3  繧ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

新 彊   鉄 B 0 . 0   - - .   辻 -   ｪ Z R 簫 ﾒ -   辻 -   辻 - -   2 絣 2 3 . 5   2 絣 2 3 . 5   2 絣 # 2 絣 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

甘 粛  B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  綛ﾜ 10.5 

雲 南 2B0.0 0.0 "14.4 B 紕14.4 B 紕14.4 B 紕14.4 B 紕14.4 B 紕14.4 B 紿214.4 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

江 西 .0 16.8 b 繧16.8 b 繧17.3 r17.3 rﾃ217.3 r17.3 r19,9  偵 處｢19.9 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

広 酉 0.0 0.0 26.1 b26.1 b35.0 R38.2  ゅ"57.7  鉄r 縒57.7  鉄r 繆3Sr 縒RĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

遼 寧 0.0 0.0 0.0 21,0 21.0 21.0  ゅ"18.2  ゅ"18.2  ゅ(218.2 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

海 南 0.0  迭 纈5.9  迭 纈5.9  迭ﾃ5.9  迭 纈5.9  迭 纈21.1 21.1 21.1 3#ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

河 北 0.0 0.0 0.0  湯ll.8 b12.8 " 繧12.8 " 繧18.7  ゅr18.7 B#BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

山 西 0.0 ﾃ0.0 0,0 b 纈16.9 b 纈16.9 b 纈16.9 b 纈16.9 b 纈16.9 b 纔216.9 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

黒 竜 江   0 . 0   辻 -   辻 -   辻 -   辻 -   辻 -   迭 縒 5 . 7   迭 縒 5 . 7   迭 縒 5 . 7   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

全 体 平 均 　17.0

出所:筆者作成｡

注:黒竜江と新雇はそれぞれ2001年と2002年に特許補助政策を打ち出したが､金額が不

明なため､ 2010年までの特許料補助効果率は推計していない｡

60



表3･5は各省の推計された特許料補助効果率を示している｡また､第4節で検索した538

社の発明特許出願数を企業所在地別に分け､省別･年別の集計値を計算した｡表3･5は1986

-2016の各省の特許出願数の降順で並べている｡また､第7行目の成都は四川省の省都

であるが､ 2005年以後､成都は四川省よりも高い特許補助金を打ち出したために､ここで

は成都の特許料補助効果率も表3･5にまとめた｡

出願数の多さに応じ､省を5つのグループに分け､各グループの省別の特許料補助効果

率を見てみよう｡全体の平均値は､ 17%であった｡各グループの2000-2016年の特許料

補助効果率の平均値を計算してみると､第1グループが24.3%であり､ 5つのグループの

中で補助金効果率が も高い｡

図3･8　省別の特許料補助効果率(第1グループ)

出所:筆者作成｡

省別に見ると､特許出願数が も多いのは広東省であり､計12.2万件の特許を出願し､

538社の合計17万3,519件の70%を占めている｡ちなみに､中国で特許出願数が も多

い2つの企業､すなわち華為(Huawei)と中興(ZTE)はいずれも広東省に立地してい
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る｡この2社だけで約8.5万件の特許を出願しており､全国の約半分を占めている｡上海

は広東に次ぎ､ 1.6万件の出願数で全国第2位である｡北京は1.4万件の出願数で全国第3

位である｡この3つの省･直轄市は全国で も早く特許補助金を支給した地域である｡上

海では1999年､全国で も早く特許補助政策を打ち出した｡その後､ 2000年から広東･

北京が特許補助政策を打ち出した｡図3-8からも分かるように､広東･上海･北京の特許

料補助効果は も高い｡第4番目の漸江省は2001年に特許補助政策を実施しはじめた｡

また､山東省は2006年になって特許補助金を出すようになったが､特許料補助効果が高

い｡

第2グループについて見てみよう(図3･9)｡第2グループの特許料補助効果率の平均値

は19.9%であり､ 5つのグループのなかで2番目に高い｡また､特許補助を開始した時期

も早い｡ 2001年に､四川省と江蘇省は特許補助を始めた｡福建省と天津は2002年に補助

し始め､安徽省も2003年に特許補助を開始した｡また､天津だけは特許料補助効果率が

平均で0.15以下であるが､他の省はいずれも特許料補助効果率が高い｡第2グループの

出願数も5つのグループのなかで2番目に高い｡

図3･9　省別の特許料補助効果率(第2グループ)

出所:筆者作成｡



第3グループの特許料補助効果率を見てみよう(図3･10)｡第3グループは特許料補助

効果率の平均値が14.1%である｡図3･10を見ると､明らかなように､陳西だけは突出し､

他の4つの省は15%前後である｡また､第3グループは特許補助を開始した時期も第1､

2グループより遅れている｡ただし､河南省だけは2002年に特許補助政策を打ち出した｡

続いて､ 2003年に陳西省､ 2004年に湖南省が補助し始め､貴州省と重慶は2006年に開

始した｡

図3-10　省別の特許料補助効果率(第3グループ)
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出所:筆者作成｡
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琳湖南

ゆ河南

-●一重慶

また､第4グループは特許料補助効果が平均値10.8%で一番低い｡湖北省や新著は2011

年以降の特許料補助効果が25%前後ではあるが､第4グループ全体から見れば､開始時期

が遅れているために､平均値は低い｡江西省と雲南省はそれぞれ2002年と2003年に特許

料を補助し始め､湖北省は2007年に開始した｡

63



図3･11省別の特許料補助効果率(第4グループ)
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出所:筆者作成｡

注:新蓮は2002年に特許補助政策を打ち出したが､金額が不明なため､ 2002-2010年ま

での特許料補助効果率は推計していない｡

後に､第5グループの6つの省は特許出願数が も少なく､山西省と黒竜江省では特

許出願がない(図3･12)｡特許料補助効果率の平均値は15%で､第4グループの10.8%よ

り高いが､第5グループの省では､電子通信産業は弱く､企業数はもともと少ない｡ 『中

国工業経済統計年鑑』各年版が掲載したデータに基づいて計算すると､ 1999-2009年に､

第5グループの6つの省の電子通信産業の工業粗生産の合計値は全国のわずか2%～4%を

占めているにすぎない｡つまり､特許補助効果率が低くなくても､本章の研究対象である

電子通信産業はもともと特許出願している企業が少ない｡また､第5グループの省は特許

補助の開始時期も遅い｡

以上の5つのグループについての分析をまとめると､各省の特許料補助効果が高いほど､

その省の特許出願数も多くなる｡また､特許補助政策の開始時期が早いほど､出願数も増

加する傾向にある｡
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図3･12　省別の特許料補助効果率(第5グループ)

出所:筆者作成｡

注:黒竜江は2001年に特許補助政策を打ち出したが､金額が不明なため､ 2001-2010

年までの特許料補助効果率は推計していない｡

第7節　特許補助政策効果の推計

本節では､各省政府が実施した特許補助政策が企業の特許出願に与えた影響を推計する｡

第6節では､サバイバルレートを計算し､補助金適用前と補助金適用後の期待特許料を

計算した｡ 1999年以後､各省の特許補助政策の実施により､サバイバルレートは影響され

る可能性があると考えられる｡例えば､出願補助金と比べ､登録後補助金の場合は､審査

請求率を高める可能性がある｡また､年金が補助される場合は､権利存続期間が長くなる

可能性もある｡前節では､特許補助政策が実施される前の1986-1998年のサバイバルレ

ートを計算し､それを利用して各省の特許料補助効果を計算した｡このため､本章で試算

した特許料補助効果率は過小推計になっている可能性がある｡ただし､相対的な比較では

それほど深刻な問題にはならないと考えられる｡そこで､推計に用いる政策変数としては､

特許料補助効果率にはサバイバルレートの変化が考慮されていないため､特許補助があっ

たかどうかのダミー変数を用いることとする｡

補助金の種類や支給される時点に応じて､出願補助ダミー､審査補助ダミー､登録補助
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ダミーを作成する｡ダミーの作成手順は以下の通りである｡

①　登録前に､出願費や審査請求費を補助する場合は､出願補助ダミーや審査補助ダミ

ーを1にする｡登録後､登録費用が補助される場合は､登録補助ダミーを1にする｡

②　登録後､出願費や審査請求費が補助される場合､登録補助ダミーを1にし､出願補

助ダミーと審査補助ダミーを0にする｡

③　定額補助の場合は､登録される前に補助を受けられる場合は､出願補助ダミーを1

にし､審査補助ダミーと登録補助ダミーを0にする｡

④　登録後､定額の補助金が支給される場合は､登録補助ダミーを1にし､出願補助ダ

ミーや審査補助ダミーを0にする｡

⑤補助金政策が改訂された場合は､改訂午から以上の①～④に従い､ダミーを修正す

る｡

1.国内出願

538社の特許出願数はばらつきが大きい｡前述した華為(Huawei)と中興(ZTE)の

ように､ 1社が4万件前後を出願した企業もあれば､出願がoの企業もある｡企業の出願

数の集計値に基づき､ 200件以上(200件を含む)を出願した企業43社については､パネ

ルデータモデルを用いて､ 200件以下を出願した企業495社についてはカウントデータモ

デルを用いることとする｡

(1)推計パターン1 :パネルデータモデル

パネルデータに関しては､下記のモデル(式2)を推計する｡

Ellog(APPLICATIONit) 】 - α + β1 ･ APPLYDUMit + β2 ･ GRANTDUMt 亡+y ･Xlt 　( 式2)

ここで､被説明変数log(APPLICATIONit)は企業1'がt年に出願した特許数に1を加算し

た後の対数値である｡出願がoの企業があるので､対数を取るために1を加算した｡

APPLYDUMtrは出願補助ダミー変数であり､ GRANTDUMlfは登録補助ダミー変数である｡

政府が特許出願補助政策を公布した後､企業は研究開発を行い､出願書類を作成するなど､

出願するまでには時間を要する｡すなわち､補助金政策の公布から､企業の特許出願に影

響を与えるまでにはタイムラグがある｡また､一部の省政府の政策を見ると､補助対象は

政策が公布後に出願されたものだけでなく､政策が公布された時点ですでに出願･登録さ

れた特許も補助対象になる場合がある｡例えば､河北省は2007年7月17日に｢2007年
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度の特許出願補助に関するガイド｣ (原文｢2007年度専利申請資助工作指南｣ )を公布し､

2006年7月1日～2007年6月30日に実体審査を請求した特許出願および登録された特

許も補助対象としている(河北省知識産権局2007) ｡この政策は公布された時点で､補助

対象となる特許はすでに出願または登録されているので､前記政策に影響されない｡ただ

し､特許補助政策は毎年実施されると見込まれるので､その後の特許出願は影響される｡

そのために､推計モデルでは､出願補助ダミー変数APPLYDUMltと登録補助ダミー変数

GRANTDUMttに関しては､ 2期のタイムラグをとることにした.

Xttは企業属性による出願行動の違いをコントロールするための変数群である｡具体的な

コントロール変数の候補として､売上高の対数値SALES､企業が初めて特許出願してか

らの経験年数EXPYEAR､企業の年齢AGEなどとした｡特許出願数と研究開発費の間に

明確な正の相関があることを初めて実証したのはPakes and Gr山ches(1984)であった｡し

たがって､売上高よりも研究開発費を用いることがより望ましいが､研究開発費のデータ

は3年間(2005-2007年)しかなく､サンプル数が少ない｡研究開発費は売上高と強い

正の相関があることが知られているため､ここでは､売上高を研究開発費の代理変数とす

る｡

中国では､特許制度の歴史が短いので､出願経験のない企業も少なくない｡出願経験の

ある企業は､特許出願書類の書き方や､審査官とのやり取りなどの経験を持ち､次の出願

にプラスの影響があると考えられる｡そのため､ DangandMotohashi (2015)を参考に

し､初めて特許出願してからの経験年数を説明変数に加えた｡

中国では､国有企業が優遇されることが多い｡そのために､企業の所有制形態をコント

ロールする必要がある｡国家統計局(1998)が公布した｢統計上経済成分の区分に関する

規定｣ (原文｢関於印発『関於統計上劃分経済成分的規定』的通知｣)によれば､中国の企

業は主に①内資企業､ ②香港･襖門･台湾が投資した企業(合弁または独資)､ ③外国が投

資した企業(合弁または独資)に分けられる｡ ①内資企業はさらに国有企業､集体企業(資

産を当該企業の労働者全体が所有する企業)､聯営企業(2つまたは2つ以上の同じまたは

異なる所有制の法人が共同出資で設立した企業)､有限責任企業､株式企業､私営企業､そ

の他の企業などに分けられ､それぞれの企業には登記コードが付与されている｡表3･6は

中国の企業所有制登記形態をまとめたものである｡

内資企業のうち､国有企業(コード110)､国有聯営企業(コード141)､国有と集体聯

営企業(コード143)､国有独資企業(コード151)を国有企業とし､こうした国有企業の

ダミー変数statedumを作成した｡

ま た､ 内 資 企 業 の う ち､ 私 営 企 業( コ ー ド170､ 171､ 172､ 173､ 174) を 対 象 と し､

私営企業のダミー変数privatedumを作成した｡
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表3-6　中国の企業所有制登記形態(1998年～2010年) 22

コード 舒仂i6ﾈﾆBĀĀĀĀ

100 ｮ 仂bĀĀĀĀ

110  俛tﾈｮ 仂bĀĀ

120  偖yﾈｮ 仂bĀĀ

130  乘Hﾘxﾞﾈｮ 仂bĀĀ

140 ﾈｮ 仂bĀĀĀ

141  俛tﾉﾈｮ 仂bĀĀĀĀ

142  偖yﾉﾈｮ 仂bĀĀĀĀ

143 俛tﾈ,hﾉﾈｮ 仂bĀĀĀĀĀĀ

149 ｸ,ﾉﾉﾈｮ 仂bĀĀĀĀĀ

150  冲ﾈﾌ9D8 檍ĀĀĀĀ

151  俛tﾉ<h 檍ĀĀĀĀ

159 H,ﾉﾉtﾈﾌ9D8 檍ĀĀĀĀĀĀ

160  乘Htﾈﾌ 檍ĀĀĀĀ

170  倩Hｮ 仂bĀĀ

171  倩H<hｮ 仂bĀĀĀ

172  倩Hﾘxﾞﾈｮ 仂bĀĀ

173 倩Htﾈﾌ9D8 檍ĀĀĀĀĀ

174 倩HｩHtﾈﾌ 檍ĀĀĀĀĀ

190 ｸ,ﾉﾈ,ﾈｮ 仂bĀĀĀ

200 俘ﾖﾘ4ｨ4 帝I8ｨｮ 仂bĀĀĀĀĀĀĀ

210 俘xﾆ8ｮ 仂b 畏ﾖﾘ4ｨ4 帝IｾĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

220 俘x゙ ﾈﾆ8ｮ 仂b 畏ﾖﾘ4ｨ4 帝IｾĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

230 俘ﾖﾘ4ｨ4 帝I<hﾆ8ｮ 仂bĀĀĀĀĀĀĀĀ

240 俘ﾖﾘ4ｨ4 帝I8ｨｩHtﾈﾌ 檍ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

300 丶8ｨｮ 仂bĀĀĀĀ

310 hﾙ 隍ﾘxﾆ8ｮ 仂bĀĀĀĀĀĀĀ

320 hﾙ 隍ﾘx゙ ﾈﾆ8ｮ 仂bĀĀĀĀĀĀ

330  丶ｮ 仂bĀĀĀ

340 丶8ｨｩHtﾈﾌ 檍ĀĀĀĀĀĀĀ

出所:国家統計局(1998)0

さらに､香港･マカオ･台湾投資企業(コード200-240)および外国投資企業(コー

ド300-340)について､外資企業のダミー変数丘edumを作成した｡

内資企業のうち､上記国有企業や私営企業以外の企業､すなわち集体企業やその他の企

業等はベース企業とするので､ダミー変数は作成しない｡

22 2011年9月30日に､琵E家統計局弓覇家工商行政管理総局(2011)は連名で｢企業登記類型の区分の

規定の調整に関する通知(国統字[2011】86号)｣ (原文｢関於劃分企業登記注冊類型的規定調整的通知(国

統字【2011186号)｣)を公布し､ 1998年版の企業登記類型を修正した｡香港･マカオ･台湾投資企業にそ

の他の香港.マカオ･台湾投資企業(コード290)､外国投資企業にその他の外国投資企業(コード390)

が追加され､内資企業の分類は修正されていない｡そのために､本章のダミー変数の作成には影響を与え

ない｡
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以上は企業所有制を登記する場合の所有制形態である｡第2章第3節でも述べたように､

国有企業と外国企業が設立した合弁企業の場合､外資比率が25%以上(上場企業の場合､

10%以上)であれば､企業所有制を登記する際に､外資企業として登記される｡前記合弁

企業の資本金の中で､国有資本が外資より多い場合､登記上外資企業であるが､実際には

国家資本がその企業を支配する｡民間企業と外国企業が設立した合弁企業も同様である｡

徐(2013)は､上記の登記所有制形態を用いる場合､中国国内企業の過小評価および外

資企業の過大評価を招くという欠点があるので､企業の所有制形態を正しく反映させるた

めは､登記形態ではなく､資本支配を用いるべきであると指摘している｡本研究では､徐

(2013)､劉(2014)を参考にし､資本支配状況に基づく企業所有制形態のダミー変数も

作成した｡劉(2014)は同じ中国統計局の工業企業データベースを用いて､各企業の出資

総額のうち､国､集体､個人､外資などからの出資額を利用して､それぞれの出資シェア

を算出し､出資シェアが 大の出資主体によって企業の所有制形態を決めている｡

工業企業データベースには､企業支配状況(原文｢控股情況｣または｢国有控股｣)の項

目が公開されている｡本研究では､劉曙麗(2014)と違い､工業企業データベースが掲載

されている企業支配状況を利用することとする｡企業支配状況が国家支配であれば､ダミ

ー変数majorstateを作成し､私営支配であれば､ダミー変数majorprivateを作成した｡

また､香港･マカオ･台湾支配と外資支配をまとめて､ダミー変数major丘eを作成したo

残りの集体支配とその他はダミー変数を作らず､ベースとする｡資本支配による企業所有

制と登記上の企業所有制を比較してみると､国家支配の企業(ダミー変数majorstate)は

大幅に増加しいる｡一方､私営支配の企業(ダミー変数majorprivate)は若干増加し､外

資支配企業(ダミー変数major丘e)は大幅に減少した｡こうした傾向は､下記の表※の企

業所有制ダミー変数の平均値をみれば明らかである｡

①　パネルデータの基本統計量

表3･7に､パネルデータモデルで推計用43社のデータベースの基本統計量を示してい

る｡前述したように､売上高など企業の財務データは1998-2009年のアンバランスパネ

ルデータであるため､サンプル数は406となる｡推計モデルには出願補助ダミー､登録補

助ダミーに2期のタイムラグを取るので､すべての財務データを利用するためには､特許

出願や補助金ダミーの変数を1998-2009年のバランスパネルデータとした｡そのため､

特許出願数､出願補助ダミーと登録補助ダミーはサンプル数が516であり､売上高などの

財務データよりもサンプル数が多い.また､財務データは1998年から始まるが､補助金

のダミーはタイムラグを取るために､ 1996-1997年の出願補助ダミーおよび登録補助ダ

ミーもデータベースに追加した｡地方政府は1999年から特許補助を打ち出しているため､
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1996-1997年の出願補助ダミー･登録補助ダミーはいずれも0となる｡表※は1998年以

降の出願補助ダミーと登録補助ダミーを示している｡

また､表3-7のうち､ pctdum (後述する国際出願の有無のダミー変数)､ RD (R&D支

也)､ Sales (売上高)､ Labor (従業員数)は推計モデルには使わないが､後述するカウン

トデータモデルを用いるグループの企業と比較するために､ここでは表にまとめておく｡

表3･7　パネルデータの基本統計量(1998-2009年)

変 数 兌ﾘｼ 標 準 偏 差 俐X 揵&ﾂ 大 値 H987h8ｹBĀĀĀĀĀ

application C2R611.385 5831  斐ﾓSbĀĀĀĀĀĀĀĀ

p c t d u m  c b 0 . 2 4 8  1   斐 ﾓ S b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

logsales  澱 紊R0.806  釘8  斐ﾓCbĀĀĀĀĀ

applydum  縱320.443 1  斐ﾓSbĀĀĀĀĀĀ

grantdum #0.415 1  斐ﾓSbĀĀĀĀĀĀĀĀ

eXPyear  緜s4.281 21  斐ﾓSbĀĀĀĀĀĀĀ

a g e  2 S B 1 3 . 0 9 9  7 3   斐 ﾓ C b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

maJOrState  唐0.458 1  斐ﾓCbĀĀĀĀĀĀĀ

majorFie "0.402 1  斐ﾓCbĀĀĀĀĀĀĀĀ

maJOrPrivate cr0.249 1  斐ﾓCbĀĀĀĀĀĀĀ

statedum 0.274 1  斐ﾓCbĀĀĀĀĀĀĀĀ

f i e d u m   經 澱 0 . 4 9 1  1   斐 ﾓ C b Ā Ā Ā Ā Ā Ā

privatedum  偵C"0.201 1  斐ﾓCbĀĀĀĀĀĀĀ

rd "ﾃ##867,764  都r6,268,782  斐ﾓ#rĀĀĀĀĀĀĀ

sa 一es  免ﾂﾃsﾃ31,100,000  湯ﾃs ヲ279,000,000  斐ﾓCbĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

abor  途ﾃsB19,050  鼎198,971  斐ﾓCbĀĀĀĀĀ

②　推計結果

表3･8は推計式(2)に関するOLSモデルと固定効果モデルの推計結果を示したもので

ある｡ F検定ではいずれも固定効果モデルが採択されたため､以下では主に固定効果の推

計結果を説明する｡

推計[1]と[2]は特許出願数を売上高､出願補助ダミー､登録補助ダミー､特許出願

経験年数で説明したものであり､企業の所有制はコントロールしていない｡また､推計[1]

はOLSモデル､推計[2]は固定効果モデルを適用した結果である｡売上高の対数値logsales

のパラメーターは0.3766と推計され､ 1%水準で有意となった｡つまり､企業の売上高が

1%増加すると､特許出願は0.377%増加する関係にある｡出願補助ダミーapplydumは正

で､ 5%水準で有意である｡登録補助ダミーgrantdumも正で､ 10%水準で有意である｡す

なわち､地方政府が打ち出した特許補助政策は企業の特許出願に正の影響を与えている｡

また､特許出願経験年数は1%の有意水準で企業の出願数に強く影響している｡

推計[3]と[4]は企業年齢および資本支配上の所有制ダミー変数majorstate､ major丘e､
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majorprivateを説明変数に追加した推計結果であるo売上高､出願補助ダミー､登録補助

ダミー､特許出願経験年数はいずれも統計的に有意である｡出願補助ダミーと登録補助ダ

ミーのパラメーターは推計[2]より若干大きく推計されたが､売上高と特許出願経験年

数は若干小さくなった｡資本支配上の国有企業ダミーmajorstateのパラメーターは正であ

るが､統計的に有意ではない｡資本支配上の外資企業ダミーmajor丘eのパラメーターは正

であり､ 1%で有意である｡私営企業ダミーmajorprivateも正であり､ 10%で有意である.

つまり､集体企業･その他の企業と比べて､外資企業と私営企業は多くの特許を出願して

いる｡また､国有企業は集体企業･その他の企業と比べて､特許出願数に変化がない｡ま

た､企業年齢ageは1%の有意水準で正であるが､パラメーターは他の説明変数よりかな

り小さい｡

表3-8　企業特許生産関数の推計(パネルデータ)

パ ネ ル デ ー タ 簸ﾅ8ﾌY. 委｢OLS 固 定 効 果 簸ﾅ7 靂Y. 委｢ĀĀĀĀ

[ 1 ] [ 2 ]   糞 5 ﾕ ｳ E ﾒ [ 5 ] [ 6 ]   Ā

fog(application)  免ﾆF 柳 竰log(app 一ication) ĀĀĀĀĀĀĀ

logsales appJydum(-2) grantdum(-2) eXPyear age maJOrState majorfie maJOrPrivate statedum fiedum priVatedum CO‖S 紊涛#scb0.5030.3266 經c都ssBĀĀĀĀĀĀĀĀ

[11.02]***[5.79]***  糞 纉%ﾒ｢｢･ｳR%ﾒ｢｢｢ 【12.56]***[5.89]*** ĀĀĀĀ

0.559 ー0.1476  紊css3r0.48230.1306 ĀĀĀĀĀ

[7.54]***[2.11]** 糞R 纉 編｢｢･ｳ" 經ﾒ｢｢[6.54]***[1.88]* ĀĀ

0.36610.1937  ン#cR0.41480.2211 ĀĀĀĀĀĀ

[3.82]***[1.93]*  糞2H5"｢｢･ｳ"?｢｢｢[4.38 コ***[2.23]** ĀĀĀ

0.07180.1331 s 都3"0.06710.1168 ĀĀĀĀĀĀ

[8.12]***[10.47]*** -2.8968-2.0655 糞ゅcﾒ｢｢･ｳr紊Eﾒ｢｢｢[7.28]***[8.57]*** ĀĀ
-0.00940.017  蔦#ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ト3.24]***[2.99]*** 0.0290.1116 [0,32コ[1.26] 0.25630.2278 [2.77]***[3.15]*** 0.18140.1937 [1.31][1.69】* -2.8283-1.9529 粉ﾓBﾒ｢｢･ｳ2經5ﾒ｢｢｢ﾓ緜塔3"6sB緜uﾒ｢｢･ｳﾒﾓSC"ﾓc36sBEﾒ｢｢ｨ6s紊%ﾒﾓ紊c#ふCb6s"縱ﾒ｢｢ｨ6s經ﾒﾓ"繝Csrﾓ"ンĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ト10.39]*** ト5.36]*** s5ﾒ｢｢ｨ6sREﾒ｢｢｢ ト10.58]*** ト5.31]*** ĀĀĀĀĀĀ

R-squared  經Ss 緜0.5810.636  緜C 緜#ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Adj-R-squared 經S3 經c0.5730.585 經 田 經sbĀĀĀĀĀĀĀ

N   鼎 c C b 4 0 6 4 0 6   鼎 c C b Ā Ā Ā Ā Ā Ā

注: 【 】内は七倍｡虫は10%､ **は5%､ ☆**は1%有意を意味する｡

さらに､推計[5]と[6]は資本支配上の所有制ダミー変数majorstate､ majorfie､

majorprivate の 代 わ り に､ 登 記 上 の 企 業 所 有 制 ダ ミ ーstatedum､ 丘edum､ privatedum を
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説明変数として推計したものである｡売上高､出願補助ダミー､登録補助ダミー､特許出

願経験年数はやはり統計的に有意であり､パラメーターの大きさは若干変わるが､大きな

変化はみられない｡登記上の企業所有制ダミー変数､つまり､国有企業statedum､外資

企業丘edum､私営企業privatedumはいずれも統計的に有意ではない｡前述したように､

登記上の企業所有制の場合は､外資企業数が大幅に増加したが､実際に企業を支配してい

るのは国内企業である場合がある｡国家資本が支配する合弁企業と外資が支配する合弁企

業は特許出願行動が異なると考えられる｡

中国はもともと計画経済であり､改革開放まで､ほぼすべての企業は国有企業であり､

私営企業は極めて限定的であった｡そのために､企業年齢ageの長い企業はすべて国有企

業である｡つまり､企業年齢ageと国有企業ダミーとの相関が高い｡そのために､推計[3]､

[4]､ [5]､ [6]からageを説明変数から除外した推計を行ったが､推計結果に大きな違

いはみられなかった｡

(2)推計パターン2:カウントデータモデル

カウントデータモデルに関しては､下記の(式3)を推計する｡

loglE(APPLICATIONtt)] - α ≠ β1 ･ APPLYDUMi 亡+ β2 I GRANTDUMit +y ･Xit 　( 式3)

被説明変数APPLICATIONf亡は企業)'がt年に出願した特許数である｡パネルデータのモ

デルと同様に､ APPLYDUMitとGRANTDUMitはそれぞれ出願補助ダミー変数と登録補助ダ

ミー変数であり､ 2期のタイムラグをとる｡またXitも同様に企業属性による出願行動の違

いをコントロールするための変数群である｡企業所有制ダミーに関しても､登記上の所有

制ダミーと資本支配上の所有制ダミーを作成した｡なお､推計には固定効果を適用した｡

①　カウントデータモデルの基本統計量

表3･9に､カウントデータモデルで利用した495社のデータベースの基本統計量を示し

ている｡パネルデータと同様に､企業の財務データは1998-2009年のアンバランスパネ

ルデータであり､特許出願数､出願補助ダミーおよび登録補助ダミーはバランスパネルデ

ータである｡また､表3･9は1998年以後の出願補助ダミーと登録補助ダミーを示してい

るが､推計する際には1996-1997年の出願補助ダミーおよび登録補助ダミー(いずれも

0)をデータベースに追加した｡

表3･9において､R&D支出をRD､売上高をSales､従業員数をLaborと表記している｡
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前掲したパネルデータの基本統計量と比較してみると､ R&D支出(2005-2007年のみ)

に関しては､パネルデータにおけるデータベースの平均値は3億1,222万元であり､これ

に対してカウントデータにおける平均値は1,541万元で20倍である｡売上高の場合は､

パネルデータにおける平均値は117億元で､カウントデータにおける平均値は14億5,715

万元で8倍である｡また､従業員数に関しても､パネルデータの平均値は7,174人で､カ

ウントデータの平均値の5倍である｡さらに､売上高に占めるR&D支出の割合を計算し

てみても､パネルデータの企業は2.7%であり､カウントデータのグループの企業の1.1%

よりはるかに高い23｡

すなわち､出願数の多い企業グループ(パネルデータ)は､平均的に出願数の少ない企

業グループ(カウントデータ)よりも企業規模が大きく､ R&D支出も多い｡

表3-9　カウントデータの基本統計量(1998-2009年)

変 数 兌ﾘｼ 標 準 偏 差 俐X 揵&ﾂ 大 値 H987h8ｹBĀĀĀĀĀ

application  經2.561 63  斐ﾓS 鼎ĀĀĀĀĀĀĀĀ

p c t d u m  " 0 . 0 4 7  1   斐 ﾓ S 鼎 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

Ⅰ o g s a ー e s   迭 經 # B 0 . 6 7 6   8   斐 ﾓ C # R Ā Ā Ā Ā Ā

appJydum  緜SR0.475 1  斐ﾓS 鼎ĀĀĀĀĀĀ

grantdum 20.402 1  斐ﾓS 鼎ĀĀĀĀĀĀĀĀ

eXPyear #b2.664 23  斐ﾓS 鼎ĀĀĀĀĀĀĀ

a g e  2 縱 C b 1 2 . 7 5 2  7 0   斐 ﾓ C # R Ā Ā Ā Ā Ā Ā

maJOrState 0.462 1  斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀĀĀ

majorfie  ッ0.389 1  斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀĀ

maJOrPrivate  モ0.283 1  斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀĀ

statedum Cb0.353 1  斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀĀ

f i e d u m   紊 唐 0 . 5 0 0  1   斐 ﾓ C # R Ā Ā Ā Ā Ā Ā

privatedum s0.268 1  斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀĀ

rd RﾃCr59,124 1.599,415  斐ﾓC コĀĀĀĀĀĀĀ

sales ﾃCSrﾃCR5,654,903 都CR120,000,000 斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀ

abor ﾃC2,156 "78,625  斐ﾓC#RĀĀĀĀĀĀĀĀ

②　推計結果

表3-10は式(3)の推計結果を示している｡各モデルはカウントデータ分析における確

率分布は､ポアソン分布(poisson)と負の二項分布(Negative Binomial)を仮定した｡

また､推計用データは495社のアンバランスパネルデータのため､いずれも固定効果モデ

ルにより推計した｡

23 売 上 高 に 占 め るR&D 支 出 の 割 合- (2005-2007 年 のR&D 支 出 平 均 値) / (1998-2009 年 の 売 上 高

平均値)｡データ期間が違うために､正確な値ではない｡ただし､パネルデータとカウントデータのそれ

ぞれの企業の相違を見るにはある程度まで参考になるため､計算した0
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前述したパネルデータの推計モデルと同様に､推計[1]と[2]は特許出願数を売上高､

出願補助ダミー､登録補助ダミー､特許出願経験年数で説明したものであり､企業の所有

制はコントロールしていない｡また､推計[1]はポアソン分布を仮定した推計結果であ

り､推計[2]は負の二項分布を仮定した推計結果である｡売上高の対数値logsalesは推

計[1]と推計[2]でいずれも正で1%水準で有意である｡出願補助ダミーapplydumに

関しては､ポアソン分布の場合､正で1%有意である｡負の二項分布の場合は､正で5%有

意である｡登録補助ダミーgrantdumは正で､いずれも1%水準で有意である｡また､特

許出願経験年数は1%の有意水準で正である｡すなわち､カウントデータに関しても､地

方政府が打ち出した特許補助政策は企業の特許出願に強い影響を与えている｡

表3-10企業特許生産関数の推計(カウントデータ)

カ ウ ン ト デ ー タ   疲 V v F 庸 R N e g a t i v e   疲 V v F 庸 R Ā Ā Ā ĀPOISSOnBinomial 54& 匁ﾂPOISSOnBinomial ĀĀĀĀĀĀ

[ 1 ] [ 2 ]   糞 5 ﾕ ｳ E ﾒ [ 5 ] [ 6 ]   Ā

application ﾆF 柳application ĀĀĀĀĀĀ

logsales applydum(-2) grantdum(-2) eXPyear age maJorstate majorfie maJOrPrivate statedum fiedum priVatedum CO〔S 緜c3c纉#Cr1.50390.8539 經s#ﾃ3BĀĀĀĀĀĀĀ

[19.29]***[8.59]*** 糞b 緜%ﾒ｢｢･ｳr 縱ﾒ｢｢｢[17.83]***[8.31]*** ĀĀĀ

0.48310.2724  經CCr0.50190.2611 ĀĀĀĀĀĀĀ

[6.35]***[2.45]**  糞b 纉H｢｢｢･ｳ" 縱｢｢｢[6.49]***[2.33]** ĀĀĀ

1.06750.7636 s 縱Scb1.05510.7463 ĀĀĀĀ

[12.58]***[6.37]*** 糞"ﾒ｢｢･ｳb5ﾒ｢｢｢[12.24]***[6.1g]*** ĀĀĀĀĀ

0.07440.1537 3cS0.07510.1484 ĀĀĀĀĀĀĀ

[5.21]***[8.44]*** -7.0664 糞 纉｢･ｳREﾒ｢｢｢[5.08]***[7.90]*** ĀĀĀĀ

0.02020.0062 ##ĀĀĀĀĀĀĀ

[3.43]***[1.00] 0.36040.428 [3.51]***[2.90]*** 0.35310.5186 [4.37】***[3.95]*** 0.32770.708 [3.56]***[4.57]*** -6.926 糞2紊ﾒ｢｢･ｳ纉uﾒ｢｢3"ﾓcｳ纉ﾘ6s纉Eﾒ經#"ｳB%ﾒ｢｢･ｳ#Ssbｳ5ﾕｳ緜編ﾓr#3"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ト11.83]*** y?｢｢｢｢ ト11.71]*** ĀĀĀĀ

logHkeHhood 蔦##3r 蔦c#b2-2213.55-1609.40 蔦###bﾓc#2 經BĀĀĀĀĀĀĀĀ

N  # C # C 2 2 4 9 2 2 4 9  # C # C Ā Ā Ā Ā Ā Ā

注: [ 】 内 はZ 値｡ 女 は10%､ ** は5%､ ☆** は1% 有 意 を 意 味 す る｡.

次に､推計[3]と[4]は企業年齢および資本支配上の所有制ダミー変数majorstate､

major丘e､ majorprivateを説明変数に追加して推計したものである｡売上高､出願補助ダ

ミー､登録補助ダミーはいずれも正で1%有意であり､推計[1]､ [2]と比べて､パラメ
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一夕一に大きな変化はみられなかった｡特許出願経験年数はパラメーターが若干小さくな

ったが､ 1%または5%有意である｡資本支配上の国有企業ダミーmajorstate､外資企業ダ

ミーmajor丘e､私営企業ダミーmajorprivateのパラメーターはいずれも正に推計され､ 1%

で有意である｡このように､集体企業･その他の企業と比べて､国有企業､外資企業と私

営企業は多くの特許を出願している｡また､企業年齢ageに関して､ポアソン分布を仮定

した場合には1%の有意水準で正であるが､負の二項分布を仮定した場合には有意となら

なかった｡パラメーターも他の説明変数よりはるかに小さい｡

さ ら に､ 推 計[5] と[6] は 登 記 上 の 企 業 所 有 制 ダ ミ ーstatedum､ 丘edum､ privatedum

を説明変数として推計したものである｡売上高､出願補助ダミー､登録補助ダミー､特許

出願経験年数は依然として統計的に有意であり､パラメーターにも大きな変化が見られな

い｡登記上の企業所有制ダミー変数に関しては､外資企業ダミー丘edumのみはポアソン分

布を仮定した場合には有意であるが､国有企業statedumと私営企業privatedumはいず

れも統計的に有意ではない｡これらの推計結果は､当初予想されたように中国の企業所有

制を考慮する場合､登記上の企業所有制よりも､資本支配上の企業所有制を用いるべきで

あることを示唆している｡

また､企業年齢ageを説明変数から除外して推計してみたが､推計結果はあまり変化が

みられなかった｡

つまり､パネルデータモデルにおいても､カウントデータモデルにおいても､各省政府

が打ち出した特許補助政策は企業の特許出願の増加に強く寄与している｡

2.国際出願

本章第1節で述べたように､ 2013年から中国は世界第3位のPCT出願国となった｡そ

こで､ここでは､各省政府が実施した特許補助政策は企業のPCT出願の急増に影響を与

えたか否かを検討する｡一般に､外国特許出願は､特許の質を表す指標と考えられている｡

そこでここでは､特許補助金政策が特許の質に与えた影響を分析するため､ PCT出願と特

許補助金政策の関係を検討する｡

ここでの分析では､各企業が各年に国内-出願した特許のうち､ ⅥPOにも出願した場

合24は件数を問わずその企業のその年のPCT出願を1とし､出願がなければo　とする

pctdum変数を被説明変数とする｡ pctdumはダミー変数なので､バイナリデータモデルを

利用する｡仮定される確率分布は正規分布(probitモデル)とロジット分布(logitモデル)

とした｡また､サンプルは538社のアンバランスパネルデータのため､推計には企業毎の

24 WIPO出願には2つのケースがある｡ (∋先に国内に出願し､その後WIPOに出願する｡ ②先にWIPO

に出願し､その後30カ月(30カ月は基本である｡国によって変わる場合がある)以内に国内に移行する｡
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個別効果(ランダム効果)を入れ､企業毎の特性をコントロールしている｡他の売上高や

企業の所有制別ダミーは前述したパネルデータモデルやカウントデータモデルと同じであ

る｡

①　基本統計量

表3-11に､全サンプル538社のデータベースの基本統計量を示している｡前述したパ

ネルデータモデルやカウントデータモデルと同様に､売上高など企業の財務データは1998

-2009年のアンバランスデータであり､特許出願数､出願補助ダミーおよび登録補助ダミ

ーはバランスパネルデータである｡

表3･11バイナリデータの基本統計量(1998-2009年)

変 数 兌ﾘｼ 標 準 偏 差 俐X 揵&ﾂ 大 値 H987h8ｹBĀĀĀĀĀ

application  免ﾂ 纉176.985 5831  斐ﾓcCSbĀĀĀĀĀ

p c t d u m  r 0 . 0 8 5  1   斐 ﾓ c C S b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

logsales  迭 緜0.732 8  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀ

applydum  緜c0.473 1  斐ﾓcCSbĀĀĀĀĀĀ

grantdum B0.403 1  斐ﾓcCSbĀĀĀĀĀĀĀ

eXPyear #2.910 23  斐ﾓcCSbĀĀĀĀĀĀ

age 2 縱212.782 73  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀ

maJOrState 0.462 1  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀĀ

majorfie  ビ0.390 1  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀ

maJOrPrivate  ッ0.280 1  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀ

statedum C0.347 1  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀĀ

f i e d u m   經 b 0 . 5 0 0  1   斐 ﾓ C c # Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

privatedum sR0.263 1  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀ

rd  ゅs261,750 6,268,782  斐ﾓc"ĀĀĀĀĀĀĀĀ

sa 一es ﾃ3c2ll,100,000  都CR279,000,000  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀĀ

abor ﾃ6,222 "198,971  斐ﾓCc#ĀĀĀĀĀĀĀ

②　推計結果

表3-12はバイナリー分析の推計結果を示している｡推計[1]と[2]ではPCT特許出

願が行われる確率を売上高､出願補助ダミー､登録補助ダミー､特許出願経験年数で説明

したものであり､企業の所有制はコントロールしていない｡また､推計[1]はProbitモ

デルの推計結果であり､推計[2]はLogitモデルの推計結果である｡売上高の対数値logsales

は推計[1]と[2]いずれも正で1%水準で有意である｡出願補助ダミーapplydumに関

しては､ Probitモデルの場合は正で10%有意であったが､ Logitモデルの場合は有意では

ない｡登録補助ダミーgrantdumはいずれも有意ではない｡特許出願経験年数expyearは

1%の有意水準で正である｡

次に､前述したパネルデータモデルやカウントデータモデルと同様に､推計[3]と[4]
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は企業年齢ageおよび資本支配上の所有制ダミー変数majorstate､ majorfie､ majorprivate

を説明変数に追加して推計したものである｡売上高はやはり1%有意であり､パラメータ

ーも大きくなった｡出願補助ダミーはProbit､ Logitモデル共に正で10%有意である｡た

だし､登録補助ダミーは有意ではない｡特許出願経験年数のパラメーターはあまり変化が

なく､ 5%有意である.資本支配上の国有企業ダミーmajorstateは有意ではないが､外資

企業ダミーmajorfieと私営企業ダミーmajorprivateはいずれも正のパラメーターに推計

され､ 10%または5%有意である.とりわけ､私営企業ダミーmajorprivateは外資企業ダ

ミーmajorfieよりもパラメーターがはるかに大きい｡つまり､集体企業･その他の企業と

比べて､外資企業と私営企業は多くの特許を出願し､私営企業の国際出願数は顕著に多い｡

国有企業は集体企業･その他の企業と比べて､ PCT出願は統計的な有意性に差がない｡ま

た､企業年齢ageに関してはいずれも有意ではない｡

表3-12　国際出願の特許生産関数の推計(HWZTEダミーなし)

バ イ ナ リ デ ー タ & 優ﾆ 唯ProbitLogit & 優ﾆ 唯ĀĀĀĀĀĀĀĀ

[ 1 ] [ 2 ]   糞 5 ﾕ ｳ E ﾒ [ 5 ] [ 6 ]   Ā

p c t d u m   7 F G V ﾒ p c t d u m   Ā Ā

logsaーes applydum(-2) grantdum(-2) eXPyear age maJOrState majorFie maJOrPrivate statedum fiedum privatedum Cons 3cBs3.29885.6253 sB#SĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

[4.15]***[4.27]***  糞B 縱ﾒ｢｢･ｳB 緜 編｢｢｢[4.31]*** 〔4.08]*** ĀĀ

1.31552.3022  紊c ツ" 經s1.38252.4092 ĀĀĀĀ

[1.75]*[1.61]  糞 緜Uﾒ･ｳ 緜Uﾒ｢[1.75]*[1.69]* ĀĀĀ
-0.2399-0.3539  蔦#Bﾓs-0.1503-0.2686 ĀĀĀĀĀĀĀ

ト0.30]. ト0.23] sﾘ6sX｢ ト0.18] ト0.18] ĀĀĀĀĀĀĀĀ

0.24850.4815 S3S 紊30.29240.5258 ĀĀĀĀĀ

[3.27]***[3.22]*** -23,7657-46.4092 糞"eﾒ｢･ｳ"編｢｢[3.21]***[3.12]*** ĀĀĀ
-0.0671-0.1099  蔦CrﾓsĀĀĀĀĀĀ

ト1.02][-0.94] 1.0411.7503 [1.05][1.03] 1.1381.8375 [1.89]*[1.77】* 3.33665.6877 [2.49]**[2.43]** -33.0043-56.4601 s纉Eﾘ6s纉ﾕ宥FVF宥FVBｳ縱都蔦ツr6s6s(｢宥FVF宥FVBﾓ#23CBﾓC"#bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

lnsig2u Cons sbﾒ｢｢ｨ6sR 纉 編｢｢｢ ト6.05]***[-5.96]*** sb%ﾒ｢｢ｨ6sR 經uﾒ｢｢｢ĀĀĀĀĀĀĀ

2.50253.8712  纉 塔2 纉"2.5253.6934 ĀĀĀĀ

[7.76]***[11.85]***  糞 經ﾒ｢｢･ｳB(｢｢｢｢[8.11]***[10.93]*** ĀĀĀĀĀĀĀ

ogfikefihood  蔦 途ﾓ 澱 纉2-92.57-92.64  蔦 釘 纉ﾓ 釘 繝BĀĀĀĀĀ

N   鼎 c # C c # 4 6 2 1 4 6 2 1  c # c 3 c # b Ā Ā Ā Ā Ā

注: 【 】内はZ値｡ ☆は10%､ **は5%､ ☆**は1%有意を意味する.o
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さらに､推計[5]と[6]は資本支配上の所有制ダミー変数majorstate､ major丘e､

majorprivateの代わりに､登記上の企業所有制ダミーを説明変数として推計したものであ

る｡売上高､出願補助ダミー､特許出願経験年数はやはり統計的に有意であり､パラメー

ターが若干変わるが､大きな変化はない｡ただし､登録補助ダミーは有意ではない｡登記

上の企業所有制ダミー変数､つまり国有企業statedum､外資企業丘edum､私営企業

privatedumはいずれも統計的に有意ではない｡とくに国有企業statedumと私営企業

privatedumは､他のいずれかのダミー変数と重複してしまったので除外されている｡

以上の推計結果から､各省政府の出願補助金はPCT出願にプラスに影響しており､あ

る程度質の改善にもつながっている可能性が示唆された｡

前述したように､企業の出願数のばらつきはかなり大きい｡華為(Huawei)と中興(ZTE)

l 　 はPCT 出 願 の 世 界 上 位 出 願 人 ラ ン キ ン グ に も 入 っ て い るO World Intellectual Property

Organization (2015) に よ れ ば､ 2014 年 に､ 中 国 の 華 為(Huawei) は3,442 件 のPCT 出

願( 公 開 ベ ー ス) で､ 世 界 第1 位 のPCT 出 願 人 と な り､ 中 興(ZTE) は2,179 件 のPCT

出 願 で 世 界 第3 位 と な っ た( 図3-13)｡ ま た､ World Intellectual Property Orgamization

(2016) に よ れ ば､ 2015 年 に､ 華 為(Huawei) は3,898 件 のPCT 出 願 で､ 2 年 連 続 で 世 界

第1位のPCT出願人となり､中興(ZTE)は2,155件のPCT出願で引き続き世界第3位

となった｡

図3-13　2014年PCT出願の世界上位20社

HUAVVEI TECHNOLOGIES (Chinal
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日 汀ACHl i 血part)

注: 2014年に公開されたものである｡

出 所.･ World lntellectual Property Organization (2015), p.55.
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そのために､この2つ企業をコントロールする必要がある｡そこで､華為(Huawei)

と中興(Z甘E) 2社のダミー変数HWZTEを上記モデルに追加して推計した｡推計結果は

表3-13に示されている｡

表3･13　国際出願の特許生産関数の推計(HWZTEダミーあり)

バ イ ナ リ デ ー タ & 優ﾆ 唯ProbitLogit & 優ﾆ 唯ĀĀĀĀĀĀĀĀ

[ 1 ] [ 2 ]   糞 5 ﾕ ｳ E ﾒ [ 5 ] [ 6 ]   Ā

p c t d u m   7 F G V ﾒ p c t d u m   Ā Ā

logsates applydum(-2) grantdum(-2) eXPyear age maJOrState majorFie maJOrPrivate statedum fiedum privatedum hwzte Cons 緜Scb2.23164.6616 緜s#2#bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

[3.54]***[3.70]***  糞2?｢｢｢･ｳ2 纉｢｢｢[3.46]***[3.49]*** ĀĀĀ

1.81643.2315 3332 緜C#1.84253.2728 ĀĀĀ

[2.13]**[2.01]**  糞"5ﾒ｢･ｳ"(｢｢｢[2.12]**[2.01]** ĀĀĀĀ

-0.01320.0286 3 紊c0.0210.0709 ĀĀĀĀĀ

ト0.02 】[0.02 】  糞x･ｳ%ﾒ[0.03][0.05 コ ĀĀĀĀĀĀ

0.19990.3792 sc3C0.22820.42 ー2 ĀĀĀĀĀĀĀ

[2.90]***[2.98]*** 6.2834 日.674  繝Eﾒ･ｳ 繝｢[2.78]*** 【2.83]*** ĀĀĀĀĀ

-0.0393-0.0813  蔦#SbﾓCCrĀĀĀĀĀ

ト0.68]ト0.67] 0.68221.5812 [0.73][0.92] 1.03371.9491 [1.85]*[1.88】* 2.71955.5746 [2.13]**[2.40]** 7.239614.176 s經uﾘ6s經eﾒ宥FVF宥FVH爾璽3途ﾓcr6sEﾘ6s5ﾒ宥FVF宥FVBR纉CS繝鼎ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

[2.68]***[2,66]***  糞" 緜｢｢｢･ｳ" 縱ﾒ｢｢｢ 【2.46]**[2.46]** ĀĀĀ

-19.5474-37.2517 蔦#B 紊3rﾓC 偵 都R-19.2544-35.7439 ĀĀĀ

Insig2u CO ‖S sR 紊Eﾒ｢｢ｨ6sR 經 編｢｢｢ ト4.05]*** ト5.31]*** sRuﾒ｢｢ｨ6sRUﾒ｢｢｢ĀĀĀĀĀĀ

2.06023.3435 Sc2 緜sC2.08673.302 ĀĀĀĀĀ

[5.26]***[8.73]*** 糞B 緜uﾒ｢｢･ｳ 纉%ﾒ｢｢｢[5.36]***[7.88]*** ĀĀĀ

ogHkelihood  蔦 蔦B-88.56-88.68  蔦 繝ﾓ 縱bĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

N   鼎 c # C c # 4 6 2 1 4 6 2 1  c # c 3 c # b Ā Ā Ā Ā Ā

注: [ 】 内 はZ 値｡ 女 は10%､ ** は5%､ *** は1% 有 意 を 意 味 す る.0

推計[1]と[2]では売上高､出願補助ダミー､登録補助ダミー､特許出願経験年数で

PCT出願を説明した~ものである｡前掲表3･12と比べてみると､売上高の対数値logsales

はパラメーターが若干小さくなったが､いずれも正で1%水準で有意である｡出願補助ダ

ミーapplydumに関しては､ProbitモデルとLogitモデルで両方とも正で5%有意となり､

パラメーターも大きくなった｡登録補助ダミーgrantdumはいずれも有意ではない｡また､
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特許出願経験年数はパラメーターが若干小さく推計されたが､依然として1%の有意水準

で正である｡ 2社のダミー変数HWZTEは1%で有意であり､パラメーターは他の説明変

数のパラメーターよりはるかに大きい｡例えば､ Logitモデルでは､売上高logsalesのパ

ラメーターは3.2であるが､ 2社のダミー変数HWZTEは11.67であり､かなり高い｡す

なわち､この2社のダミー-はPCT出願の有無を定量的に強く説明している｡

次に､推計[3]と[4]は企業年齢ageおよび資本支配上の所有制ダミー変数majorstate､

major 丘e､ majorprivate を 説 明 変 数 に 追 加 し て 推 計 し た｡ HWZTE ダ ミ ー な し の 前 掲 表

3-12と比べ､売上高logsalesと特許出願経験年数expyearはパラメーターが若干小さく

推計されたが､いずれも正で有意である｡出願補助ダミーはパラメーターが大きくなり､

有意水準が10%から5%-と強くなった｡登録補助ダミーは変わらず有意ではない｡資本

支配上の国有企業ダミーmajorstateは有意ではないが､外資企業ダミーmajorfieと私営企

業ダミーmajorprivateはいずれも正のパラメーターに推計され､ 10%または5%有意であ

る｡私営企業ダミーmajorprivateは外資企業ダミーmajorfieよりもパラメーターが大きい｡

つまり､私営企業の国際出願数が多いことが説明されている｡国有企業は集体企業･その

他の企業と比べて､ PCT出願は統計的に有意な差がない｡また､企業年齢ageに関しては

いずれも有意ではない｡ 2社のダミー変数HWZTEは正で1%有意であり､パラメーター

はさらに大きくなった｡

第3に､推計[5]と[6]は登記上の企業所有制ダミーを説明変数として推計したもの

である｡売上高､出願補助ダミー､特許出願経験年数はやはり統計的に有意である｡ただ

し､登録補助ダミーは有意ではない｡国有企業statedum､外資企業丘edum､私営企業

privatedumはいずれも統計的に有意ではない｡ 2社のダミー変数HWZTEは正で5%有意

であり､パラメーターは依然として も大きい｡

以上の推計から､中国企業のPCT出願は､主に企業の売上高､地方政府の出願補助ダ

ミー､華為(Huawei)と中興(ZTE) 2社のダミー変数HWZTEおよび特許出願経験年

数で説明できる｡すなわち､華為(Huawei)と中興(ZTE) 2社をコントロールしても､

登録補助ダミーに有意性が兄い出せず､パネルデータモデル及びカウントデータモデルの

推計ほどには頑健とはいえないが､各省政府が実施している特許出願補助政策はおおむね

中国企業のPCT出願に正の影響を与え､ある程度質の改善にも貢献しているとことが実

証された｡

第8節　まとめ

本章では､中国の各省政府が実施している特許補助政策を整理し､特許補助金適用前後

の期待特許料を試算することにより､特許料補助政策の定量的な効果を確認した｡また､
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中国統計局の工業企業データベースの企業個票データおよび中国知的財産権出版社のデー

タベースを利用し､パネルデータモデル､カウントデータモデル､及びバイナリデータモ

デルを用いた実証分析を行い､各省政府の特許補助政策が企業の国内特許出願数および

PCT国際出願数-の影響を検証した｡その結果､本章では以下のような結論が得られた0

第1に､特許補助金適用前後の期待特許料の分析によれば､各省の特許料補助効果率が

高いほど､その省の特許出願数は多くなる｡また､特許補助政策の開始時期が早いほど､

出願数も多くなる｡

第2に､出願数が多い企業から構成されるパネルデータモデルにおいても､出願数が少

ない企業から構成されるカウントデータモデルにおいても､各省政府が打ち出した特許補

助政策は企業の特許出願に強くプラスに寄与している｡また､カウントデータモデルでは､

企業所有制を実質的な資本支配でみた国有企業､外資企業､私営企業ダミーはいずれも正

で有意に推計されている｡とりわけ､負の二項分布モデルでは､私営企業ダミーのパラメ

ーターが も大きい｡すなわち､規模が小さい企業に対し､政府の特許補助政策の効果は

一層大きい｡

第3に､各省政府の特許補助政策の内､出願補助ダミーは国際PCT出願に正で有意な

影響が検出された｡また､出願数が も多い2社華為(Huawei)と中興(ZTE)をコン

トロールしても､出願補助ダミーはやはり国際PCT出願に正に寄与し､パラメーターも

大きくなり､有意水準も強くなった｡さらに､資本支配上の企業所有制の外資企業ダミー

と私営企業ダミーはいずれも正で有意に推計されており､私営企業ダミーのパラメーター

は も大きい｡

以上の分析から､政府の特許補助政策は､中国の特許出願急増の重要な要因であること

がわかった｡このような結果は､次のような政策含意を持つと考えられる｡

まず､特許を企業の研究開発の成果と見なせば､特許出願数を見る限り､中国政府の特

許補助政策は企業のイノベーション活動を促進させたといえよう｡今日の中国では､経済

成長の牽引役をイノベーションに転換させることがますます重要となっている｡その意味

では､政府の特許補助政策はある程度企業のイノベーション活動の活性化に寄与している

といえる｡

次に､パネルデータモデルによる規模が大きい企業に比べ､カウントデータモデルによ

る規模が小さい企業の所有制ダミーが特許出願数に与える影響はより頑健であった｡すな

わち､規模が小さく､もともとR&D支出が少ない企業において政策の効果がより強いこ

とが明らかとなった｡また､パネルデータモデルとバイナリデータモデルでは､資本支配

上の国有企業ダミーは有意ではなかった｡つまり､集体企業と比べ､国有支配企業の特許

出願数については統計的な差が兄いだせなかった｡中国では､国有企業は政府より補助金

以外の多くの優遇を受けられるため､特許補助金は大型国有企業にとってはあまり魅力的
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なものではないことが推察される｡一方､国際PCT出願を分析したバイナリデータモデ

ルでは､私営企業ダミーのパラメーターが も大きいく推計された｡すなわち､政府から

のその他の優遇をあまり受けられない私営企業において､特許補助政策の効果が一層強い.

中国の所有制に着目した企業に関する数多くの研究では､国有企業よりも私営企業のほう

が生産性が高いことが実証されている｡これからの中国の経済成長において私営企業の役

割はますます重要となることは必至である｡その意味では､私営企業に対してより強い効

果をもたらしている特許補助政策は評価されよう｡

また､国際PCT出願に対し､各省政府の出願補助金はPCT出願にプラスに影響してい

ることが検証された｡一般に､外国出願がある特許は質が高いと考えられているため､各

省政府の特許出願補助政策は特許の質の改善に寄与している可能性が示唆された｡その意

味では､政府の特許補助政策は特許の質にもある程度は効果を与えたと評価されよう｡

しかし､本章では､幾つかの課題が残されている｡まず､本章では､単に特許出願数の

増加を実証分析し､特許の質に関する分析はまだ十分とはいえない｡

第1に､ PCT出願を分析したモデルでは､出願補助ダミーのみ有意であり､登録補助ダ

ミー有意ではなかった｡したがって､国内特許出願関数の推計ほど､頑健な結果とはいえ

なかった｡

第2に､国際PCT出願に伴う諸費用を中国政府が補助している可能性が大きいという

ことである｡一般に､国際特許出願が質の代理指標と見なされるのは､出願先国の特許料

負担や翻訳費用などが発生するためである｡しかし､これらの経費についても中国政府は

補助金を出している可能性がある｡したがって､経費負担の側面から特許の質を計測する

ことには問題を伴う｡特許の質の代理指標として､被引用回数､権利維持期間､請求項数

などの指標と補助金政策との関連を検討することが今後必要となろう0

次に､電子通信産業に限定しており､他の産業に対する分析はなされていない｡さらに､

大中規模の工業企業に限定しおり､大学や研究機関に関する分析も行っていない｡政策変

数の精教化を初めとして､これらが次の課題である｡
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